
 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
 

 

第
1
.
4.
2
5
図
 
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
圧
力
容

器
へ
の
注
水
 
概
要
図
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.4－21図 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水 概要図 
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第1.4－23図 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器 

への注水 概要図 
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第 1.4－27図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後 

の発電用原子炉からの除熱 概要図 
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第 1.4－29図 残留熱除去系（低圧注水系）による 

原子炉圧力容器への注水 概要図 
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第1.4－33図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による 

発電用原子炉からの除熱 概要図 
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・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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第 1.4.32図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

（１／２） 

第 1.4－35図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（1／3） 

第 1.4－33図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

(１／３) 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

【東海第二】 

④の相違

島根２号炉は，火災

対応のための水源を確

保するため復水輸送系

を優先して使用 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 
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第1.4－35図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（2／3） 

 

 

 

 

第 1.4－33図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

(２／３) 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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第 1.4.32図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

（２／２） 

 

第1.4－35図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（3／3） 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4－33図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

(３／３) 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

島根２号炉は，火災

対応のための水源を確

保するため復水輸送系

を優先して使用 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 
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添付資料 1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／５） 

添付資料1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／9） 

添付資料 1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／７) ・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の重大事

故等対処設備を使用し

た手段，審査基準の要

求に適合するための手

段は，審査基準，基準

規則と対処設備との対

応表(２／７)から記載 
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添付資料 1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／５） 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／9） 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／７) 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違（詳細は

1.4.1(2)対応手段と設

備の選定の結果に記

載） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（常

設）による発電用原子

炉の冷却は，審査基

準，基準規制と対処設

備との対応表(３／７)

にて記載 
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添付資料 1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／５） 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／9） 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／７) 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の常設代

替交流電源設備による

残留熱除去系(低圧注水

モード)の復旧は，審査

基準，基準規制と対処

設備との対応表（４／

７）にて記載 
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添付資料 1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／５） 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／9） 

 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／７) 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（常

設）及び（可搬型）に

よる残存溶融炉心の冷

却は，審査基準，基準

規制と対処設備との対

応表（５／７）にて記

載 

1.4-207



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／５） 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／9） 

 

 

 
 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／７) 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6／9） 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の消火

系，復水輸送系による

残存溶融炉心の冷却に

ついては，審査基準，

基準規則と対処設備と

の対応表(５／７)にて

記載 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（7／9） ・設備の相違

【東海第二】 

④の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

 島根２号炉の残留熱

除去系（停止時冷却モ

ード）の復旧及び原子

炉浄化系による発電用

原子炉からの除熱につ

いては，審査基準，基

準規則と対処設備との

対応表(５／７)にて記

載 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（8／9） 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／７) 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，技術

的能力審査基準におけ

る適合方針を記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（9／9） 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(７／７) 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，技術

的能力審査基準におけ

る適合方針を記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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 添付資料 1.4.2 

自主対策設備仕様 

 

添付資料 1.4.2 

自主対策設備仕様 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，自主

対策設備の仕様につい

て記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 ④の相違 

 ⑧の相違 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 
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・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 

1.4-215



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

第
３
図
 
７
号
炉
 
電
源
構
成
図
（
交
流
電
源
）
 

 

第
3
図
 
対
応
手
段
と
し
て
選
定
し
た
設
備
の
電
源
構
成
図
（
直
流
電
源
）
 

 

第
３
図
 
対
応
手
段
と
し
て
選
定
し
た
設
備
の
電
源
構
成
図
（
直
流
電
源
）
 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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添付資料 1.4.3－1 

 

重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料 1.4.4－1 

 

重大事故対策の成立性 

 

1.  低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水 

(1) 中央制御室からの低圧原子炉代替注水系（常設）起動 

ａ．操作概要 

中央制御室操作からの低圧原子炉代替注水系（常設）起動が

必要な状況において，原子炉建物付属棟 ３階まで移動すると

ともに，現場でのＳＡ電源切替盤操作により電源切り替えを実

施する。また，中央制御室操作により系統構成を実施し，低圧

原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水を実

施する。 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの低圧原子炉代替注水系（常設）として，最

長時間を要するＳＡ電源切替盤による電源切り替えを実施した

場合に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員 

２名） 

想定時間  ：20分以内（所要時間目安※１：16分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●隔離操作：想定時間５分，所要時間目安３分※２ 

・隔離操作：所要時間目安３分※２（操作対象７弁： 

中央制御室） 

※２：隔離操作は，原子炉冷却材喪失事象が確認され

た場合のみ隔離操作を実施する。 

●電源確認，系統構成，注水操作：想定時間５分，所要 

時間目安５分 

・電源確認，系統構成，注水操作：所要時間目安５分

（操作対象２弁：

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の操作の

成立性を記載 
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中央制御室） 

 

【現場運転員】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20分， 

所要時間目安８分 

 ・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室～ 

原子炉建物付属棟 ３階） 

 ・ＳＡ電源切替操作（Ａ系）：所要時間目安３分（電源 

切替操作：原子炉建物付 

属棟 ３階） 

 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実

施可能である。 

 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を 

作業エリアに配備している。また，ヘッドライ 

ト又は懐中電灯を携行している。操作は汚染の 

可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量 

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又 

は携行して作業を行う。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備して 

いること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行し 

ていることから接近可能である。また，アクセ 

スルート上に支障となる設備はない。 

操作性   : 通常の受電操作であるため，容易に実施可能で

ある。 

連絡手段 : 所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力

保安通信用電話設備，有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制御室との連絡が

可能である。 
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1.低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

(1)復水貯蔵槽水源確保 

a.操作概要 

復水貯蔵槽を水源として復水移送ポンプにより原子炉圧力

容器へ注水する際に，ポンプの吸込ラインを通常のラインか

ら復水貯蔵槽下部からのラインに切り替えることにより水源

を確保する。 

b.作業場所 

廃棄物処理建屋 地下 3 階（管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

復水貯蔵槽水源確保に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :15 分（実績時間:14 分） 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備し

ており，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保してい

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして

携帯している。 操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マ

スク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配

備しており接近可能である。また，ヘッドライト及

び懐中電灯をバックアップとして携帯している。ア

クセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。操作

対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープ

を施している。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設備

，携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な設

備により，中央制御室に連絡する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新た

に低圧原子炉代替注水

系（常設）を設置し，

専用の水源を設置して

いるため，水源確保の

ためのライン切替操作

は不要 
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3．補給水系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 系統構成 

 

ａ．操作概要 

補給水系による原子炉圧力容器への注水が必要な状況

において，原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階及びタービ

ン建屋1階まで移動するとともに，系統構成を実施し，復

水移送ポンプにより原子炉圧力容器へ注水する。 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階（管理区域）及びタ

ービン建屋1階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

補給水系による原子炉圧力容器への注水における，現

場での系統構成に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 

 

必要要員数：6名（運転員等（当直運転員）2名，重大

事故等対応要員4名） 

所要時間目安：110分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は100分以内） 

 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員）】 

・移動：40分※１（移動経路：中央制御室から原子炉

建屋廃棄物処理棟中地下1階（放射線防護

具着用を含む）） 

・系統構成：25分（操作対象3弁：原子炉建屋廃棄

物処理棟中地下1階及びタービン建屋1

階） 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.4.4－2 

 

2. 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

（１）復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

 

ａ. 操作概要 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水が必要な状況にお 

いて，中央制御室操作及び現場操作により系統構成を実施し，

復水輸送ポンプにより原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

ｂ. 作業場所 

原子炉建物原子炉棟 ２階（管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ. 必要要員数及び想定時間 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水として，最長時間

を要する残留熱除去系（Ｂ）注入配管使用又は残留熱除去系（

Ｃ）注入配管を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２

名） 

想定時間 ：30分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，バイパス流防止操作：想定時間 10分，所要 

時間目安３分 

・電源確認：所要時間目安２分（電源確認：中央制御 

室） 

・バイパス流防止操作：所要目安時間１分（操作対象 

１弁：中央制御室） 

●復水輸送ポンプ起動，系統構成：想定時間 10分，所要 

時間目安３分 

・復水輸送ポンプ起動，系統構成：所要時間目安３分 

（操作対象１弁：中 

央制御室） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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【重大事故等対応要員】 

・移動：40分（移動経路：原子炉建屋付属棟1階か

ら原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階（放

射線防護具着用を含む）） 

・連絡配管閉止フランジ切替え：35分 

※1：重大事故等対応要員の移動及び連絡配管フ

ランジ切替えと並行して行うため，所要時

間目安には含まれない。 

 

ｄ．操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，タイベック）を着用又は携行して作

業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

 

操作性 ：通常の弁操作及び一般的なフランジ切替え

作業であり容易に実施可能である。また，

操作対象弁及びフランジは操作性が確保さ

れた場所に設置されており，操作性に支障

はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話

器（ページング）のうち，使用可能な設備

により，中央制御室及び災害対策本部との

連絡が可能である。 

【現場運転員】 

●移動，弁操作：想定時間 30分，所要時間目安８分 

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室～原 

子炉建物原子炉棟 ２階） 

・弁操作：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉建 

物原子炉棟 ２階） 

 

 

 

ｄ. 操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境 ： 常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ

）及びヘッドライトを配備している。 

操作性  ： 操作スイッチによる操作であり，容易に操作

可能である。 

 

（ｂ）現場操作 

作業環境  : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明

を作業エリアに配備している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。操作は

汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，

個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服

）を着用又は携行して作業を行う。 

移動経路  : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト又は懐中電灯を携

行していることから接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性    : 通常の弁操作であり，容易に実施可能である

。操作対象弁には，暗闇でも識別し易いよう

に反射テープを施している。 

 

 

連絡手段  : 所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電

力保安通信用電話設備，有線式通信設備のう

ち，使用可能な設備により，中央制御室との

連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，閉止

フランジの切替操作は

不要 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室空調換気系バウ

ンダリ内の操作におい

ては防護具着用が不要

であることから個別に

作業の成立性を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，暗闇

における作業性確保の

ため，操作対象弁に反

射テープを施している 
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弁操作作業 

（Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁） 

弁操作作業 

（Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁） 
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添付資料 1.4.3－5 

5．消火系による原子炉圧力容器への注水 

(1)受電操作

a.操作概要

消火系による原子炉圧力容器への注水の系統構成のために

電源を確保する。 

b.作業場所

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域）

c.必要要員数及び時間

消火系による原子炉圧力容器への注水のうち，現場での受

電操作に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :20 分（実績時間:18 分） 

2．消火系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 系統構成

ａ．操作概要 

消火系による原子炉圧力容器への注水が必要な状況に

おいて，タービン建屋1階まで移動するとともに，系統構

成を実施し，ディーゼル駆動消火ポンプにより原子炉圧

力容器へ注水する。 

ｂ．作業場所 

タービン建屋1階（管理区域）

ｃ．必要要員数及び所要時間 

消火系による原子炉圧力容器への注水における，現場

での系統構成に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 

必要要員数：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：56分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は45分以内） 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員）】 

・移動：41分（移動経路：中央制御室からタービン

建屋1階（放射線防護具着用を含む）） 

・系統構成：4分（操作対象1弁：タービン建屋1

階） 

添付資料 1.4.4－3 

3. 消火系による原子炉圧力容器内への注水

（１）消火系による原子炉圧力容器内への注水 

ａ. 操作概要 

消火系による原子炉圧力容器への注水が必要な状況において

，中央制御室操作及び現場操作により系統構成を実施し，補助

消火ポンプ又は消火ポンプにより原子炉圧力容器へ送水する。 

ｂ. 作業場所 

原子炉建物原子炉棟 ２階（管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ. 必要要員数及び想定時間 

消火系による原子炉圧力容器への注水として，最長時間を要

する残留熱除去系（Ｂ）注入配管使用又は残留熱除去系（Ｃ）

注入配管を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のと

おり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２

名） 

想定時間 ：30分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，バイパス流防止操作：想定時間 10分，所要

時間目安３分 

・電源確認：所要時間目安２分（電源確認：中央制御

室） 

・バイパス流防止操作：所要目安時間１分（操作対象

１弁：中央制御室） 

●ポンプ起動，系統構成：想定時間 15分，所要時間目安

５分 

・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安５分（操作対

・資料構成の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は電源確 

保を技術的能力 1.14に 

て整理 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

【東海第二】 

⑧の相違

・体制の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪の相違

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，各要

員の想定時間内訳を記

載 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央制

御室運転員の作業の成

立性を記載  
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d.操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備して

おり，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保

している。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバッ

クアップとして携行している。放射性物質が放出さ

れる可能性があることから，操作は防護具（全面マ

スク，個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行して

作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配

備しており接近可能である。また，ヘッドライト及

び懐中電灯をバックアップとして携帯している。ア

クセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，タイベック）を着用又は携行して作

業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

 

操作性 ：通常の弁操作であり容易に操作可能であ

る。また，操作対象弁は操作性が確保され

象３弁：中央制御室） 

 

【現場運転員】 

●移動，弁操作：想定時間 30分，所要時間目安８分 

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室～原 

子炉建物原子炉棟 ２階） 

・弁操作：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉建 

物原子炉棟 ２階） 

 

 

 

ｄ. 操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境 ： 常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ

）及びヘッドライトを配備している。 

操作性  ： 操作スイッチによる操作であり，容易に操作

可能である。 

 

（ｂ）現場操作 

作業環境  : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明

を作業エリアに配備している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。操作は

汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，

個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服

）を着用又は携行して作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

移動経路  : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト及び懐中電灯を携

行していることから接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性    : 通常の弁操作であり，容易に実施可能である

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

 島根２号炉は，中央制 

御室運転員の作業の成

立性を記載  

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 1.重大事故等対策添

付資料 1.0.13にて炉心

損傷の徴候の有無に応

じて適切な防護具の着

用を判断することとし

ていることから記載を

適正化 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 
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連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な

設備により，中央制御室に連絡する。 

 

 

 

た場所に設置されており，操作性に支障は

ない。 

 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話

器（ページング）のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能であ

る。 

 

 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように

反射テープを施している。 

 

連絡手段  : 所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電

力保安通信用電話設備，有線式通信設備のう

ち，使用可能な設備により，中央制御室との

連絡が可能である。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，暗闇

における作業性確保の

ため，操作対象弁に反

射テープを施している 

弁操作作業 

（Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁） 

弁操作作業 

（Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁） 
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添付資料 1.4.3-2 

 

 

 

2.低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水

/海水） 

(3)可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）による送水準備及び送水 

 

 

 

a.操作概要 

緊急時対策本部は，低圧代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水が必要な状況において，接続口（ホース

接続箇所）及び水源を選定し，送水ルートを決定する。現場

では，指示された送水ルートを確保した上で，可搬型代替注

水ポンプ（A－2 級）により送水する。 

 

 

b.作業場所 

 

 

 

屋外（原子炉建屋周辺，防火水槽周辺，淡水貯水池周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.必要要員数及び時間 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水のう

ち，可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）による送水操作に必要な要

員数，時間は以下のとおり。 

 

 

添付資料 1.4.4 

 

重大事故対策の成立性 

 

1．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

（淡水／海水） 

 (1) 低圧代替注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注

水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水

（淡水／海水） 

 

ａ．操作概要 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水が必要な状況において，外部接続口及び水源を選定

し，取水箇所まで移動するとともに，送水ルートを確保

した後，低圧代替注水系（可搬型）として使用する可搬

型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプに

より発電用原子炉に送水する。 

 

ｂ．作業場所 

 

 

 

屋外（原子炉建屋東側周辺，原子炉建屋西側周辺，常

設代替高圧電源装置置場東側周辺，常設代替高圧電源装

置置場西側周辺，取水箇所（西側淡水貯水設備，代替淡

水貯槽）周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水として，最長時間を要する代替淡水貯槽から低圧炉

心スプレイ系配管による原子炉建屋東側接続口を使用し

た送水に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

 

添付資料 1.4.4－4 

 

 

 

4. 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水（淡水／海水） 

 (1) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水

車による送水準備及び送水 

 

 

ａ. 操作概要 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水が必要な状況において，接続口及び水源を選

定し，取水箇所まで移動するとともに，送水ルートを確

保した後，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車により発電用原子炉に送水する。 

 

 

ｂ. 作業場所 

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧 

原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場 

合】 

屋外（原子炉建物南側周辺，原子炉建物西側周辺，取

水箇所（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

周辺） 

 

   【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使 

用する場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロ 

リズムによる影響がある場合）】 

屋外（タービン建物大物搬入口周辺，取水箇所（輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））周辺），原子

炉建物付属棟 １階（非管理区域） 

 

ｃ. 必要要員数及び想定時間 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水に必要な要員数及び想定時間は以下のとお

り。 

（ａ）低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を使用 

する場合 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，表題

を添付資料 1.4.4－1に

て記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 
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必要要員数:｢防火水槽を水源とした場合｣ 

3 名（緊急時対策要員 3 名） 

｢淡水貯水池を水源とした場合（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合）｣ 

4 名（緊急時対策要員 4 名） 

｢淡水貯水池を水源とした場合（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合）｣ 

6 名（緊急時対策要員 6 名） 

 

想定時間 :｢防火水槽を水源とした場合｣ 

125 分（実績時間なし） 

｢淡水貯水池を水源とした場合（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合）｣ 

140 分（実績時間なし） 

｢淡水貯水池を水源とした場合（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合）｣ 

330 分（実績時間なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要要員数：8名（重大事故等対応要員8名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要時間目安※１：535分以内（所要時間目安のうち，

現場操作に係る時間は535分以内） 

※1：所要時間目安は，模擬によ 

り算定した時間所要時間内 

訳 

 

 

 

所要時間内訳 

【重大事故等対応要員】 

 

・準備：30分（放射線防護具着用を含む） 

・移動：10分（移動経路：南側保管場所から代替淡 

水貯槽周辺） 

・ホース敷設準備：20分※２（対象作業：ホース積込 

み，ホース 

荷卸しを含 

む） 

・系統構成：475分（対象作業：ポンプ設置，ホ

ー・系統構成：475分（対象作業：ポ

ンプ設置，ホース敷設等を含む） 

・送水準備：20分※2：ホース敷設準備は，系統構

成と並行して行うため，所要

時間目安には含まれない。 

 

 

最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリア 

の可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水 

槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間 

は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定時間   ：２時間 10分以内（所要時間目安※ 

１：１時間 41分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬 

により算定した時間 

 

 

 

 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側接続口周辺作

業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35分，所 

要時間目安 32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～ 

第４保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第４保管エリ 

ア） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 

分，所要時間目安 34分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア 

～原子炉建物西側法面） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間 

目安 30分 

（原子炉建 

物西側法 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】

⑪の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，使用

する水源によって対応

する要員の人数は変わ

らない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，使用 

する代替水源，接続口

により対応人数，想定

時間は変わらない 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，各要

員の想定時間内訳を記

載 
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面，原子炉 

建物南側接 

続口周辺） 

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）：想定時間

25分，所要時間目安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～原子炉建物南 

側接続口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉 

建物南側接続口周辺） 

 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）周辺，原子炉建物西側法面周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30分，所

要時間目安 28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～ 

第３保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第３保管エリ 

ア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア 

～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽 

（西２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽 

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目 

                安 37分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯 

水槽（西１）又は輪谷貯水 

槽（西２），原子炉建物西

側法面） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側 

法面～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）周辺） 

●大量送水車起動，原子炉注水開始：想定時間 10分，所要 

 時間目安 10分 

・大量送水車起動，原子炉注水開始：所要時間目安 10分 

（輪谷貯水槽 

（西１）又は輪谷 
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貯水槽（西２）） 

（ｂ）低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を 

使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他のテ 

ロリズムによる影響がある場合） 

最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリア 

の可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水 

槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間 

は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名） 

想定時間   ：３時間 10分以内（所要時間目 

安※１：２時間 46分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬 

により算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物付属棟 １階（非管

理区域）作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35分，所 

要時間目安 32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～ 

第４保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第４保管エリ 

ア） 

●ホース積込み，運搬：想定時間 25分，所要時間目安 25 

           分 

・ホース積込み：所要時間目安 15分（移動経路：第４保 

管エリア～タービン建物大物搬入口） 

・運搬：所要時間目安 10分（移動経路：第４保管エリア 

～タービン建物大 

物搬入口） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時 

間 45分，所 

要時間目安１ 

30分 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間 

目安１時間 

30分（ター 

ビン建物大 

物搬入口～ 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 
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原子炉建物 

付属棟 １ 

階（非管理 

区域）） 

●送水準備（ヘッダ～屋内接続口）：想定時間５分，所

要時間目安時間５分 

・ヘッダ設定，系統構成：所要時間目安５分（原子炉建

物付属棟 １階（非管理区 

域）） 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）周辺，タービン建物大物搬入口周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30分，所

要時間目安 28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～

第３保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第３保管エリ

ア） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 10分，所要時

間目安１時間９分 

・大型ホース展張車移動：所要時間目安５分（移動経

路：第３保管エリア～タービ 

ン建物大物搬入口）

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 64分（タービ

ン建物大物搬入口～輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水 

槽（西２）） 

●大量送水車移動，送水準備：想定時間 20分，所要時間目

安 17分 

・大量送水車移動：所要時間目安４分（移動経路：第３

保管エリア～輪谷貯水槽（西１）又 

は輪谷貯水槽（西２） 

・ハッチ開放，水中ポンプ投入：所要時間目安８分

・吐出ラインホース接続：所要時間目安５分

●大量送水車起動，原子炉注水：想定時間 10分，所要時間

目安４分 

・大量送水車起動，原子炉注水開始：所要時間目安４分
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 d.操作の成立性について 

作業環境:車両の作業用照明・ヘッドライト，懐中電灯及び LED 多

機能ライトにより，夜間における作業性を確保してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，操

作は防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装

備又は携行して作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動経路:車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト，懐中電灯及

び LED 多機能ライトを携帯しており，夜間においても接

近可能である。また，現場への移動は，地震等による重

大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。 

操作性 :可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）からのホースの接続は，

汎用の結合金具（オス・メス）であり，容易に実施可能

である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備は

なく，十分な作業スペースを確保している。 

 

 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設備，衛

星電話設備，無線連絡設備）のうち，使用可能な設備に

より，緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトにより，夜間における作業性を確

保している。また，放射性物質が放出され

る可能性があることから，操作は放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，

ゴム手袋，タイベック）を着用又は携行し

て作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト

及びＬＥＤライトを携帯しており，夜間に

おいても接近可能である。また，アクセス

ルート上に支障となる設備はない。 

 

操作性 ：低圧代替注水系（可搬型）として使用する

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替

注水大型ポンプからのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペース

を確保していることから，容易に実施可能

である。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線連 

絡設備（固定型，携帯型），電力保安通信 

用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末）， 

送受話器（ページング）のうち，使用可能 

な設備により，災害対策本部との連絡が可 

能である。 

 

 

ｄ. 操作の成立性について 

作業環境 : 車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐

中電灯により，夜間における作業性を確

保している。また，放射性物質が放出さ

れる可能性があることから，操作は防護

具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，

ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行

して作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

移動経路 : 車両のヘッドライトのほか，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携帯しており，夜間に

おいても接近可能である。また，アクセ

スルート上に支障となる設備はない。 

 

操作性    : 低圧原子炉代替注水系（可搬型）として

使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり容易に実施可

能である。また，作業エリア周辺には，

支障となる設備は無く，十分な作業スペ

ースを確保している。 

     連絡手段 : 衛星電話設備（固定型，携帯型），無線

通信設備（固定型，携帯型），電力保安

通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設

備により，緊急時対策本部との連絡が可

能である。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

使用する資機材の相

違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，1.重

大事故等対策添付資料

1.0.13にて炉心損傷の

徴候の有無に応じて適

切な防護具の着用を判

断することとしている

ことから記載を適正化 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 使用する資機材の相

違 
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(1)遠隔手動弁操作設備を使用しない場合の系統構成 

a.操作概要 

低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水す

る際の系統構成として MUWC 接続口内側隔離弁(B)又は MUWC 

接続口内側隔離弁(A)を全開するため，管理区域にて遠隔手動

弁操作設備のリンク機構を取り外し，弁操作を実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地上 2 階，地上 1 階（管理区域） 

 

c.必要要員数及び時間 

遠隔手動弁操作設備の取外し及び取外し後の弁操作に必要な要

員数，時間は以下のとおり。 

 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :25 分（実績時間:10 分） 

 

d.操作の成立性について 

 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており

，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している

。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとし

て携帯している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（

全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業を

行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備し

ており接近可能である。また，ヘッドライト及び懐中電

灯をバックアップとして携帯している。アクセスルート

上に支障となる設備はない。 

操作性 :一般工具を使用した簡易な操作であり，容易に実施可能で

ある。操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射

テープを施している。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設備，携

帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な設備により

，中央制御室に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，遠隔

手動操作設備を用いた

現場操作を想定してい

ない 
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 (2)遠隔手動弁操作設備を使用する場合の系統構成 

 

a.操作概要 

低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水す

る際の系統構成として MUWC 接続口内側隔離弁(A)を全開する

ため，非管理区域にて遠隔手動弁操作設備を使用して弁操作

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 系統構成 

 

ａ．操作概要 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水が必要な状況で，中央制御室からの操作により電動

弁を操作できない場合，残留熱除去系Ｃ系配管による原

子炉建屋西側接続口，高所西側接続口又は高所東側接続

口を使用した原子炉圧力容器への注水の場合において

は，原子炉建屋原子炉棟3階及び原子炉建屋原子炉棟4階

まで移動するとともに，現場での人力による操作により

系統構成を実施し，低圧代替注水系（可搬型）として使

用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプにより原子炉圧力容器へ注水する。低圧炉心ス

プレイ系配管による原子炉建屋東側接続口を使用した原

子炉圧力容器への注水の場合は，原子炉建屋原子炉棟3階

まで移動するとともに，現場での人力による操作により

系統構成を実施し，低圧代替注水系（可搬型）として使

用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプにより原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 系統構成 

 

ａ．操作概要 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水が必要な状況において，交流動力電源が確保されている場

合は原子炉建物付属棟 ３階まで移動するとともに，現場での

ＳＡ電源切替盤操作により電源切り替えを実施する。また，中

央制御室からの操作による系統構成を実施し，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）として使用する大量送水車により原子炉圧力

容器に注水する。交流動力電源が喪失しており中央制御室から

の操作により電動弁を操作できない場合，低圧原子炉代替注水

系（可搬型）接続口（南）による原子炉圧力容器への注水の場

合においては，原子炉建物原子炉棟 中１階及び原子炉建物原

子炉棟 １階まで移動するとともに，現場での人力による操作

により系統構成を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）と

して使用する大量送水車により原子炉圧力容器に注水する。低

圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（建物内）による原子炉圧力容器へ

の注水の場合においては，原子炉建物原子炉棟 ２階及び原子

炉建物原子炉棟 １階まで移動するとともに，現場での人力に

よる操作により系統構成を実施し，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）として使用する大量送水車により原子炉圧力容器に注水

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系（可

搬型）を使用するため

の遠隔手動操作設備は

ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 
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b.作業場所 

原子炉建屋 地上 2 階（非管理区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.必要要員数及び時間 

遠隔手動弁操作設備を使用した弁操作に必要な要員数，時

間は以下のとおり。 

 

 

 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

 

 

想定時間 :20 分（実績時間:15 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．作業場所 

【残留熱除去系Ｃ系配管による原子炉建屋西側接続口，

高所西側接続口又は高所東側接続口を使用した原子炉

圧力容器への注水の場合】 

原子炉建屋原子炉棟3階（管理区域）及び原子炉建屋原

子炉棟4階（管理区域） 

【低圧炉心スプレイ系配管による原子炉建屋東側接続口

を使用した原子炉圧力容器への注水の場合】 

原子炉建屋原子炉棟3階（管理区域） 

 

 

 

 

 

 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水として，最長時間を要する代替淡水貯槽から低圧炉

心スプレイ系配管による原子炉建屋東側接続口を使用し

た送水での現場の系統構成に必要な要員数，所要時間は

以下のとおり。 

必要要員数：6名（運転員等（当直運転員及び重大事故

等対応要員）6名） 

 

所要時間目安：535分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は70分以内） 

 

 

 

 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）】 

・移動：46分（移動経路：中央制御室から原子炉建

屋原子炉棟3階（放射線防護具着用を含

む）） 

・系統構成：24分（操作対象3弁：原子炉建屋原子 

炉棟3階） 

 

 

ｂ．作業場所 

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）による原子炉圧 

力容器への注水の場合】 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

原子炉建物原子炉棟 中１階（管理区域） 

原子炉建物原子炉棟 １階（管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉 

代替注水系（可搬型）接続口（建物内）による原子炉圧力容器 

への注水の場合】 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

原子炉建物原子炉棟 ２階（管理区域） 

原子炉建物原子炉棟 １階（管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水として，最長時間を要する残留熱除去系Ａ系配管を使用し

た注水での中央制御室操作又は中央制御室操作及び現場操作に

よるＳＡ電源切替盤操作及び系統構成に必要な要員数，想定時

間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転 

員２名） 

 

想定時間   ：｢交流動力電源が確保されている場合｣ 

25分以内（所要時間目安※２：12分） 

｢全交流動力電源が喪失している場合｣ 

50分以内（所要時間目安※２：26分） 

※２：所要時間目安は，実機による検証及び

模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

「交流動力電源が確保されている場合」 

●電源確認，系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４ 

分 

・電源確認，系統構成：所要時間目安４分（操作対２ 

弁：中央制御室） 

「全交流動力電源が喪失している場合」 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，各要

員の想定時間内訳を記

載 
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d.操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備してお

り，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保してい

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップと

して携帯している。放射性物質が放出される可能性があ

ることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，

ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，タイベック）を着用又は携行して作

業を行う。 

・電源確認：所要時間目安１分（電源確認：中央制御 

室） 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

「交流動力電源が確保されている場合」 

●移動，ＳＡ電源切替操作（Ａ系）：想定時間 20分，所 

要時間目安８分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室～ 

原子炉建物付属棟 ３階） 

         ・ＳＡ電源切替操作（Ａ系）：所要時間目安３分（電 

源切替操作：原子炉建 

物付属棟 ３階） 

「全交流動力電源が喪失している場合」 

●移動，系統構成：想定時間 50分，所要時間目安 26分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：中央制御室～ 

原子炉建物原子炉棟 中１階） 

・系統構成：所要時間目安 14分（操作対象１弁：原子 

炉建物原子炉棟 中１階） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：原子炉建物原 

子炉棟 中１階～原子炉建物原子炉棟 １ 

階） 

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象１弁：原子 

炉建物原子棟 １階） 

 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライ

ト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ラ

ンタンタイプ）及びヘッドライトを配

備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易

に操作可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内

蔵型照明を作業エリアに配備してい

る。また，ヘッドライト又は懐中電灯

を携行している。操作は汚染の可能性

を考慮し防護具(全面マスク，個人線

量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

使用する資機材の相

違 

 

・記載表現の相違 
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移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備し

ており接近可能である。また，ヘッドライト及び懐中電

灯をバックアップとして携帯している。アクセスルート

上に支障となる設備はない。 

 

操作性 :一般工具を使用した簡易な操作であり，容易に実施可能で

ある。操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射

テープを施している。 

 

 

 

 

 

 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設備，携

帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

 

 

操作性 ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につ 

いては，操作に工具等は必要とせず，手動 

弁と同様な操作であるため，容易に実施可 

能である。また，設置未完のため，設置工 

事完了後，操作性について検証する。 

 

 

 

 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話 

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話 

器（ページング）のうち，使用可能な設備 

により，中央制御室との連絡が可能であ 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服)を着用又は携行して作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上

に配備していること，ヘッドライト又

は懐中電灯を携行していることから接

近可能である。また，アクセスルート

上に支障となる設備はない。 

操作性  : 電源切り替え操作については，通常

の受電操作であるため，容易に実施可

能である。電動弁の手動ハンドルによ

る現場操作については，操作に工具等

は必要とせず，手動弁と同様な操作で

あるため，容易に実施可能である。操

作対象弁には，暗闇でも識別し易いよ

うに反射テープを施している。 

 

連絡手段 : 所内通信連絡設備（警報装置を含

む。），電力保安通信用電話設備，有

線式通信設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能で

ある。 

 

 

系統構成 

 

 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 1.重大事故等対策添

付資料 1.0.13にて炉心

損傷の徴候の有無に応

じて適切な防護具の着

用を判断することとし

ていることから記載を

適正化 

・設備の相違 

【東海第二】 

使用する資機材の相

違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉は，操作

に工具は不要 

【東海第二】 

 島根２号炉は設備設

置済み 

島根２号炉は，暗闇

における作業性確保の

ため，操作対象弁に反

射テープを施している 
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添付資料 1.4.3－7 

7.残留熱除去系注入配管使用による原子炉圧力容器への注水（全交

流動力電源喪失時） 

(1)系統構成

a.操作概要

全交流動力電源喪失時において，低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水が行えるよう，手動にて

復水補給水系原子炉建屋復水積算計バイパス弁を全閉（復水

補給水系バイパス流防止措置），残留熱除去系注入弁及び残

留熱除去系洗浄水弁を全開し，系統構成を実施する。 

b.作業場所

原子炉建屋 地上 1 階（管理区域） 

原子炉建屋 地下 2 階（管理区域） 

c.必要要員数及び時間

低圧代替注水系（可搬型）による残留熱除去系注入配管を

使用した原子炉圧力容器への注水のうち，現場での系統構成

に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :「残留熱除去系(A)注入配管使用の場合」 

135 分（実績時間:92 分） 

※：残留熱除去系注入弁(A)は耐火材設置工事中

のため，耐火材取外し作業を覗いた実績時間を

示す。 

「残留熱除去系(B)注入配管使用の場合」 

85 分（実績時間:82 分） 

「残留熱除去系(C)注入配管使用の場合」 

85 分（実績時間:82 分） 

d.操作の成立性について

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備してお

り，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアッ

プとして携帯している。操作は汚染の可能性を考慮し

防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備

して作業を行う。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，残留

熱除去系配管使用によ

る原子炉圧力容器への

注水（全交流動力電源

喪失時）の成立性を

1.4.4－4にて記載 
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移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備

しており接近可能である。また，ヘッドライト及び懐

中電灯をバックアップとして携帯している。アクセス

ルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。操作対象

弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

残留熱除去系注入弁(A)を現場で手動操作する際は耐火

材を取り外す必要があるが，取外し作業に特殊な工具

は不要であり，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設備，

携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4-239



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  添付資料 1.4.4－5 

 

5. 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容 

器への注水 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の中央制御室

からの原子炉圧力容器への注水 

 

ａ．操作概要 

残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容

器への注水が必要な状況において，中央制御室操作により系統

構成を実施し，残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の中央制御室か

らの原子炉圧力容器への注水に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：10分以内（所要時間目安※１：６分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分 

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室） 

●ポンプ起動，注水操作：想定時間５分，所要時間目安３分 

・ポンプ起動，注水操作：所要時間目安３分（操作対象１ 

弁：中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実

施可能である。 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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  添付資料 1.4.4－6 

 

6. 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

(1) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の中央制御室からの原子炉

圧力容器への注水 

 

ａ．操作概要 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水が

必要な状況において，中央制御室操作により系統構成を実施し

，低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後の中央制御室からの原子炉圧

力容器への注水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：10分以内（所要時間目安※１：６分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分 

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室） 

●ポンプ起動，注水操作：想定時間５分，所要時間目安３分 

・ポンプ起動，注水操作：所要時間目安３分（操作対象１ 

弁：中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実

施可能である。 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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4．原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(1) 系統構成

ａ．操作概要 

原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱が

必要な状況において，原子炉建屋原子炉棟3階及び原子炉

建屋原子炉棟4階まで移動するとともに，系統構成を実施

し，原子炉冷却材浄化系により原子炉除熱する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟3階（管理区域）及び原子炉建屋原

子炉棟4階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱に

おける，現場での系統構成に必要な要員数，所要時間は

以下のとおり。 

必要要員数：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：202分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は200分以内） 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員）】 

・移動：86分（移動経路：中央制御室から原子炉建

添付資料 1.4.4－7 

7. 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

（１）系統構成 

ａ. 操作概要 

原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱が必要な状況に

おいて，中央制御室及び現場操作により系統構成を実施し，原

子炉浄化補助ポンプを起動して発電用原子炉の除熱を実施する

。 

ｂ. 作業場所 

原子炉建物原子炉棟 ３階（管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ. 必要要員数及び想定時間 

原子炉浄化系起動に必要な要員数，想定時間は以下のとおり

。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：70分以内（所要時間目安※１：40分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室）

●状態確認，系統構成：想定時間 20分，所要時間目安 11分

・状態確認，系統構成：所要時間目安 11分（操作対象９

弁：中央制御室） 

●原子炉浄化補助ポンプ起動：想定時間 10分，所要時間目

安３分 

・原子炉浄化補助ポンプ起動：所要時間目安３分（補助ポ

ンプ起動：中央制御室）

●除熱操作：想定時間 35分，所要時間目安 23分

・除熱操作：所要時間目安 23分（操作対象３弁：中央制

御室） 

【現場運転員】 

●移動，系統構成：想定時間 25分，所要時間目安 11分

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

 東海第二は，現場操

作の場所について記載 

・体制及び運用の相違

【東海第二】 

⑪の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

　島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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屋付属棟1階（放射線防護具着用を含

む）） 

39分（移動経路：原子炉建屋付属棟1階か

ら原子炉建屋原子炉棟4階） 

・原子炉保護系復旧：19分

・系統構成：36分（操作対象2弁：原子炉建屋原子

炉棟3階（対象作業：起動前準備，運

転状況確認等を含む）） 

・除熱開始準備操作：20分（操作対象1弁：原子炉

建屋原子炉棟4階） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，タイベック）を着用又は携行して作

業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。

操作性 ：通常の弁操作及び受電操作であり容易に操

作可能である。また，操作対象弁及び操作

・移動：所要時間目安８分（移動経路：中央制御室～原

子炉建物原子炉棟 ３階） 

・系統構成：所要時間目安３分（操作対象１弁：原子炉

建物原子炉棟 ３階） 

ｄ. 操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境 ： 常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ

）及びヘッドライトを配備している。 

操作性  ： 操作スイッチによる操作であり，容易に操作

可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境  : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明

を作業エリアに配備している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。操作は

汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，

個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服

）を着用又は携行して作業を行う。 

移動経路  : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト及び懐中電灯を携

行していることから接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性   : 通常の弁操作であり，容易に実施可能である

。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載  

・設備の相違

使用する資機材の相

違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

1.重大事故等対策添

付資料 1.0.13にて炉心

損傷の徴候の有無に応

じて適切な防護具の着

用を判断することとし

ていることから記載を

適正化 

・設備の相違

使用する資機材の相

違 
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盤は操作性が確保された場所に設置されて

おり，操作性に支障はない。 

 

 

 

 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話 

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話 

器（ページング）のうち，使用可能な設備 

により，中央制御室との連絡が可能であ 

る。 

 

 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように 

反射テープを施している。 

 

 

 

 

連絡手段  : 所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電

力保安通信用電話設備，有線式通信設備のう

ち，使用可能な設備により，中央制御室との

連絡が可能である。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，暗闇

における作業性確保の

ため，操作対象弁に反

射テープを施している 
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添付資料 1.4.3－6 

 

6．残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉

からの除熱 

 

 

 

 

 

a.操作概要 

残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードにて発電用原子

炉からの除熱を実施するため，残留熱除去系の原子炉停止

時冷却モードの現場での系統構成及びそれに必要な電源開

放操作を実施する。 

 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 3 階（管理区域） 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

 

c.必要要員数及び時間 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原

子炉からの除熱のうち，現場での系統構成及び電源開放操作

に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:4 名（現場運転員 4 名） 

 

 

想定時間 :系統構成 15 分（実績時間:14 分） 

電源開放 15 分（実績時間:12 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後の発電用原

子炉からの除熱（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）によ

る発電用原子炉からの除熱も同様） 

(1) 系統構成 

 

 

 

ａ．操作概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後の発

電用原子炉からの除熱が必要な状況において，原子炉建

屋原子炉棟地下2階まで移動するとともに，系統構成を実

施し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）により原子

炉除熱する。 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地下2階（管理区域） 

 

 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後の発

電用原子炉からの除熱における，現場での系統構成に必

要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：4名（運転員等（当直運転員）2名，重大

事故等対応要員2名） 

 

所要時間目安：147分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は105分以内） 

 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）】 

【原子炉保護系復旧】 

・移動：86分（移動経路：中央制御室から原子炉建

屋付属棟1階（放射線防護具着用を含

む）） 

・原子炉保護系復旧：19分 

 

 

添付資料 1.4.4－8 

 

8. 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電 

用原子炉からの除熱（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー 

ド）による発電用原子炉からの除熱も同様） 

(1)  残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉

からの除熱 

 

ａ．操作概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電

用原子炉からの除熱が必要な状況において，中央制御室操作及

び現場操作により系統構成及びそれに必要な電源開放操作を実

施し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用

原子炉の除熱を実施する。 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）起動に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２

名） 

 

想定時間  ：35分以内（所要時間目安※１：19分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分 

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室） 

●系統構成：想定時間 20分，所要時間目安 11分 

・系統構成：所要時間目安 11分（操作対象７弁：中央制 

御室） 

●ポンプ起動，注水開始：想定時間 10分，所要時間目安５ 

 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，系統

構成に必要な電源操作

について記載 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，各要

員の想定時間内訳を記

載 

【東海第二】  

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載  
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d.操作の成立性について

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備して

おり，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保

している。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバッ

クアップとして携行している。非管理区域における

操作は放射性物質が放出される可能性があることか

ら，防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）

を装備又は携行して作業を行う。管理区域において

は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋）を装備して作業を行う。 

【運転員等（重大事故等対応要員）】 

【残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）系統構成】 

・移動：42分※１（移動経路：原子炉建屋付属棟1階

から原子炉建屋原子炉棟地下2階） 

・系統構成：3分※１操作対象1弁：原子炉建屋原子炉

棟地下2階） 

※1：移動及び系統構成は並行して行うため，所

要時間目安には含まれない。 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，タイベック）を着用又は携行して作

業を行う。 

・ポンプ起動，注水開始：所要時間目安５分（操作対象２

弁：中央制御室） 

【現場運転員】 

●移動，電源開放操作：想定時間 20分，所要時間目安５分

・移動  ：所要時間目安４分（移動経路：中央制御室～

原子炉建物付属棟 ２階） 

・電源開放操作：所要時間目安１分（電源ロック操作：原

子炉建物付属棟 ２階） 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実

施可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を

作業エリアに配備している。また，ヘッドライ

ト又は懐中電灯を携行している。操作は汚染の

可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を着用又

は携行して作業を行う。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載  

・設備の相違

【東海第二】 

使用する資機材の相

違 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

1.重大事故等対策添

付資料 1.0.13にて炉心

損傷の徴候の有無に応

じて適切な防護具の着

用を判断することとし

ていることから記載を

適正化 

【柏崎 6/7】 

 防護具の装備につい

て管理区域と非管理区

域を分けて記載 
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移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配

備しており接近可能である。また，ヘッドライト及

び懐中電灯をバックアップとして携帯している。ア

クセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。操作

対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープ

を施している。電源開放操作においても通常操作で

あるため，容易に実施可能である。 

 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な

設備により，中央制御室に連絡する。 

 

 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

 

操作性 ：通常の弁操作及び受電操作であり容易に操

作可能である。また，操作対象弁及び操作

盤は操作性が確保された場所に設置されて

おり，操作性に支障はない。 

 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話 

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話 

器（ページング）のうち，使用可能な設備 

により，中央制御室との連絡が可能であ 

る。 

 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備して

いること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行し

ていることから接近可能である。また，アクセ

スルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 通常の電源開放操作であり，容易に実施可能で

ある。 

 

 

 

連絡手段 : 所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力

保安通信用電話設備，有線式通信設備のうち，

使用可能な設備より，中央制御室との連絡が可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源開放操作 
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添付資料 1.4.4－9 

9. 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への

注水 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水 

ａ．操作概要 

残留熱除去系が健全な場合であって原子炉圧力容器への注水

が必要な状況において，中央制御室操作により残留熱除去系（

低圧注水モード）を起動し，原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの残留熱除去系（低圧注水モード）起動に必

要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：２分以内（所要時間目安※１：２分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●注水操作開始：想定時間２分，所要時間目安２分

・注水操作開始：所要時間目安２分（注水操作開始：中央制

御室） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実

施可能である。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載  
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添付資料 1.4.4－10 

10. 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

(1) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

ａ．操作概要 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合であって原子炉圧力容器へ

の注水が必要な状況において，中央制御室操作により低圧炉心

スプレイ系を起動し，原子炉圧力容器への注水を実施する。

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの低圧炉心スプレイ系起動に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：２分以内（所要時間目安※１：２分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●注水操作開始：想定時間２分，所要時間目安２分

・注水操作開始：所要時間目安２分（注水操作開始：中央

制御室） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実

施可能である。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載  

1.4-249



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 1.4.3-3 

3.残留熱除去系(C)注入配管使用による原子炉圧力容器への注水

(1)現場での系統構成

a.操作概要

低圧代替注水系（常設）等による注水が行えるよう，手動にて

残留熱除去系注入弁(C)及び残留熱除去系洗浄水弁(C)を全開し，

系統構成を実施する。 

b.作業場所

原子炉建屋 地上 1 階（管理区域） 

c.必要要員数及び時間

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水（残留

熱除去系(C)注入配管使用）のうち，現場での系統構成に必要な

要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :40 分（実績時間:37 分） 

d.操作の成立性について

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備してお

り，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアッ

プとして携帯している。操作は汚染の可能性を考慮し

防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備

して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配び

懐中電灯をバックアップとして携帯している。アクセ

スルート上に支障となる設備はない。

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。操作対象

弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設備，

携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室に連絡する。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7と同様な現

場操作が必要な残留熱

除去系Ｂ系及びＣ系を

使用する復水輸送系，

消火系による原子炉圧

力容器への注水の成立

性を添付資料 1.4.4－

2，3にて記載 
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添付資料 1.4.3－4 

4.高圧炉心注水系(C)注入配管使用による原子炉圧力容器への注水

(1)現場での系統構成，注水操作

a.操作概要

低圧代替注水系（常設）等による注水が行えるよう，手動

にて高圧炉心注水系注入弁(C)及び高圧炉心注水系洗浄用補給

水止め弁(C)を全開し，系統構成及び注水操作を実施する。 

b.作業場所

原子炉建屋 地上 1 階（管理区域） 

c.必要要員数及び時間

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水の

うち，現場での系統構成及び注水操作に必要な要員数，時間

は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :30 分（実績時間:26 分） 

d.操作の成立性について

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備してお

り，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアッ

プとして携帯している。操作は汚染の可能性を考慮し

防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備

して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備

しており接近可能である。また，ヘッドライト及び懐

中電灯をバックアップとして携帯している。アクセス

ルート上に支障となる設備はない。

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。操作対象

弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設備，

携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室に連絡する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 
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添付資料 1.4.3－8 

8.高圧炉心注水系注入配管使用による原子炉圧力容器への注水（全

交流動力電源喪失時） 

(1)系統構成 

a.操作概要 

全交流動力電源喪失時において，低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水が行えるよう，手動にて

復水補給水系原子炉建屋復水積算計バイパス弁を全閉（復水

補給水系バイパス流防止措置），高圧炉心注水系注入弁及び

高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁を全開し，系統構成を実

施する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地上 1 階（管理区域） 

原子炉建屋 地下 2 階（管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

低圧代替注水系（可搬型）による高圧炉心注水系注入配管

を使用した原子炉圧力容器への注水のうち，現場での系統構

成に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :75 分（実績時間:66 分） 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備してお

り，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアッ

プとして携帯している。操作は汚染の可能性を考慮し

防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備

して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備

しており接近可能である。また，ヘッドライト及び懐

中電灯をバックアップとして携帯している。アクセス

ルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。操作対象

弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設備，

携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室に連絡する。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，配管

構成の相違による注水

経路の相違のため，高

圧炉心注水系配管を使

用しない 
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添付資料 1.4.5 

炉心損傷及び原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方

について 

添付資料 1.4.5 

炉心損傷，原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方につい

て 

島根原子力発電所２号炉では，炉心損傷が生じた場合あるいは

事象が進展し，原子炉圧力容器(以下「ＲＰＶ」という。)破損に

至った場合の緊急時対策本部による対応をアクシデントマネジメ

ントガイド(以下「ＡＭＧ」という。)に，運転員による対応を，

事故時操作要領書(シビアアクシデント)(以下「ＳＯＰ」とい

う。)に定めている。このため，有効性評価における炉心損傷後

の重大事故時の運転員の対応はＳＯＰに従ったものとなってい

る。 

ＳＯＰには，炉心損傷後の状況に応じた対応が可能となるよう

対応フローを定めており，対応の優先順位等についても定めてい

る。このため，想定される状況に対して網羅的に対応可能な手順

になっていると考えるが，ここでは，炉心損傷後の原子炉格納容

器内の状況を場合分けし，それらについてＳＯＰによる対応が可

能であることを確認する。ＳＯＰの対応フローを第１図に示す。

また，原子炉格納容器の構造図を第２図に示す。 

１．各炉心損傷モードへの対応の網羅性 

炉心損傷モードのうち，格納容器先行破損の炉心損傷モード

※１を除くと，ＴＱＵＶ，ＴＱＵＸ，ＴＢ（長期ＴＢ，ＴＢ

Ｕ，ＴＢＤ，ＴＢＰ），ＬＯＣＡが抽出される。 

このうち，ＴＱＵＶ，ＴＱＵＸ，ＴＢ（長期ＴＢ，ＴＢＵ，

ＴＢＤ，ＴＢＰ）は，炉心損傷の時点でＲＰＶが健全であり，

ＲＰＶ内の原子炉冷却材はＳＲＶを通じてサプレッション・チ

ェンバ（以下「Ｓ／Ｃ」という。）に放出されている点で，炉

心損傷の時点でのＲＰＶの健全性及び原子炉格納容器の原子炉

冷却材の状況が同じ炉心損傷モードである。ＴＱＵＶ，ＴＢＰ

は炉心損傷の時点でＲＰＶ内が減圧されていることに対し，Ｔ

ＱＵＸ，長期ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＤでは炉心損傷の時点でＲＰ

Ｖ内が減圧されていないが，ＳＯＰにおいて，原子炉水位が燃

料棒有効長底部より燃料棒有効長の 20%高い位置でＲＰＶを減

圧する手順としていることから，その後は同じ対応となる。 

一方ＬＯＣＡ（ＬＯＣＡ後の注水失敗による炉心損傷）は，

炉心損傷の時点でＲＰＶバウンダリ機能を喪失しており，ＲＰ

Ｖ内の原子炉冷却材がドライウェル（以下「Ｄ／Ｗ」という）

に直接放出される炉心損傷モードである。このため，炉心損傷

時点での原子炉格納容器の圧力，温度等のパラメータには他の

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は炉心損
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炉心損傷後における重大事故等対処設備による注水や除熱の

考え方を以下に示す。 

 

1. 期待する重大事故等対処設備について 

非常用炉心冷却系等の注水機能が喪失し炉心損傷に至った場

合，重大事故等対処設備である低圧代替注水系（常設），代替

格納容器スプレイ冷却系（常設），格納容器下部注水系（常

設）及び代替循環冷却系の機能に期待し，炉心損傷の進展防止

及び格納容器破損防止を図る手順としている。これらの系統の

主な特徴を第 1表に示す。 

 

炉心損傷モードとの違いが生じるが，各々のパラメータに応じ

た運転操作がＳＯＰに定められており，対応は可能である。 

※１ 格納容器先行破損の炉心損傷モードによって炉心損傷 

に至った場合，炉心損傷の時点で原子炉格納容器が破 

損していることから，ＳＯＰに想定する対応の可否に 

ついての不確かさが大きいと考え，ここでの考察から 

除外した。しかしながら，現実的にはＳＯＰ に準じ， 

注水及び除熱を試みるものと考えられる。 

また，ＬＯＣＡが発生し，Ｄ／Ｗに放出された原子炉冷却材

はペデスタルに流入し，ペデスタルに水位が形成されると考え

られる。 

炉心損傷後の手順として，ＲＰＶの破損及びペデスタルへの

溶融炉心落下に備えたペデスタルへの注水を定めており，ペデ

スタルの水位が 2.4m（注水量 225 m3）に到達していることを

確認した後，ペデスタル注水を停止する。先述のとおり，ＬＯ

ＣＡの場合にはあらかじめ水位が形成されている可能性が考え

られるものの，どの炉心損傷モードを経た場合であってもペデ

スタル水位計にて水位 2.4mを確認した後，ペデスタルへの注

水を停止する。 

溶融炉心落下時のペデスタルの水位は，原子炉圧力容器外の

溶融燃料－冷却材相互作用（以下「炉外ＦＣＩ」という。）及

び溶融炉心・コンクリート相互作用（以下「ＭＣＣＩ」とい

う。）への対応を考慮し，2.4m相当としている。しかしなが

ら，仮にペデスタル水位が 2.4mより高い場合であっても，炉

外ＦＣＩやＭＣＣＩによる原子炉格納容器の機能維持に問題な

いことを確認※２している。 

以上より，いずれの炉心損傷モードを経た場合についてもＳ

ＯＰによって炉心損傷後の対応をとることが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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第 1表 注水及び除熱手段の特徴（重大事故等対処設備） 

 

常設低圧代替注水系ポンプを用いた系統は，補機系を持たな

い独立した系統であり事故後早期に使用可能であるが，代替淡

水貯槽を水源としており格納容器内へ外部から水を持ち込むた

め，継続して使用するとサプレッション・プール水位が上昇

し，格納容器圧力逃がし装置による格納容器除熱（以下「格納

容器ベント」という。）の実施時期を早めることとなる※。 

 

一方，代替循環冷却系は補機系の起動を要するため，常設低

圧代替注水系ポンプを用いた系統に比べて起動に時間を要する

が，サプレッション・チェンバを水源としており外部からの水

の持ち込みは生じない。 

上記の特徴を踏まえ，事象発生初期の原子炉への注水は常設

低圧代替注水系ポンプを用いた系統を使用することとし，その

後，外部からの水の持ち込みを抑制し，サプレッション・プー

ル水位の上昇抑制による格納容器ベントの遅延を図り，可能な

限り外部への影響を軽減するため，代替循環冷却系が使用可能

となった段階で代替循環冷却系に切り替える手順とする。ただ

し，代替循環冷却系の運転時において，格納容器圧力・温度の

上昇により追加の格納容器の冷却が必要な場合には，一時的に

常設低圧代替注水系ポンプを用いた系統を使用する手順とす

る。 

※：格納容器圧力逃がし装置におけるサプレッション・チェ

ンバ側のベント配管の水没を防止する観点から，サプ

レッション・プール水位が通常水位＋6.5m に到達した

時点で，外部水源による水の持ち込みを制限した上

で，格納容器ベントを実施する手順としている。 

 

2. 炉心損傷及び原子炉圧力容器破損前後の注水及び除熱の考え

方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．注水及び除熱の考え方 

炉心損傷後の注水及び除熱の考え方については，ＲＰＶの破

損の有無で大別している。 

まず，ＲＰＶの破損に至る前の段階においては，ＲＰＶ内の

炉心の状況によらずＲＰＶへの注水を優先する手順としてい

る。 
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(1) 常設低圧代替注水系ポンプを用いた系統

ａ．炉心損傷後の対応について 

炉心損傷を判断した後は，補機系が不要であり短時間

で注水が可能な低圧代替注水系（常設）により原子炉へ

注水する手順としている。また，原子炉注水ができない

場合においても，注水手段の確保に努めることとしてい

る。したがって，炉心損傷前後ともに原子炉注水を実施

する対応方針に違いはないが，事象進展の違いによって

以下の異なる手順となる。 

①ＬＯＣＡ時に炉心が損傷した場合は，ヒートアップ

した炉心へ原子炉注水を実施することにより，炉内

で発生する過熱蒸気がドライウェルに直接放出され

ドライウェル圧力及び雰囲気温度が急上昇する。そ

こで，格納容器の健全性を確保するために，ＬＯＣ

Ａの判断（ドライウェル圧力 13.7kPa［gage］以

上）及び炉心損傷の判断（ドライウェル又はサプレ

ッション・チェンバ内のガンマ線線量率が，設計基

準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍以上）により，

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水操作と代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器

冷却操作（ドライウェルスプレイ）を同時に実施す

る。この場合，原子炉注水により過熱蒸気が発生す

ることから，先行して代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による格納容器冷却操作（ドライウェルス

プレイ）を実施し，その後，低圧代替注水系（常

設）による原子炉注水操作を実施することで，ドラ

イウェルスプレイを実施している状態で原子炉へ注

水する手順とする。 

②ＬＯＣＡ時に炉心が損傷して原子炉注水が実施でき

ない場合は，いずれは溶融炉心の炉心下部プレナム

への移行に伴う原子炉圧力容器下部プレナム水との

接触による発生蒸気がドライウェルに放出され，ド

ライウェル圧力及び雰囲気温度が急上昇することを

踏まえて，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

よる格納容器冷却操作（ドライウェルスプレイ）を

実施する手順とする。ただし，実際の操作として

は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格

納容器冷却操作（ドライウェルスプレイ）を実施後

に低圧代替注水系（常設）による原子炉注水操作を

の破損に至る前の段階

においては，RPV内の

炉心の状況によらず原

子炉注水を優先する手

順としている。東海第

二では，炉心損傷後の

対応について，事象進

展の違いにより対応が

異なることから，その

対応手順について記載

している 
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実施することから，炉心損傷の判断後にドライウェ

ルスプレイをする手順は①と同様である。

ｂ．原子炉圧力容器破損前の対応について 

③通常運転時からペデスタル（ドライウェル部）水位

を約 1m に維持する構造としているが，炉心損傷判断

後は，原子炉圧力容器破損時の溶融炉心の冷却を考

慮し，ペデスタル（ドライウェル部）水位を確実に

約 1m 確保するために格納容器下部注水系（常設）に

よるペデスタル（ドライウェル部）水位の確保操作

を実施する手順とする。 

ｃ．原子炉圧力容器破損後短期の対応について 

④原子炉圧力容器破損を検知した後は，溶融炉心とペ

デスタル（ドライウェル部）に存在する水との相互

作用により，ドライウェル圧力及び雰囲気温度が急

上昇するため，原子炉圧力容器破損を判断した場合

は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格

納容器冷却操作（ドライウェルスプレイ）を実施す

る手順とする。 

⑤ドライウェルスプレイを開始した後は，ペデスタル

（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却維持

のため，格納容器下部注水系（常設）によるペデス

タル（ドライウェル部）注水操作を実施する手順と

する。 

その後，ＲＰＶを破損させることなく原子炉水位を安定させ

ることに成功した場合はＲＰＶへの注水及び必要に応じて原子

炉格納容器からの除熱を並行して実施する手順としている。た

だし，ＲＰＶ下鏡温度が 300 ℃に到達し，ＲＰＶ下部プレナ

ムへの溶融炉心の落下が想定される場合はＲＰＶへの注水と並

行してペデスタルへの注水(水位 2.4m(注水量 225 m3))を実施

する手順としている。 

※２ 島根原子力発電所２号炉 重大事故等対策の有効性評

価について「3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷

却材相互作用 添付資料 3.3.3 ペデスタルへの水張

り実施の適切性」参照。ペデスタルの水位が高い方

が物理現象発生時の原子炉格納容器への負荷が高く

なると考えられる炉外 FCIについて，溶融炉心がペ

デスタルに落下する前に，ペデスタルにペデスタル

開口部下端位置までの高さ（約 3.8m）の水位が形成

されているものとした。これ以上の水位を形成させ

るためには，ドライウェル床面全面を満たしながら

上昇させる必要があることから，仮にペデスタル注

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，事故

時に原子炉圧力容器破

損の徴候によりペデス

タルに水張りをする運

用としている。東海第

二では，通常運転時か

らペデスタル（ドライ

ウェル部）に約１mの

水プールを形成してい

る 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉圧力容器破損判断に

て格納容器スプレイに

よる格納容器冷却を実

施する手順としていな

い 
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ｄ．本系統の停止及び一時的な運転について 

⑥本系統は外部水源を用いた手段であり，本系統の運

転継続によりサプレッション・プール水位が上昇す

る。そこで，格納容器ベントを遅延させる観点か

ら，本系統による原子炉注水操作や格納容器冷却操

作（ドライウェルスプレイ）を停止し，代替循環冷

却系による格納容器除熱操作を実施する。 

⑦ただし，代替循環冷却系による格納容器除熱操作を

実施する状態において格納容器圧力及び雰囲気温度

が上昇する場合には，代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による格納容器冷却操作（ドライウェルス

プレイ）を一時的に実施する手順とする。 

(2) 代替循環冷却系 

⑧代替循環冷却系は残留熱除去系海水系又は緊急用海

水を入れすぎたとしても開口部下端位置以上の水位

となることは考えにくい。また，ここでは現実的な

溶融炉心の落下様態を想定した条件を適用して評価

した場合，ペデスタルの内側鋼板の最大応力は 14MPa

であり，ペデスタルの内側鋼板の降伏応力

（490MPa）を十分に下回っており，格納容器破損に

至る恐れはないことを確認している。ペデスタルの

水位上昇の要因がＬＯＣＡに起因する原子炉冷却材

であった場合，サブクール度は低くなり炉外 FCI発

生可能性そのものを小さくするとともに，発生した

場合でも発生する最大応力は小さくなるものと考え

る。 

 

次に，ＲＰＶが破損した後は，ペデスタルに崩壊熱に余裕を

みた量の注水を実施する手順としている。ＳＯＰ及びＡＭＧに

定めるＲＰＶ破損の判定方法に基づきＲＰＶの破損を判定した

後は，ペデスタルに直接崩壊熱に余裕をみた量の注水を実施す

ることとしており，その注水量はペデスタル水位及び原子炉格

納容器外の流量計にて確認する手順としている。なお，本流量

計の先にあるペデスタル以外への分岐配管については，逆止弁

または常時閉の手動弁があり，他系統へ流入することなく，確

実にペデスタルへの注水量を確認できる設備構成となってい

る。また，原子炉格納容器からの除熱が必要な場合はペデスタ

ルへの注水と原子炉格納容器からの除熱とを並行して実施する

手順としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 
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水系等の補機系の起動後に期待できる系統であり，

運転開始までに一定の時間を要するが，内部水源で

あるため本系統の運転継続によりサプレッション・

プール水位は上昇しない。したがって，起動が可能

となった時点で本系統を運転開始する手順とし，サ

プレッション・プール水位の上昇を抑制しつつ，原

子炉注水操作や格納容器冷却操作（ドライウェルス

プレイ）を実施することで，損傷炉心の冷却や格納

容器の冷却及び除熱を実施することとする。 

3. 各事象の対応の流れについて

炉心損傷に至る事象としては，起因事象がＬＯＣＡの場合と

過渡事象の場合で事象進展が異なることが考えられる。また，

初期に原子炉注水に成功する場合と成功しない場合において

も，事象進展が異なることが考えられる。以上の事象進展の違

いを踏まえ，事故対応の流れを第 1図に示す。 

しかしながら，ＲＰＶが破損した後は，ＲＰＶ内の溶融炉心

の状態，ＲＰＶ破損口の状態，ペデスタルへの溶融炉心の落下

量，格納容器圧力及び温度等，原子炉格納容器内の状態の不確

かさが大きく，また，注水又は除熱を実施可能な設備が限定さ

れ，注水又は除熱に使用できる流量が不足する場合を想定する

と，重大事故時に確実なアクシデントマネジメントを実施でき

るよう，注水及び除熱の優先順位を明確化しておく必要があ

る。このため，ＳＯＰ及びＡＭＧではＲＰＶ破損判定後の運転

操作の優先順位を次の様に定めている。 

優先順位１：Ｄ／Ｗスプレイ 

・開始条件：格納容器圧力 640kPa（1.5Pd）以上又は格納容

器温度 190℃以上 

・停止条件：格納容器圧力 588kPa以下又は格納容器温度

171℃以下 

・流量：120m3/h

優先順位２：ペデスタル注水 

・流量：崩壊熱に余裕をみた量（スクラム後～５時間：

60m3/h，５～10時間：55m3/h，10～20時間：35m3/h，20

時間～40時間：30m3/h，40時間～80時間：20m3/h，80時

間～120時間：15m3/h，120時間以降：12m3/h）で注水 

優先順位３：ＲＰＶ破損後のＲＰＶへの注水 

・流量：15m3/h（Ｓ／Ｃ水源でＥＣＣＳを運転できる場合は

全量注水） 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ＲＰ

Ｖが破損した後の注水

及び除熱の運転操作に

ついて，どの炉心損傷

モードを経た場合であ

っても同じ優先順位で

実施する 

1.4-261



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

これらは可能な限り並行して実施すべきものであるが，中で

も格納容器スプレイを優先する理由は，格納容器スプレイを開

始する状況は格納容器過圧又は過温破損の防止及び早期の格納

容器ベントを抑制するための運転操作が必要な状況であり，こ

れに即応する必要があるためである。Ｄ／ＷスプレイとＳ／Ｃ

スプレイでは，より広い空間にスプレイすること等により，原

子炉格納容器の圧力及び温度の抑制効果が高いと考えられるＤ

／Ｗスプレイを実施することとしている。また，Ｄ／Ｗにスプ

レイを実施することで格納容器下部へ冷却材が流入するため，

格納容器下部の溶融炉心の冷却にも期待できる。 

ペデスタルへの注水については，ＲＰＶ破損前の注水により

ペデスタル内には約 70m3(スクラム後５～10時間後の崩壊熱に

換算すると約２時間分)の冷却材が確保されていること及びＤ

／Ｗスプレイした冷却材がＤ／Ｗ床面からペデスタルへ流入す

ることにも期待できることを考慮し，Ｄ／Ｗスプレイに次ぐ優

先順位としている。 

ＲＰＶ破損後のＲＰＶへの注水には，ＲＰＶ内に残存する溶

融炉心の冷却及びＲＰＶ破損口から原子炉冷却材が流出するこ

とによるペデスタルに堆積している溶融炉心の冷却にも期待で

きると考えられるが，ＲＰＶ破損口からの原子炉冷却材の流出

の状況を確実に把握することは困難なことから，ペデスタル注

水に必要な流量を確保した後の優先順位としている。 

しかしながら，ＲＰＶが破損した後の注水及び除熱の優先順

位については，今後の検討結果により，前述の優先順位は変わ

りうるものと考えている。 

Ｄ／Ｗスプレイまたは注水により，Ｓ／Ｃ水位が通常水位＋

約 1.3mに到達する時点でスプレイを停止し，格納容器ベント

を実施する。ベント開始後は，崩壊熱に余裕をみた量の注水を

継続し，ペデスタルの溶融炉心の冷却を継続する。 

以上のとおり，原子炉格納容器内の状態の不確かさを考慮し

ても，ＳＯＰによって確実なアクシデントマネジメントを実施

することが可能である。 
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4. 長期安定停止に向けた対応について

長期安定停止に向けて格納容器圧力及び温度を低下させるこ

とを目的として，残留熱除去系，代替循環冷却系による格納容

器除熱を実施し，格納容器の健全性を維持する。 

また，炉心損傷後は水の放射線分解により格納容器内で水素

及び酸素が発生するため，水素燃焼を防止する観点から，格納

容器圧力逃がし装置による格納容器除熱操作（以下「格納容器

ベント」という。）を実施する。 

(1) 事故後長期にわたる格納容器の健全性について

有効性評価における格納容器温度・圧力の判断基準（評

価項目）は 200℃，2Pd と設定しており，200℃，2Pd の状態

が継続することを考慮した評価が必要な部位はシール部で

ある。このため，シール部については，200℃，2Pd の状態

が 7 日間（168 時間）継続した場合でもシール機能に影響が

ないことを確認することで，限界温度・圧力における格納

容器閉じ込め機能の健全性を示している。 

ここでは，200℃，2Pd を適用可能な 7 日間（168 時間）

以降においても，有効性評価で得られている厳しい条件を

考慮し，格納容器の閉じ込め機能を示す。 

また，上記に加えて，7 日間（168 時間）以降の累積放射

線照射量についても，格納容器の閉じ込め機能に影響がな

いことを確認する。 

(2) 7日間（168時間）以降の圧力，温度の条件

7 日間（168 時間）以降において，格納容器圧力が最も高

くなるのは，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧・過温破損）」において代替循環冷却系を使用する

場合のシーケンス及び「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」で想定されるシーケンスである。これらのシー

ケンスは，格納容器内酸素濃度が 4.0vol％（ドライ条件）

に到達した時点で，格納容器内酸素濃度上昇による格納容

器ベントを遅延するため，310kPa[gage]までサプレッショ

ン・チェンバへの窒素注入を行う手順としており，第 1 表

で示すとおり，7 日間（168 時間）以降の格納容器圧力は最

大で 310kPa[gage]となる。代表的に，「雰囲気圧力・温度

による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において代

替循環冷却系を使用する場合のシーケンスにおける格納容

器圧力の推移を第 1図に示す。 

3. 長期安定停止に向けた対応について

長期安定停止に向けて格納容器圧力及び温度を低下させるこ

とを目的として，残留熱除去系及び残留熱代替除去系による格

納容器除熱を実施し，格納容器の健全性を維持する。 

また，炉心損傷後は水の放射線分解により格納容器内で水素

ガス及び酸素ガスが発生するため，水素燃焼を防止する観点か

ら，格納容器フィルタベント系による格納容器除熱操作（以下

「格納容器ベント」という。）を実施する。 

(1) 事故後長期にわたる格納容器の健全性について

有効性評価における原子炉格納容器限界温度・圧力は

200℃，２Pdと設定しており，200℃，２Pdについて時間経過

を考慮した評価が必要な部位はシール部と考えている。このた

め，シール部については 200℃，２Pdの状態が７日間（168時

間）継続した場合でもシール機能に影響ないことを確認するこ

とで限界温度・圧力における原子炉格納容器閉じ込め機能の健

全性を示している。 

ここでは，200℃，２Pdを適用可能な７日間（168時間）以

降においても，有効性評価で得られている厳しい条件を考慮

し，格納容器の閉じ込め機能を示す。 

また，上記に加えて，７日間（168時間）以降の累積放射線

照射量についても，原子炉格納容器の閉じ込め機能に影響がな

いことを確認する。 

７日間（168時間）以降において，格納容器圧力が最も高く

なるのは，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損）」において残留熱代替除去系を使用する場合の

シーケンス及び「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」

で想定されるシーケンスである。これらのシーケンスは，残留

熱代替除去系による格納容器除熱を開始した時点で，格納容器

内酸素濃度上昇による格納容器ベントを遅延するため，

427kPa[gage]までサプレッション・チェンバへの窒素注入を行

う手順としており，第１表で示すとおり，７日間（168時間）

以降の格納容器圧力は最大で 427kPa[gage]となる。代表的

に，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」において残留熱代替除去系を使用する場合のシーケン

スにおける格納容器圧力の推移を第３図に示す。

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，酸素

ガスの濃度により窒素

を注入するのではな

く，残留熱代替除去系

による格納容器除熱開

始後に注入することと

している 

・炉型の違い

【東海第二】
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第 1図 格納容器圧力 

（「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・ 

過温破損）」において代替循環冷却系を使用する場合） 

7 日間（168 時間）以降の格納容器雰囲気温度が最も高く

なるのは，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）」において代替循環冷却系を使用できな

い場合のシーケンスである。このシーケンスの格納容器雰

囲気温度の推移を第 2 図に示すが，7 日間（168 時間）時点

で 150℃未満であり，その後の格納容器雰囲気温度は崩壊熱

の減衰によって低下傾向となるため，第 1 表で示すとおり 7

日間（168 時間）以降は 150℃を下回る。また，格納容器バ

ウンダリにかかる温度（壁面温度※）についても，事象発

生後 3.9 時間後に生じる最高値は 157℃であるが，7 日間以

降は 150℃を下回る。 

※：評価に用いているＭＡＡＰコードは，FP 沈着に伴う

発熱を考慮したものとなっている。格納容器内の FP

挙動については，原子力安全基盤機構（JNES）の

「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及

び FP挙動解析」において，FPのほとんどが原子炉キ

ャビティ内の床や壁表面にとどまり，格納容器全体

に飛散することがないことが確認されており，健全

性が維持されたシール部等の貫通部への局所的な FP

沈着は発生しにくく，ＭＡＡＰコードによる壁面温

度の結果は妥当と考える。 

第３図 原子炉格納容器圧力の推移（「雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において残留熱代替除去

系を使用する場合） 

７日間（168時間）以降の格納容器雰囲気温度が最も高くな

るのは，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）」において残留熱代替除去系を使用できない場合の

シーケンスである。このシーケンスの格納容器雰囲気温度の推

移を第４図に示すが，７日間（168時間）時点で 150℃未満で

あり，その後の格納容器雰囲気温度は崩壊熱の減衰によって低

下傾向となるため，７日間（168時間）以降は 150℃を下回

る。また，格納容器バウンダリにかかる温度（壁面温度※）に

ついても，事象発生後約 10時間後に生じる最高値は約 181℃

であるが，７日間以降は 150℃を下回る。 

※：評価に用いているＭＡＡＰコードは，ＦＰ沈着に伴う

発熱を考慮したものとなっている。格納容器内のＦＰ

挙動については，原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）の

「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及び

ＦＰ挙動解析」において，ＦＰのほとんどが原子炉キ

ャビティ内の床や壁表面にとどまり，格納容器全体に

飛散することがないことが確認されており，健全性が

維持されたシール部等の貫通部への局所的なＦＰ沈着

は発生しにくく，ＭＡＡＰコードによる壁面温度の結

果は妥当と考える。 

最高使用圧力の相違 

・解析結果の相違

【東海第二】 

・解析結果の相違

【東海第二】
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第 2図 格納容器雰囲気温度 

（「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・ 

過温破損）」において代替循環冷却系を使用できない場合） 

第 1表 事故発生後の経過時間と 

格納容器圧力・温度，累積放射線照射量の関係 

第４図 原子炉格納容器温度の推移（「雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において残留熱代替除去

系を使用しない場合） 

第１表 事故発生後の経過時間と原子炉格納容器圧力・温度の 

関係 

・解析結果の相違

【東海第二】 

・炉型の違い

【東海第二】 

東海第二（Mark-Ⅱ）

と島根２号炉（Mark-Ⅰ

改 ）の最高使用圧力の

相違 
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(3) 7 日間（168 時間）以降の格納容器圧力と閉じ込め機能の

関係について 

時間経過により，格納容器の健全性に影響を及ぼす部位

はシール部のシール材である。シール部の機能維持は，第 3

図の模式図に示すとおり，格納容器内圧力の上昇に伴うフ

ランジ部の過渡的な開口挙動に対し，シール材料の復元量

が十分に確保されていることをもって確認している。つま

り，格納容器温度によるシール材の熱劣化を考慮しても，

圧縮永久ひずみ試験結果によりシール材の復元量が十分で

あれば，シール部の機能は健全である。長期のケースとし

て，有効性評価シナリオにおいて 168 時間時の格納容器圧

力が高い代替循環冷却系運転ケースを評価しても，格納容

器圧力は約 0.31MPa であり開口量は小さい（第 2 表参

照）。なお，復元量の具体的な評価は，格納容器温度に関

係することから 3.2で示す。 

第 3図 シール部の機能維持確認の模式図 

第 2表 格納容器圧力と開口量の関係 

ａ．長期（168時間以降）の原子炉格納容器圧力と閉じ込め

機能の関係について 

時間経過により健全性に影響を及ぼす部位はシール材

である。シール部の機能維持は，第５図の模式図に示す

通り，原子炉格納容器圧力の上昇に伴うフランジ部の過

渡的な開口挙動に対し，シール材料の復元量が十分に確

保されていることをもって確認している。つまり，原子

炉格納容器温度によるシール材の熱劣化を考慮しても，

圧縮永久ひずみ試験結果によりシール材の復元量が十分

であれば，シール部の機能は健全である。長期のケース

として，有効性評価シナリオにおいて 168h時の原子炉格

納容器圧力が高い残留熱代替除去系運転ケースを評価し

ても，原子炉格納容器圧力は約 0.3MPaであり開口量は小

さい（第２表参照）。 

第５図 シール部の機能維持確認の模式図 

第２表 原子炉格納容器圧力と開口量の関係 

・解析結果の相違

【東海第二】
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(4) 7 日間（168 時間）以降の格納容器温度と閉じ込め機能の

関係について 

格納容器温度の上昇に伴う，時間経過によるシール材の

長期的（格納容器温度が 150℃を下回る状況）な影響を調査

する。ここでは，トップヘッドフランジや機器搬入用ハッ

チ等に使用されている改良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，

168 時間以降の温度・時間とシール材料の劣化挙動を確認す

るため，シール材の基礎特性試験を実施した。試験結果を

第 3表に示す。 

第 3表 改良ＥＰＤＭ製シール材の基礎特性データの経時変化 

第 3 表に示すように，168 時間以降，150℃の環境下におい

ては，改良ＥＰＤＭ製シール材の基礎特性データにはほとんど

変化はなく，経時劣化の兆候は見られない。したがって，重大

事故後 168 時間以降における格納容器の温度を 150℃と設定し

た場合でも，シール部の機能は十分維持される。なお，ＥＰＤ

Ｍ材は一般特性としての耐温度性は 150℃であり，第 3 表の結

果は改良ＥＰＤＭ製シール材が 200℃条件を 7 日間経験して

も，一般特性としての耐熱温度まで低下すれば，それ以降は有

意な劣化傾向は見られないことを示していると考える。また，

第 3 表の結果から圧縮永久ひずみ   時の改良ＥＰＤＭ製シ

ール材復元量とフランジ開口量のイメージを第 4 図に示してお

り，第 2表で示す 168時間以降の格納容器圧力に対しても十分

追従可能な復元量を維持していることも確認できる。 

ｂ．長期（168時間以降）の原子炉格納容器温度と閉じ込め

機能の関係について 

原子炉格納容器温度の上昇に伴う，時間経過によるシ

ール材の長期的（150℃を下回る状況）な影響を調査す

る。ここでは，ドライウェル主フランジや機器搬入口等

に使用されている改良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，168

時間以降の温度・時間とシール材料の劣化挙動を確認す

るため，シール材の基礎特性試験を実施した。試験結果

を第３表に示す。 

第３表 改良ＥＰＤＭ製シール材の基礎特性データの経時変化 

第３表に示すように，168時間以降，150℃の環境下に

おいては，改良ＥＰＤＭ製の基礎特性データには殆ど変

化はなく，経時劣化の兆候は見られない。したがって，

SA後 168時間以降における原子炉格納容器の温度を

150℃と設定した場合でも，シール部の機能は十分維持さ

れる。なお，ＥＰＤＭは一般特性としての耐温度性は

150℃であり，第３表の結果は改良ＥＰＤＭ製シール材が

200℃条件を７日間経験しても，一般特性としての耐熱温

度まで低下すれば，それ以降は有意な劣化傾向は見られ

ないことを示していると考えている。また，第３表の結

果から圧縮永久ひずみ率は 時の改良ＥＰＤＭ製シー

ル材復元量とフランジ開口量のイメージを第６図に示し

ており，第２表で示す 168時間以降の原子炉格納容器圧

力に対しても十分追従可能な復元量を維持していること

も確認できる。 
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第 4図 圧縮永久ひずみ  時のシール材復元量と 

フランジ開口量

第６図 圧縮永久ひずみ  時のシール材復元量とフランジ開

口量 
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 (5) 7 日間（168 時間）以降の格納容器の閉じ込め機能につい

て 

(2)で示したように有効性評価結果からも，7 日間（168

時間）以降は格納容器温度が改良ＥＰＤＭ製シール材の一

般特性としての耐熱温度である 150℃を下回ることが判って

いる。また，格納容器圧力についてもベント操作の有無に

関わらず圧力は低下しており，開口量は 2Pd 時と比較して

も小さいことが確認できている。なお，代替循環冷却系を

使用するシーケンスの場合，中長期的には，水の放射線分

解によって生じる水素と酸素が格納容器圧力の上昇に寄与

するが，酸素濃度がドライ条件で 4.3vol％に到達した場合

にはベントを実施することとしていることから，格納容器

圧力は 1Pdから数十 kPaまでの上昇にとどまる。 

 

よって，格納容器温度・圧力が評価項目（200℃・2Pd）

にて 7 日間経験してもシール材が問題ないことを確認する

ことで，長期の格納容器閉じ込め機能を確保できる。 

 

 

7 日間（168 時間）以降の格納容器の閉じ込め機能につい

ては，格納容器圧力・温度は低下していること，及び代替

循環冷却系を使用するシーケンスにおける中長期的な水の

放射線分解に伴う水素と酸素の発生の寄与も大きくないこ

とから，最初の 7 日間（168 時間）に対して 200℃・2Pd を

超えないよう管理することで，長期的な格納容器閉じ込め

機能は維持される。ただし，事故環境が継続することによ

り，熱劣化等の閉じ込め機能低下要因が存在することも踏

まえ，長期的なプラントマネジメントの目安として，7 日間

（168 時間）以降の領域においては，格納容器温度について

は第 5 図に示すとおり 150℃を超えない範囲で，また，格納

容器圧力については第 6 図に示すとおり 1Pd 程度（1Pd＋数

十 kPa※）以下でプラント状態を運用する。 

※：酸素濃度をドライ換算で 4.3vol％以下とする運用の

範囲 

 

＜時間を踏まえた限界温度・圧力の考え方＞ 

 

有効性評価結果からも，７日間（168時間）以降は原子炉格納

容器温度がＥＰＤＭの一般特性としての耐熱温度である 150℃を

下回ることが判っている。また，原子炉格納容器圧力についても

１Pd到達時に窒素注入を停止した以降，圧力は低下しており，

開口量は限界圧力時と比較しても小さいことが確認できている。

なお，残留熱代替除去系を使用するシーケンスの場合，中長期的

には，水の放射線分解によって生じる水素と酸素が格納容器圧力

の上昇に寄与するが，酸素濃度がドライ条件で 4.4vol％に到達

した場合にはベントを実施することとしていることから，格納容

器圧力は１Pdから数十 kPa までの上昇にとどまる。 

 

 

よって，当社としては，限界温度・圧力（200℃・２Pd）が 7

日間経験してもシール材が問題ないことを確認することで，長期

の原子炉格納容器閉じ込め機能を確保できると考えている。 

 

＜168時間以降の考え方＞ 

前述の結果を踏まえ，168時間以降については，原子炉格納容

器温度・圧力は低下していること，及び残留熱代替除去系を使用

するシーケンスにおける中長期的な水の放射線分解に伴う水素と

酸素の発生寄与も大きくないことから，最初の 168時間に対して

限界温度・圧力を超えないよう管理することで，長期的な格納容

器閉じ込め機能は維持されると考えている。ただし，事故環境が

継続することにより，熱劣化等の閉じ込め機能低下要因が存在す

ることも踏まえ，長期的なプラントマネジメントの目安として，

168時間以降の領域においては原子炉格納容器温度が 150℃を超

えない範囲で，また，原子炉格納容器圧力については１Pd程度

（１Pd＋数十 kPa※）以下でプラント状態を運用する。 

 

 

※酸素濃度をドライ換算で 4.4vol％以下とする運用の範囲 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，７日

間以降においても１Pd

到達までは原子炉格納

容器圧力が低下してい

ない 

・運用の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 
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第 5図 格納容器温度の 168時間以降の考え方 

第 6図 格納容器圧力の 168時間以降の考え方 

第７図 原子炉格納容器圧力の 168時間以降の考え方 

第８図 原子炉格納容器温度の 168時間以降の考え方 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は第 6図に

記載 

・資料構成の相違

【東海第二】 

　島根２号炉は第７図

に記載 
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(6) 7 日間（168 時間）以降の放射線照射量と閉じ込め機能の

関係について 

時間経過によるシール材の長期的な影響を調査する。こ

こでは，トップヘッドフランジや機器搬入用ハッチ等に使

用されている改良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，168 時間以

降の累積放射線照射量・時間とシール材料の劣化挙動を確

認するため，シール材の基礎特性試験を実施した。試験結

果を第 4 表に示す。累積放射線照射量による影響は，試験

結果より，有意な変化がないことから，7 日間以降のシール

機能は，維持できる。 

第 4表 改良ＥＰＤＭ製シール材の累積放射線照射量とひずみ率

の関係 

＜7日間（168時間）以降の放射線照射量と閉じ込め機能の関

係について＞ 

時間経過によるシール材の長期的な影響を調査する。ここで

は，ドライウェル主フランジや機器搬入口等に使用されている改

良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，168時間以降の累積放射線照射

量・時間とシール材料の劣化挙動を確認するため，シール材の基

礎特性試験を実施した。試験結果を第４表に示す。累積放射線照

射量による影響は，試験結果より，有意な変化がないことから，

7日間以降のシール機能は，維持できる。 

第４表 改良ＥＰＤＭ製シール材の累積放射線照射量とひずみ

率の関係 
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(7) 格納容器内の酸素濃度上昇抑制のための対応

炉心損傷後は水の放射線分解により格納容器内で酸素が

発生するため，水素燃焼を防止する観点から,酸素濃度

4.3vol％（ドライ条件）到達で格納容器ベントを実施する

ことで，可燃性ガスを排出する手順としている。一方で，

環境への影響を考慮すると，格納容器ベントを可能な限り

遅延する必要があるため，格納容器ベントの実施基準であ

る酸素濃度 4.3vol％の到達時間を遅らせる目的から，可搬

型窒素供給装置による格納容器内への窒素注入操作（以下

「窒素注入」という。）を実施することとしている。ここ

では，有効性評価の事象進展を参照し，窒素注入及び格納

容器ベントに係る判断基準の妥当性について示す。 

ａ．窒素注入の判断基準と作業時間について 

窒素注入に係る判断基準は以下のとおり設定してい

る。 

(a)窒素供給装置の起動準備操作の開始基準：酸素濃度

3.5vol％ 

(b)窒素注入の開始基準 ：酸素濃度

4.0vol％ 

「3.4 水素燃焼」において，水の放射線分解における水

素及び酸素のＧ値を設計基準事故対処設備である可燃性

ガス濃度制御系の性能を評価する際に用いている値によ

り感度解析を実施しており，水素及び酸素濃度の上昇が

早い感度解析においても，第 5 表のとおり，可搬型窒素

供給装置の起動準備時間が約 6 時間（約 360 分）確保で

きるため，起動準備時間の 180 分に対して十分余裕があ

ることが確認できる。 

・運用の相違

【東海第二】 

　島根２号炉は，酸素

濃度基準ではなく，残

留熱除去系等による原

子炉格納容器内の除熱

を開始した場合に，窒

素ガス供給を行う 
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第 5表 設計基準事故のＧ値を用いた場合の評価結果 

ｂ．窒素注入及び格納容器ベントの実施基準について 

窒素注入及び格納容器ベントに係る実施基準，実施基

準の設定根拠を第 6 表に示す。操作時間や水素濃度及び

酸素濃度監視設備の計装誤差（約 0.6vol％）を考慮して

も，可燃限界領域（酸素濃度 5.0vol％以上）に到達する

ことなく，窒素注入及び格納容器ベントが実施可能であ

る。 

第 6表 窒素注入及び格納容器ベントの実施基準について 
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 添付資料1.4.6 

常設低圧代替注水系ポンプの機能確保の妥当性について 

 

1．常設低圧代替注水系ポンプの機能 

  常設低圧代替注水系ポンプは以下の 5 つの機能に期待してい

る。 

・原子炉水位を維持し炉心損傷の防止及び炉心損傷の進展

を防止するための低圧代替注水機能 

・格納容器の過圧・過温破損防止のための代替格納容器ス

プレイ機能 

・格納容器内での溶融炉心の冷却のためのペデスタル（ド

ライウェル部）注水機能 

・格納容器のトップヘッドフランジ部からの漏えいを抑制

するための格納容器頂部注水機能 

・使用済燃料プール水位を維持し燃料損傷を防止するため

の代替使用済燃料プール注水機能 

 

2．常設低圧代替注水系ポンプの機能確保について 

(1) 単一の機能に期待する場合 

   常設低圧代替注水系ポンプは，各注水先の最大流量を包絡

する注水量を確保できる設計としている。 

   常設低圧代替注水系ポンプにより注水する際の系統構成

は，中央制御室からの遠隔操作により行い，現場操作は不要

である。また，各注水先へ注水する際の操作の相違点は，開

操作する弁の違いのみであり，各弁の操作も中央制御室から

の遠隔操作が可能であることから，困難な操作はない。 

   このように，常設低圧代替注水系ポンプの単一の機能の確

保については問題ないと考えられる。 

(2) 複数の機能に期待する場合 

   常設低圧代替注水系ポンプは，複数個所への同時注水を想

定したものとなっており，想定する同時注水の組合せで必要

流量が確保できる設計としている。また，想定する同時注水

の組合せで，重大事故等による影響の緩和が可能であること

を有効性評価にて示している。 

①原子炉注水と格納容器スプレイ 

   大破断ＬＯＣＡが発生し，非常用炉心冷却系からの注水に

失敗した場合，低圧代替注水系（常設）による原子炉注水と

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却を

同時に実施する。この場合の最大流量の組合せは，原子炉注

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水ポンプ

による同時注水は実施

しない 
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水 230m３／h，格納容器スプレイ 130m３／h であるが，この条

件で炉心の冷却並びに格納容器圧力及び雰囲気温度の上昇を

抑制できることを有効性評価で確認するとともに，この流量

が確保できる設計としている。なお，上記以外の同時注水に

ついては，原子炉へは崩壊熱相当での注水となるため，上記

注水流量を超えることはない。 

  ②原子炉注水とペデスタル（ドライウェル部）注水 

   大破断ＬＯＣＡが発生し非常用炉心冷却系からの注水に失

敗し，低圧代替注水系（常設）による原子炉注水及び代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却に成功し

た場合，原子炉水位Ｌ０到達後に格納容器冷却を停止し，原

子炉注水とペデスタル（ドライウェル部）の水張りを実施す

る。この場合の最大流量の組合せは，原子炉注水として崩壊

熱相当の流量，ペデスタル（ドライウェル部）の水張りとし

て 80m３／h であるが，この条件で炉心の冷却及びペデスタル

（ドライウェル部）の必要水位を確保できることを有効性評

価にて確認するとともに，この流量が確保できる設計として

いる。 

③格納容器スプレイとペデスタル（ドライウェル部）注水 

   原子炉注水に失敗し，原子炉圧力容器が破損する場合，格

納容器スプレイとペデスタル（ドライウェル部）への注水を

同時に実施する。この場合の最大流量の組合せは，格納容器

スプレイ 300m３／h，ペデスタル（ドライウェル部）注水 80m

３／h であるが，この条件で格納容器圧力及び雰囲気温度の

上昇の抑制並びにペデスタル（ドライウェル部）に落下した

溶融炉心の冷却等ができることを有効性評価で確認するとと

もに，この流量を確保できる設計としている。 

  ④その他注水先の組合せ 

   その他の組合せとして，格納容器頂部又は使用済燃料プー

ルへの注水が重畳することも考えられる。これら注水先へ

は，間欠的に注水を行い一定量の水位を維持するため，①，

②及び③の最大流量の注水等と異なるタイミング又は系統の

余力で注水等を行うため，対応が可能である。 

   また，複数の注水先に注水するための操作については，各

注水先へ注水するための操作に必要な時間を考慮した有効性

評価により，炉心冷却や溶融炉心の冷却等ができることを確

認している。 

   以上より，常設低圧代替注水系ポンプの複数の機能の確保

についても問題ないと考えられる。 
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3．常設低圧代替注水系ポンプの機能の冗長性について 

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水については，原子

炉隔離時冷却系，高圧代替注水系及び代替循環冷却系を用いた

手段に加え，アクセスルートの確保を確認した後であれば低圧

代替注水系（可搬型）によって機能を補うことも可能である。

また，格納容器スプレイについては，代替循環冷却系及び代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型），ペデスタル（ドライウェ

ル部）注水については格納容器下部注水系（可搬型），格納容

器頂部注水については格納容器頂部注水系（可搬型），使用済

燃料プール注水については可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬

型代替注水中型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）によって機能を補うことも可能である。このように，常設

低圧代替注水系ポンプの各機能については冗長性を持たせるこ

とで機能強化を図っている。 
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 別添 1 

 

常設低圧代替注水系ポンプ，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプを使用した同時注水について 

 

常設低圧代替注水系ポンプ，可搬型代替注水中型ポンプ及び可

搬型代替注水大型ポンプを使用した注水については，原子炉，原

子炉格納容器，ペデスタル（ドライウェル部），原子炉格納容器

頂部及び使用済燃料プールを注水先として設計する。このため，

重大事故等時において，複数の注水先に対して同時に必要流量を

注水できるよう設計する。なお，各注水先への注水は弁の開操作

のみで実施可能であるため，必要箇所への注水を継続しつつ，注

水先を追加することが可能である。 

有効性評価で考慮する同時注水パターンを第 1表及び第 2表に

示す。 

また，有効性評価における事象進展ごとの常設低圧代替注水系

ポンプ，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プによる注水先の組み合わせケースを第 3表から第 7表に示す。 

 

 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の大量送

水車による同時注水の

設計方針については，

47条補足説明資料「47-

6容量設定根拠」にて記

載 
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 第 1表 有効性評価で考慮する常設低圧代替注水系ポンプを使用

した同時注水ケース 

 

 

第 2表 有効性評価で考慮する可搬型代替注水中型ポンプ又は 

  可搬型代替注水大型ポンプを使用した同時注水 

ケース 
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第
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 添付資料 1.4.7 

原子炉圧力容器の破損判断について 

 

 炉心損傷後に原子炉へ注水されない場合，溶融炉心が原子炉

圧力容器（以下「ＲＰＶ」という。）の炉心下部プレナムに落

下（リロケーション）し，その後ＲＰＶが破損することとなる

が，リロケーション後のＲＰＶ破損のタイミングには不確かさ

が存在する。ＲＰＶ破損後は，ペデスタル（ドライウェル部）

に溶融炉心が落下することにより，ペデスタル（ドライウェル

部）水への伝熱による蒸発及び水蒸気発生に伴う格納容器の圧

力上昇が発生することから，格納容器スプレイ及びペデスタル

（ドライウェル部）注水を実施するために，ＲＰＶ破損を速や

かに判断する必要がある。 

このため，ＲＰＶ破損前に，事象の進展に応じて生じる物理

現象（原子炉水位低下，リロケーション）を検知できる【破損

徴候パラメータ】によって，ＲＰＶ破損の徴候を検知し，徴候

を検知した以降のＲＰＶ破損に至るまでの間はＲＰＶ破損を検

知可能なパラメータ【破損判断パラメータ】を継続的に監視す

ることによって，ＲＰＶ破損の速やかな判断が可能となるよう

にする。 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 
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第 58条で重大事故等対処設備とする温度計の検出位置は代表

性を考慮してＲＰＶ上部，中部，下鏡部及びボトムスカート上部

各々1箇所としている。 

炉心損傷が進み損傷炉心が溶融すると，炉心下部プレナムへ溶

融炉心が移行する。その後，溶融炉心が下部プレナムの構造物を

溶融し，炉心支持板の上にある溶融炉心が全て下部プレナムに落

下するとともに，下鏡部の温度が上昇し，いずれはＲＰＶ破損に

至る。このようにＲＰＶ破損前には，下部プレナムに全量の溶融

炉心が落下することを考慮すると，ＲＰＶ破損の徴候を検知する

には下鏡部の 1つの温度計で十分と考えられるが，東海第二発電

所では高さ方向及び径方向ともに位置的に分散された 2箇所の温

度計を重大事故等対処設備とし，ＲＰＶ破損徴候の検知性の向上

を図っている。 

第 1図 ＲＰＶ温度計検出位置 
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添付資料1.4.8 

運転停止中の原子炉の事故時における現場作業員の退避について 

1. はじめに

運転停止中の原子炉における事故の発生時，運転員は，現場

作業員の退避が完了したことを確認し，逃がし安全弁の開操作

を開始する。このため，現場作業員の退避に係る教育状況，及

び退避開始から退避完了確認までの流れを踏まえ，退避に要す

る時間の見積もりを行った。 

2. 現場作業員への退避に係る教育状況

発電所構内で作業を実施する現場作業員に対しては，以下の

ように退避に係る教育を実施しており，事故時における退避指

示への対応等について周知徹底している。 

＜教育内容＞ 

・送受話器（ページング）等による退避指示への対応につい

て 

・管理区域への入退域方法について

＜教育の実施時期＞ 

・発電所への入所時

3. 事故発生後における退避開始から退避完了確認までの流れ

事故発生後，現場作業員は発電長の送受話器（ページング）

による退避指示により，現場からの退避（管理区域からの退域

をもって現場からの退避完了とする。）を行う。また，現場作

業員全員の退避完了確認は，以下の 2 つの手段で行う。 

・個人線量計を管理している出入監視員（管理区域の入退域

ゲートの境界に常駐）は，個人線量計の貸出状況により全

現場作業員が管理区域内から退域していることを確認し，

災害対策本部に連絡する。

・各作業グループの作業責任者又は監理員は，現場作業員の

点呼により自グループの全員が退避していることを確認

し，作業担当部門に連絡する。作業担当部門の担当者は，

自部門が担当している全ての作業グループが退避している

ことを確認して災害対策本部に連絡し，災害対策本部は全

作業グループが退避していることを確認する。

なお，現場作業員は，2名以上の作業グループで作業を実

添付資料 1.4.6 

運転停止中の原子炉の事故時における現場作業員の退避について 

1. はじめに

運転停止中の原子炉における事故の発生時，運転員は，現場

作業員の退避が完了したことを確認し，逃がし安全弁の開操作

を開始する。このため，現場作業員の退避に係る教育状況，及

び退避開始から退避完了確認までの流れを踏まえ，退避に要す

る時間の見積もりを行った。 

2. 現場作業員への退避に係る教育状況

発電所構内で作業を実施する現場作業員に対しては，以下の

ように退避に係る教育を実施しており，事故時における退避指

示への対応等について周知徹底している。 

＜教育内容＞ 

・所内通信連絡設備（警報装置を含む。）等による退避指示

への対応について 

・管理区域への入退域方法について

＜教育の実施時期＞ 

・発電所への入所時

3. 事故発生後における退避開始から退避完了確認までの流れ

事故発生後，現場作業員は当直長の所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）による退避指示により，現場からの退避（管理

区域からの退域をもって現場からの退避完了とする。）を行

う。また，現場作業員全員の退避完了確認は，以下の2つの手段

で行う。 

・個人線量計を管理している出入監視員（管理区域の出入管理

室に常駐）は，個人線量計の貸出状況により全現場作業員が 

管理区域内から退域していることを確認し，緊急時対策本部 

に連絡する。 

・各作業グループの作業責任者又は監理員は，現場作業員の点

呼により自グループの全員が退避していることを確認し，

各協力会社責任者に連絡する。各協力会社責任者は，担当

している全ての作業グループが退避していることを確認し

て緊急時対策本部に連絡し，緊急時対策本部は全作業グル

ープが退避していることを確認する。 

なお，現場作業員は，２名以上の作業グループで作業を実施 

・記載表現の相違

【柏崎6/7】 

 島根２号炉は， 運

転・停止中の原子炉の

事故等における現場作

業員の退避について記

載 
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施するため，退避時に負傷者が発生した場合においても， 

周囲の現場作業員からの救助により退避可能である。 

4. 現場作業員の退避時間

現場作業員の退避時間及びその内訳を第 1表に示す。①～③

は，いずれも多数の作業ステップからなる項目であるが，その

うち，②におけるＥＰＤゲートの通過が退避時間において律速

となる。また，以下の実績から算出した退避時間に滞在人数等

の不確かさを考慮し，現場作業員は 1 時間で退避完了すると見

積もった。 

◎ＥＰＤゲートの通過人数：26人／分（第 24回施設定期検

査実績） 

◎管理区域におけるピーク滞在人数：1,020人（第 24回施

設定期検査実績）

→1,020人 ÷ 26人／分 ＝ 40分 → 1 時間

第 1表 現場作業員の退避時間内訳 

5. 現場作業員の退避に係る環境影響評価

（1）被ばく評価 

現場作業員の退避は 1時間以内に完了するため，現場作業

員が過度な被ばくを受ける状況は想定し難いものと考える。 

（2）雰囲気温度評価 

雰囲気温度が高い作業場所である格納容器内においても，

退避完了までに有意な温度上昇は見られず，現場作業員の退

避に影響はない。 

するため，退避時に負傷者が発生した場合においても，周囲の 

現場作業員からの救助により退避可能である。 

4. 現場作業員の退避時間

現場作業員の退避時間及びその内訳を第１表に示す。①～③

は，いずれも多数の作業ステップからなる項目であるが，その

うち，②における体表面モニタの通過が退避時間において律速

となる。また，以下の実績から算出した退避時間に滞在人数等

の不確かさを考慮し，現場作業員は１時間30分で退避完了する

と見積もった。 

◎体表面モニタの通過人数：20人／分（第16回施設定期検査実

績） 

◎管理区域におけるピーク滞在人数：1,064人（第16回施設定

期検査実績） 

→1,064人÷ 20 人／分 ＝ 54分 → 1時間 30分

第１表 現場作業員の待避時間内訳 

5. 現場作業員の退避に係る環境影響評価

（1）被ばく評価 

現場作業員の退避は１時間30分以内に完了するため，現場

作業員が過度な被ばくを受ける状況は想定し難いものと考え

る。 

（2）雰囲気温度評価 

雰囲気温度が高くなる可能性がある格納容器内において

は，退避完了までに有意な温度上昇は見られず，現場作業

員の退避に影響はない。 

・設備及び運用の相違

【東海第二】 

 現場作業員のピーク

滞在人数及び体表面モ

ニタ通過人数の違いに

よる退避時間の相違 

・設備及び運用の相違

【東海第二】 

 現場作業員のピーク

滞在人数及び体表面モ

ニタ通過人数の違いに

よる退避時間の相違 

1.4-291



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
添
付
資
料

1.
4
.
4－

1 

解
釈
一
覧
 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
 

添
付
資
料

1.
4
.9
 

解
釈
一
覧
 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
(1
／
4)
 

添
付
資
料

1.
4
.7
－
1 

解
釈
一
覧
 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

⑥の相違

【東海第二】

④の相違

1.4-292



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
(2

／
4)
 

・記載表現の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，本文

中おいて数値を示して

いない項目についての

み解釈一覧にて記載

1.4-293



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
(3
／
4)
 

・記載表現の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，本文

中おいて数値を示して

いない項目についての

み解釈一覧にて記載

1.4-294



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

判
断

基
準
の
解
釈
一
覧
(4
／
4)
 

・記載表現の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，本文

中おいて数値を示して

いない項目についての

み解釈一覧にて記載

1.4-295



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
添
付
資
料

1.
4
.
4ー

2 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
1／

3）
 

添
付
資
料

1.
4
.7
－
2 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
(１

／
２
) 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備，運用の相違に

よる判断基準の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

【東海第二】 

④の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を表示

していない項目につい

てのみ解釈一覧にて記

載 

1.4-296



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
2／

3
）
 

 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
(
２
／
２
) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備，運用の相違に

よる判断基準の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 ⑥の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を表示

していない項目につい

てのみ解釈一覧にて記

載 

  

 

1.4-297



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

   操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（

3／
3）

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の1.4.2.3 

重大事故等対処設備（ 

設計基準拡張）による

対応手順は，操作手順

の解釈一覧（２／２）

にて記載 

1.4-298



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
添
付
資
料

1.
4
.
4－

3 

各
号
炉
の
弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
（
１
／
２
）
 

 

 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
（
1／

2）
 

 

添
付
資
料

1.
4
.7
－
3 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(１
／
３
) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

系統構成の違いによ

る操作対象の相違 

1.4-299



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
   

各
号
炉
の
弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
（
２
／
２
）
 

 

 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
（
1／

2）
 

 

 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(２
／
３
) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

系統構成の違いによ

る操作対象の相違 

1.4-300



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
 

 

 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(３
／
３
) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

系統構成の違いによ

る操作対象の相違 

 

1.4-301



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 添付資料1.4.10 

手順のリンク先について 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.4.2.1(2)ａ．(a) 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後

の原子炉圧力容器への注水 

・残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留熱除去系

海水系に関する手順 

＜リンク先＞ 

1.5.2.2(1)ａ．緊急用海水系による冷却水確保 

1.5.2.2(1)ｂ．代替残留熱除去系海水系による冷却水確保 

1.5.2.3(1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保 

・常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装

置に関する手順等 

＜リンク先＞ 

1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.4.8 

手順のリンク先について 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.4.2.1(2)ａ．(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復

旧後の原子炉圧力容器への注水 

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順 

 

＜リンク先＞ 

1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

 

1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機

に関する手順等 

＜リンク先＞ 

1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)  ガスタービン発電機用軽油タンク又はディ 

ーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ 

の補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 
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・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型の原子炉補機代替冷

却系を整備。東海第二

は，常設の緊急用海水

系を整備 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電機用軽油

タンク及びディーゼル

燃料貯蔵タンク２種類

を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬型設備

への給油を含め，事象

発生後７日間運転を継

続するために必要な燃

料を確保している。そ

のため，ディーゼル燃

料貯蔵タンクは自主対

策として整理。東海第

二は可搬型設備専用の

タンク及びガスタービ

ン発電機と非常用ディ

ーゼル発電機兼用のタ

ンクを設置。東海第二
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1.14.2.6(1)ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替圧電源装置

への給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．1.4.2.1(2)ａ．(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子

炉圧力容器への注水 

・残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留熱除去系

海水系に関する手順 

＜リンク先＞ 

1.5.2.2(1)ａ．緊急用海水系による冷却水確保 

1.5.2.2(1)ｂ．代替残留熱除去系海水系による冷却水確保 

1.5.2.3(1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保 

 

・常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装

置に関する手順等 

＜リンク先＞ 

1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．1.4.2.1(2)ａ．(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子

炉圧力容器への注水 

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順 

 

＜リンク先＞ 

1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

 

1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

 

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機

に関する手順等 

＜リンク先＞ 

1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)  ガスタービン発電機用軽油タンク又はディ 

ーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ 

の補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，本手順でタンクロ

ーリへの補給を含む手

順として整理 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

「1.14.2.5(1)ガスター

ビン発電機用軽油タン

ク又はディーゼル燃料

貯蔵タンクからタンク

ローリへの補給」の手

順の中で自動給油され

ることを記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型の原子炉補機代替冷

却系を整備。東海第二

は，常設の緊急用海水

系を整備 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電機用軽油

タンク及びディーゼル

燃料貯蔵タンク２種類

を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬型設備

への給油を含め，事象

発生後７日間運転を継

続するために必要な燃
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1.14.2.6(1)ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装

置への給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．1.4.2.2(2)ａ．(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電

源復旧後の発電用原子炉からの除熱 

 

・残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留熱除去系

海水系に関する手順 

＜リンク先＞ 

1.5.2.2(1)ａ．緊急用海水系による冷却水確保 

1.5.2.2(1)ｂ．代替残留熱除去系海水系による冷却水確保 

1.5.2.3(1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保 

・常設代替交流電源設備に関する手順等 

＜リンク先＞ 

1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．1.4.2.2(2)ａ．(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）電源復旧後の発電用原子炉からの除

熱 

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順 

 

＜リンク先＞ 

1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

 

1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

・常設代替交流電源設備に関する手順等 

＜リンク先＞ 

1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)  ガスタービン発電機用軽油タンク又はディー 

ゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補 

給 

 

 

料を確保している。そ

のため，ディーゼル燃

料貯蔵タンクは自主対

策として整理。東海第

二は可搬型設備専用の

タンク及びガスタービ

ン発電機と非常用ディ

ーゼル発電機兼用のタ

ンクを設置。東海第二

は，本手順でタンクロ

ーリへの補給を含む手

順として整理 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

「1.14.2.5(1)ガスター

ビン発電機用軽油タン

ク又はディーゼル燃料

貯蔵タンクからタンク

ローリへの補給」の手

順の中で自動給油され

ることを記載 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型の原子炉補機代替冷

却系を整備。東海第二

は，常設の緊急用海水

系を整備 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電機用軽油

1.4-304



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2.6(1)ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置

への給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

・残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留熱除去系

海水系による冷却水確保手順 

＜リンク先＞ 

1.5.2.2(1)ａ．緊急用海水系による冷却水確保 

1.5.2.2(1)ｂ．代替残留熱除去系海水系による冷却水確保 

1.5.2.3(1)  残留熱除去系海水系による冷却水確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

・原子炉補機冷却水系及び原子炉補機代替冷却系による冷却

水確保手順 

＜リンク先＞ 

1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

 

1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

 

 

タンク及びディーゼル

燃料貯蔵タンク２種類

を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬型設備

への給油を含め，事象

発生後７日間運転を継

続するために必要な燃

料を確保している。そ

のため，ディーゼル燃

料貯蔵タンクは自主対

策として整理。東海第

二は可搬型設備専用の

タンク及びガスタービ

ン発電機と非常用ディ

ーゼル発電機兼用のタ

ンクを設置。東海第二

は，本手順でタンクロ

ーリへの補給を含む手

順として整理 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

「1.14.2.5(1)ガスター

ビン発電機用軽油タン

ク又はディーゼル燃料

貯蔵タンクからタンク

ローリへの補給」の手

順の中で自動給油され

ることを記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型の原子炉補機代替冷

却系を整備。東海第二

は，常設の緊急用海水

系を整備 
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・西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並び

に水源から接続口までの可

搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポン

プによる送水手順 

＜リンク先＞ 

1.13.2.1(5)ａ．西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替

注水中型ポンプによる送水（淡水／海水） 

1.13.2.1(6)ａ．代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水

大型ポンプによる送水（淡水／海水） 

1.13.2.2(1)ａ．可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替

注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給

（淡水／海水） 

1.13.2.2(2)ａ．可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水

貯水設備への補給（淡水／海水） 

・非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用す

る常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備とし

て使用する可搬型代替低圧電源車による常設低圧代替注水

系ポンプ，代替循環冷却系ポンプ，復水移送ポンプ，残留

熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ，電動弁及び

監視計器への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備と

して使用する常設代替高圧電源装置，可搬型代替交流電源

設備として使用する可搬型代替低圧電源車，非常用交流電

源設備，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大

型ポンプへの燃料給油手順

＜リンク先＞ 

1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.3(1)ａ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備による代替所内電気設備への給電 

1.14.2.6(1)ａ．可搬型設備用軽油タンクから各機器への給

・輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２）及び低圧原子炉

代替注水槽への水の補給手

順並びに水源から接続口ま

での大量送水車による送水

手順 

＜リンク先＞ 

1.13.2.1(6)ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした大量送水車による送水

1.13.2.2(1)ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽へ

の補給（淡水／海水） 

1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東

２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への補給 

1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への補給 

・非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用

するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備と 

して使用する高圧発電機車による低圧原子炉代替注水ポン 

プ，復水輸送ポンプ，補助消火ポンプ，消火ポンプ，残留 

熱除去ポンプ，低圧炉心スプレイポンプ，電動弁及び中央 

制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電 

源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交 

流電源設備として使用する高圧発電機車及び大量送水車へ 

の燃料補給手順 

＜リンク先＞ 

1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によ

るＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ

ンタ受電

1.14.2.5(1)  ガスタービン発電機用軽油タンク又はディー 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水槽から

可搬型設備を用いた注

水手順はない 

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違
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油 

1.14.2.6(1)ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置

への給油 

1.14.2.7(1) 非常用交流電源設備による非常用所内電気設 

備への給電 

1.14.2.7(3) 軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機への給油

ゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補 

給 

1.14.2.5(2)  タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6(1) 非常用交流電源設備による給電 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電機用軽油

タンク及びディーゼル

燃料貯蔵タンク２種類

を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬型設備

への給油を含め，事象

発生後７日間運転を継

続するために必要な燃

料を確保している。そ

のため，ディーゼル燃

料貯蔵タンクは自主対

策として整理。東海第

二は可搬型設備専用の

タンク及びガスタービ

ン発電機と非常用ディ

ーゼル発電機兼用のタ

ンクを設置。東海第二

は，本手順でタンクロ

ーリへの補給を含む手

順として整理 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，

「1.14.2.5(1)ガスター

ビン発電機用軽油タン

ク又はディーゼル燃料

貯蔵タンクからタンク

ローリへの補給」の手

順の中で自動給油され

ることを記載 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，
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・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞ 

1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

 

 

 

 

 

・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞ 

1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

 

「1.14.2.6(1)非常用交

流電源設備による給

電」の手順の中で自動

給油されることを記載 
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まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は，残留熱代替除去系を48条の自主対策設備として使用する

② 島根２号炉は，可搬の原子炉補機代替冷却系を48条の重大事故等対処設備としているが，東海第二は常設の緊急用海水系を重大事故等対処設備としている

③ 島根２号炉は，大型送水ポンプ車のみで対応

④ 島根２号炉は，耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベについて，予備は確保しない方針

⑤ 島根２号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため起動時に水張り不要

⑥ 島根２号炉は，中央制御室から遠隔操作できる構成

⑦ 島根２号炉のドレン移送設備は常時満水状態であるため，窒素ガスによる不活性化は不要

⑧ 島根２号炉は，配管勾配により発生したドレンはスクラバ容器ほかに回収されるためドレンタンク不要

⑨ 島根２号炉は，耐圧強化ベントを48条の自主対策設備として使用する

⑩ 柏崎6/7は，自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置

⑪ 島根２号炉は，車載（移動式代替熱交設備）のストレーナを使用

⑫ 島根２号炉は，島根１号炉と中央制御室を共用しているため，当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施

⑬ 島根２号炉は，操作者の１名を記載。柏崎6/7は，操作者及び確認者の２名を記載

⑭ 設備構成，対応する要員及び所要時間の相違

⑮ 島根２号炉は，ベント実施前に可搬型設備の準備を行うため，ベント移行条件到達後，準備着手

⑯ 島根２号炉は，出口水素濃度は可搬型設備で計測するため現場での起動が必要

⑰ 島根２号炉は，窒素ガスパージを停止した場合に水素濃度上昇又はスクラバ容器上流側配管内圧力が低下することを想定し，窒素ガスパージを継続

⑱ 島根２号炉は，格納容器ベント実施後の水素爆発等の防止のため，水素濃度の監視を行う

⑲ 島根２号炉は，残留蒸気の凝縮によりスクラバ容器内が負圧になっていないことをスクラバ容器内圧力の監視により確認

⑳ 島根２号炉は，運転員操作と緊急時対策要員操作を分けて記載
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

 

(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

b. サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

c. 手順等 

1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

 

 

 

(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流電源が健全

である場合） 

a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

 

 

 

 

 

 

 

b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源

喪失時の場合） 

a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

 

(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．手順等 

1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

 

 

 

(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源

が健全である場合） 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電

源喪失時の場合） 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

(b) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

 

 

 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．手順等 

1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

（1） 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源

が健全である場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス

供給 

 

 

 

 

 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電

源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系を 48 条の自

主対策設備として使用

する（以下，①の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

整備する自主対策設

備の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

東海第二は，当該手順

を「1.5.2.1(1)a. 格納

容器圧力逃がし装置に

よる原子炉格納容器内

の減圧及び除熱」に記載 
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及び除熱（現場操作） 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱（現場操作） 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

a. 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補

機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料1.5.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

 

添付資料1.5.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.5.3 重大事故対策の成立性 

 

 

及び除熱（現場操作） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱（現場操作） 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．緊急用海水系による冷却水確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．代替残留熱除去系海水系による冷却水確保 

 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

1.5.2.3 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 

(1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保 

1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料1.5.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.5.2 自主対策設備仕様 

添付資料 1.5.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.5.4 重大事故対策の成立性 

 

 

圧及び除熱（現場操作） 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス

供給 

 

 

 

 

 

 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（現場操作） 

(4) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料1.5.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.5.2 自主対策設備仕様 

添付資料1.5.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.5.4 重大事故対策の成立性 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

東海第二は，当該手順

を「1.5.2.1(2)a. 格納

容器圧力逃がし装置に

よる原子炉格納容器内

の減圧及び除熱（現場操

作）」に記載 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

の原子炉補機代替冷却

系を48条の重大事故等

対処設備としている

が，東海第二は常設の

緊急用海水系を重大事

故等対処設備としてい

る（以下，②の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，大型送

水ポンプ車のみで対応

（以下，③の相違） 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，自主対

策設備の設備概要を記

載 
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1.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱 

 

 

 

 

 

 

 

2.原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボン

ベ） 

 

 

 

 

 

3.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

 

 

 

 

 

4.フィルタ装置水位調整（水張り） 

 

5.フィルタ装置水位調整（水抜き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

 

 

2．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(1) 格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操

作機構を使用した現場操作による格納

容器ベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) フィルタ装置スクラビング水補給 

 

 

 

 

 

 

1．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

(1) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱 

(2) 残留熱代替除去系使用時における原子炉

補機代替冷却系の系統構成 

(3) 残留熱代替除去系使用時における原子炉

補機代替冷却系による補機冷却水確保 

 

2．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱 

(2) 格納容器フィルタベント系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り） 

(4) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水抜き） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，耐圧強

化ベントライン止め弁

用空気ボンベについて，

予備は確保しない方針

（以下，④の相違） 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のドレン

移送設備は常時満水保

管のため起動時に水張

り不要（以下，⑤の相違） 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，スクラ

ビング水の水位挙動評

価により，事故発生後７
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6.格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパー

ジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.フィルタ装置スクラバ水pH 調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ドレン移送ライン窒素ガスパージ 

 

 

 

 

 

 

9.ドレンタンク水抜き 

 

 

 

 

 

(3) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）

置換 

(4) フィルタ装置スクラビング水移送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素

ガスパージ 

 

 

 

 

 

 

 

(6) フィルタベント計装（第１ベントフィルタ

出口水素濃度） 

 

 

 

 

(7) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラ

ビング水ｐＨ調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日間はスクラバ容器水

位調整（水抜き）不要な

ため，自主対策として整

備 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，最終的

なスクラビング水の移

送は，事故収束後に行う

手順のため記載不要と

整理 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の第１ベ

ントフィルタ出口水素

濃度は可搬型設備にて

測定 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，待機時

に十分な量の薬液を保

有しており，格納容器ベ

ント後においてもアル

カリ性を維持可能であ

るが，スクラビング水の

排水に合せて，薬液を補

給 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のドレン

移送設備は常時満水状

態であるため，窒素ガス

による不活性化は不要

（以下，⑦の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

1.5-5



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

12.熱交換器ユニットによる補機冷却水確保 

 

 

 

13.大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 又は代

替原子炉補機冷却海水ポンプによる補機冷却水

確保 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）

置換 

 

 

 

 

 

3．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱（現場操作） 

(1) 耐圧強化ベント系の現場操作による格

納容器ベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．代替残留熱除去系海水系による冷却水確保 

 (1) 代替残留熱除去系海水系として使用

する可搬型代替注水大型ポンプによる

送水（海水） 

 

 

 

 

 

 

3．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への

窒素ガス供給 

 

 

 

 

 

4．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

(1) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納

容器内の減圧及び除熱 

(2) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納

容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(3) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガス

パージ 

 

 

 

 

5．原子炉補機代替冷却系による除熱 

(1) 系統構成 

(2) 移動式代替熱交換設備及び大型送水ポン

プ車による除熱 

 

 

 

 

 

6．大型送水ポンプ車による除熱 

(1) 系統構成 

(2) 大型送水ポンプ車による除熱 

 

島根２号炉は，配管勾

配により発生したドレ

ンはスクラバ容器ほか

に回収されるためドレ

ンタンク不要（以下，⑧

の相違） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，可搬式

窒素供給装置による原

子炉格納容器への窒素

ガス供給の成立性を記

載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，耐圧強

化ベントラインの窒素

ガスパージの手順を整

備 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬の

熱交換設備を使用する

が，東海第二は常設の熱

交換器を使用（東海第二

は海水系配管に海水ホ

ースを接続） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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添付資料1.5.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 

3.各号炉の弁番号及び弁名称一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.5.5 格納容器ベント操作について 

 

 

 

 

添付資料1.5.6 スクラビング水の保有水量の設定根拠について 

 

 

 

 

 

添付資料1.5.7 解釈一覧 

 

 

 

添付資料1.5.8 手順のリンク先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．原子炉補機冷却系による除熱 

 

 

 

 

添付資料1.5.5 格納容器ベント操作について 

 

 

 

 

添付資料1.5.6 スクラビング水の保有水量の設定根拠につい

て 

 

 

 

 

添付資料1.5.7 解釈一覧 

1．判断基準の解釈一覧 

2．操作手順の解釈一覧 

3．弁番号及び弁名称一覧 

添付資料1.5.8 手順のリンク先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は中央制

御室運転員の作業の成

立性を記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器ベント操作について

記載 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スクラ

ビング水の保有水量の

設定値根拠について記

載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，解釈一

覧の見出し項目を記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順の

リンク先を記載 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード， サプレ

ッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレ

イ冷却モード），原子炉補機冷却系による冷却機能である。 

 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生

ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための対処設備を整備しており，ここでは，この対処設

備を活用した手順等について説明する。 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有す

る最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合にお

いて炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著し

い損傷が発生する前に生ずるものに限る。） を防止するため、

最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切

に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

 

【解釈】 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する

措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心損傷防止 

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの

熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内

に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク

（UHS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送

ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能

な場合について考慮すること。 

また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸

気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の

逃がし場への熱の輸送ができること。 

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去

系（サプレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却系）並びに残留熱除去系海水系による冷却機

能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生

ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を

活用した手順等について説明する。 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有す

る最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合にお

いて炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著し

い損傷が発生する前に生ずるものに限る。） を防止するため、

最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切

に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

 

【解釈】 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する

措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心損傷防止 

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの

熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内

に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク

（UHS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送

ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能

な場合について考慮すること。 

また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸

気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の

逃がし場への熱の輸送ができること。 

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除

去系（格納容器冷却モード）並びに原子炉補機冷却系による冷

却機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生

ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を

活用した手順等について説明する。 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有す

る最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合にお

いて炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著し

い損傷が発生する前に生ずるものに限る。） を防止するため、

最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切

に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

 

【解釈】 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する

措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心損傷防止 

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの

熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内

に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク

（UHS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送

ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能

な場合について考慮すること。 

また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸

気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の

逃がし場への熱の輸送ができること。 
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1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（ 炉心の著し

い損傷が発生する前に生ずるものに限る。） を防止するため，

最終ヒートシンクへ熱を輸送する必要がある。最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するための設計基準事故対処設備として，残

留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード， サプレッション・

チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モ

ード） ， 原子炉補機冷却系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば， これらを

重大事故等対処設備（ 設計基準拡張） と位置付け重大事故

等の対処に用いるが， 設計基準事故対処設備が故障した場合

は，その機能を代替するために，設計基準事故対処設備が有

する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策

分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する（ 第1.5.1 図）。 

 

重大事故等対処設備のほかに， 柔軟な事故対応を行うため

の対応手段と自主対策設備※１ を選定する。 

※  1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満た

すことや全てのプラント状況におい

て使用することは困難であるが，プ

ラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により， 技術的能力審査基準

（ 以下「審査基準」という。） だけでなく， 設置許可基準規

則第四十八条及び技術基準規則第六十三条（ 以下「基準規則」

という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確

認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著し

い損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，

最終ヒートシンクへ熱を輸送する必要がある。最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するための設計基準事故対処設備として，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却系）並びに残留熱除去系海水系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを

重大事故等の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障

した場合は，その機能を代替するために，設計基準事故対処

設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失

原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対

応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.5－1図）。 

 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段と自主対策設備※１を選定する。 
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とや全てのプラント状況において使用

することは困難であるが，プラント状況
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1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著し
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最終ヒートシンクへ熱を輸送する必要がある。最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するための設計基準事故対処設備として，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプ

レッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納

容器冷却モード）並びに原子炉補機冷却系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを

重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等

の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，

その機能を代替するために，設計基準事故対処設備が有する

機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」

という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大

事故等対処設備を選定する。（第 1.5－1図） 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段と自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満

たすことやすべてのプラント状況に

おいて使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故

対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以

下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十

八条及び技術基準規則第六十三条（以下「基準規則」という。）
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（ 設計基準拡張） である残留熱除去

系（ 原子炉停止時冷却モード， サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード） が健

全であれば重大事故等の対処に用いる。 

残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード） による発電用

原子炉からの除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード） 

 

この対応手段及び設備は， 「1.4 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」におけ

る「残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード） による発電

用原子炉からの除熱」にて整理する。 

 

残留熱除去系（ サプレッション・チェンバ・プール水冷却

モード及び格納容器スプレイ冷却モード） による原子炉格納

容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（ サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード） 

・残留熱除去系（ 格納容器スプレイ冷却モード） 

 

これらの対応手段及び設備は， 「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」における「残留熱除去系（ サプレッ

ション・チェンバ・プール水冷却モード） によるサプレッシ

ョン・チェンバ・プールの除熱」及び「残留熱除去系（ 格納

容器スプレイ冷却モード） による原子炉格納容器内へのスプ

レイ」にて整理する。 

 

重大事故等対処設備（ 設計基準拡張） である原子炉補機

冷却系が健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

 

原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備は以下のとお

り。 

・原子炉補機冷却海水ポンプ 

・原子炉補機冷却水ポンプ 

・原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ 

・原子炉補機冷却系サージタンク 

・原子炉補機冷却水系熱交換器 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時

冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及

び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が健全であれば

重大事故等対処設備として重大事故等の対処に用いる。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子炉か

らの除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

 

この対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」におけ

る「残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子

炉からの除熱」にて整理する。 

 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器

内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系） 

 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系） 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」における「残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）によるサプレッション・プールの除

熱」及び「残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による

原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整理する。 

 

 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系海水系が健全で

あれば重大事故等対処設備として重大事故等の対処に用い

る。 

残留熱除去系海水系による除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・残留熱除去系海水系配管・弁 

 

・残留熱除去系熱交換器 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却

モード）が健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原

子炉からの除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

 

この対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」に

おける「残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による

発電用原子炉からの除熱」にて整理する。 

 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

による原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

 

 ・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.6 原子炉格納容器内

の冷却等のための手順等」における「残留熱除去系（サプ

レッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・

プールの除熱」及び「残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整理する。 

 

 

重大事故対処設備（設計基準拡張）である原子炉補機冷却

系が健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

 

原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備は以下のとお

り。 

・原子炉補機海水ポンプ 

・原子炉補機冷却水ポンプ 

・原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ 

・原子炉補機冷却系 サージタンク 

・原子炉補機冷却系熱交換器 
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・海水貯留堰 

・スクリーン室 

・取水路 

・補機冷却用海水取水路 

・補機冷却用海水取水槽 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

機能喪失原因対策分析の結果， フロントライン系故障とし

て，残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード， サプレッシ

ョン・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ

冷却モード） の故障を想定する。また， サポート系故障と

して， 原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源喪失を想

定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選

定した対応手段及び審査基準， 基準規則からの要求により選

定した対応手段と， その対応に使用する重大事故等対処設備

及び自主対策設備を以下に示す。 

 

なお， 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備， 対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する

手順についての関係を第 1.5.1 表に整理する。 

 

a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非常用取水設備 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障とし

て，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サ

プレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）の故障を想定する。また，サポート系故障

として，残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源喪失

を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選

定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選

定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備

及び自主対策設備を以下に示す。 

 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手

順についての関係を第1.5－1表に整理する。 

 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・取水口 

 

・取水管 

・取水槽 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障とし

て，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系

（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系

（格納容器冷却モード）の故障を想定する。また，サポート

系故障として，原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源

喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選

定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選

定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備

及び自主対策設備を以下に示す。 

 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手

順についての関係を第 1.5－1表に整理する。 

 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ⅰ 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸

送できない場合は，残留熱代替除去系により最終ヒー

トシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の燃料補

給設備は，設置許可基準

規則第 57 条にて記載す

る整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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(a) 最終ヒートシンク（ 大気）への代替熱輸送 

ⅰ . 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（ 原子炉

停止時冷却モード， サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード） が

故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場

合は， 格納容器圧力逃がし装置により最終ヒートシン

ク（ 大気） へ熱を輸送する手段がある。 

 

この対応手段及び設備は， 「1.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための手順等」における「格納容

器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

ⅰ) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送でき

ない場合は，格納容器圧力逃がし装置により最終ヒー

トシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。 

 

この対応手段及び設備は，「1.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための手順等」における「格納容

器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

 

 

び除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱代替除去ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

・原子炉補機代替冷却系 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱代替除去系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

・格納容器スプレイ・ヘッダ 

・ホース・接続口 

・原子炉圧力容器 

・原子炉格納容器 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

(b) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

ⅰ 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸

送できない場合は，格納容器フィルタベント系により

最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。 

 

この対応手段及び設備は，「1.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための手順等」における「格納容

器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器フィルタベント系 

・スクラバ容器補給設備 
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ⅱ . 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（ 原子炉停止時

冷却モード， サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド及び格納容器スプレイ冷却モード） が故障等により最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送できない場合は， 耐圧強化ベント系に

より最終ヒートシンク（ 大気） へ熱を輸送する手段がある。 

 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

で使用する設備は以下のとおり。 

・耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁 

・耐圧強化ベント系（D/W）配管・弁 

 

 

 

・遠隔手動弁操作設備 

・遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 

 

・原子炉格納容器（ サプレッション・チェンバ， 真

空破壊弁を含む） 

 

・不活性ガス系配管・弁 

・非常用ガス処理系配管・弁 

・主排気筒（ 内筒） 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

 

 

 

 

格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は

以下のとおりとする。 

ⅱ) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送でき

ない場合は，耐圧強化ベント系により最終ヒートシン

ク（大気）へ熱を輸送する手段がある。 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・耐圧強化ベント系配管・弁 

・第一弁（Ｓ／Ｃ側） 

・第一弁（Ｄ／Ｗ側） 

・耐圧強化ベント系一次隔離弁 

・耐圧強化ベント系二次隔離弁 

・遠隔人力操作機構 

 

 

 

・原子炉格納容器（サプレッション・チェンバを含

む） 

・真空破壊弁 

・不活性ガス系配管・弁 

・原子炉建屋ガス処理系配管・弁 

・非常用ガス処理系排気筒 

・常設代替交流電源設備 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先

順位は以下のとおりとする。 

ⅱ 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸

送できない場合は，耐圧強化ベントラインにより最終

ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減

圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

・遠隔手動弁操作機構 

・ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ 

・ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配

管・弁 

・原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真

空破壊装置を含む） 

 

・窒素ガス制御系 配管・弁 

・非常用ガス処理系 配管・弁 

・排気筒 

・常設代替交流電源設備 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

・可搬式窒素供給装置 

・ホース・接続口 

 

格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先

順位は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る流路の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の燃料補

給設備は設置許可基準

規則第 57 条にて記載す

る整理 

 

1.5-13



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

優先①： 格納容器圧力逃がし装置によるウェットウェルベン

ト（ 以下「W/W ベント」という。） 

 

優先②： 格納容器圧力逃がし装置によるドライウェルベント

（以下「D/W ベント」という。） 

優先③： 耐圧強化ベント系によるW/W ベント 

優先④： 耐圧強化ベント系によるD/W ベント 

 

ⅲ. 現場操作 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の隔離弁

（ 空気駆動弁， 電動駆動弁） の駆動源や制御電源が喪失し

た場合， 隔離弁を遠隔で手動操作することで最終ヒートシン

ク（ 大気） へ熱を輸送する手段がある。なお， 隔離弁を遠

隔で手動操作するエリアは原子炉建屋内の原子炉区域外とす

る。 

 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の現場操作

で使用する設備は以下のとおり。 

・遠隔手動弁操作設備 

・遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 

 

 

 (b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱で使用する設備のうち， 格納容器圧力逃がし装置は重

大事故等対処設備として位置付ける。 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

で使用する設備のうち， 耐圧強化ベント系（ W/W） 配管・

弁， 耐圧強化ベント系（ D/W） 配管・弁， 遠隔手動弁操作

設備， 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ， 遠隔空気駆動弁操作

設備配管・弁， 原子炉格納容器（ サプレッション・チェン

バ， 真空破壊弁を含む） ， 不活性ガス系配管・弁， 非常

用ガス処理系配管・弁， 主排気筒（ 内筒） ， 常設代替交

流電源設備， 可搬型代替交流電源設備， 代替所内電気設備， 

常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 

優先①：格納容器圧力逃がし装置によるＳ／Ｃ側ベ

ント 

 

優先②：格納容器圧力逃がし装置によるＤ／Ｗ側ベ

ント 

優先③：耐圧強化ベント系によるＳ／Ｃ側ベント 

優先④：耐圧強化ベント系によるＤ／Ｗ側ベント 

 

ⅲ) 現場操作 

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁（電動駆動弁）の

駆動源や制御電源が喪失した場合，隔離弁を遠隔で手

動操作することで最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸

送する手段がある。なお，隔離弁を遠隔で手動操作す

るエリアは原子炉建屋付属棟又は原子炉建屋廃棄物処

理棟の二次格納施設外とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置の現場操作で使用する設備

は以下のとおり。 

・遠隔人力操作機構 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱で使用する設備のうち，格納容器圧力逃が

し装置は重大事故等対処設備として位置付ける。 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱で使用する設備のうち，耐圧強化ベント系配管・

弁，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化

ベント系一次隔離弁，耐圧強化ベント系二次隔離弁，遠

隔人力操作機構，原子炉格納容器（サプレッション・チ

ェンバを含む），真空破壊弁，不活性ガス系配管・弁，

原子炉建屋ガス処理系配管・弁，非常用ガス処理系排気

筒，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及

び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付け

る。 

 

優先①：格納容器フィルタベント系によるウェット

ウェルベント（以下「Ｗ／Ｗベント」とい

う。） 

優先②：格納容器フィルタベント系によるドライウ

ェルベント（以下「Ｄ／Ｗベント」という。） 

優先③：耐圧強化ベントラインによるＷ／Ｗベント 

優先④：耐圧強化ベントラインによるＤ／Ｗベント 

 

ⅲ 現場操作 

格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントライ

ンの隔離弁（空気駆動弁，電動駆動弁）の駆動源や制

御電源が喪失した場合，隔離弁を遠隔で手動操作する

ことで最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段

がある。なお，隔離弁を遠隔で手動操作するエリアは

原子炉建物付属棟とする。 

 

格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントライ

ンの現場操作で使用する設備は以下のとおり。 

・遠隔手動弁操作機構 

・ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ 

・ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配管・

弁 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱で使用する設備のうち，格納容器フィルタ

ベント系は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，電動駆

動弁に加え空気駆動弁

の操作が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

整備する自主対策設

備の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，耐圧強

化ベントを 48 条の自主

対策設備として使用す

る（以下，⑨の相違） 
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現場操作で使用する設備のうち， 遠隔手動弁操作設備，遠

隔空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作設備配

管・弁は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は， 審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅され

ている。 

（添付資料1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により， 残留熱除去系（ 原子

炉停止時冷却モード， サプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード） の使用が不可

能な場合においても最終ヒートシンク（ 大気） へ熱を輸送

できる。 

また， 以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため,自主対策設備として位置付ける。あわせ

て， その理由を示す。 

 

 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが， 常設代替交流電源設備と

同等の機能を有することから， 健全性が確認できた場合に

おいて， 重大事故等の対処に必要な電源を確保するための

手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場操作で使用する設備のうち，遠隔人力操作機構

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全

て網羅されている。 

（添付資料1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（原

子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却系）の使用が不可能な場合においても最終ヒートシン

ク（大気）へ熱を輸送できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場操作で使用する設備のうち，遠隔手動弁操作機構

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

これらの機能喪失原因分析の結果により選定した設備

は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網

羅されている。 

（添付資料 1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器

冷却モード）の使用が不可能な場合においても，最終ヒ

ートシンク（大気）へ熱を輸送できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。

併せて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱代替除去系 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設計基準事故

対処設備である残留熱除去系と一部兼用しているため，

残留熱除去系の使用が不可能な場合を考慮すると使用で

きない可能性があるが，最終ヒートシンクへ熱を輸送す

る手段として有効である。 

 

・耐圧強化ベントライン 

耐圧強化ベントラインには格納容器フィルタベント系

と異なり放射性物質を低減する機能は無いが，仮に格納

容器フィルタベント系が使用不可能な場合において，耐

圧強化ベントラインを使用することは最終ヒートシンク

へ熱を輸送するための手段として有効である。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

整備する自主対策設

備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置（以

下，⑩の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 
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b. サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（ 海） への代替熱輸送 

ⅰ. 代替原子炉補機冷却系による除熱 

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が故

障等又は全交流動力電源喪失により最終ヒートシンク

へ熱を輸送できない場合は， 代替原子炉補機冷却系に

より最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段があ

る。 

代替原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備は

以下のとおり。 

・.熱交換器ユニット 

・大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 

 

 

・代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ⅰ) 緊急用海水系による除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系海水系が

故障等又は全交流動力電源喪失により最終ヒートシン

クへ熱を輸送できない場合は，緊急用海水系により最

終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。 

 

緊急用海水系による除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系配管・弁 

・緊急用海水系ストレーナ 

・残留熱除去系海水系配管・弁 

 

・スクラバ容器補給設備 

有効性評価の条件下において，格納容器フィルタベン

ト系を使用する場合，事故発生後７日間は，外部からの

スクラビング水を補給しなくても，スクラバ容器内に必

要となるスクラビング水を保有することができる。 

その後の安定状態において，スクラビング水が低下し

た場合，本設備を用いて外部からスクラビング水を補給

することで格納容器フィルタベント系の機能を維持でき

ることから，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損防止対策として有効である。 

 

・可搬式窒素供給装置 

有効性評価における原子炉格納容器内の圧力評価によ

り，事故発生後７日間は窒素ガスを供給しなくても原子

炉格納容器が負圧破損に至る可能性はない。 

その後の安定状態において，サプレッション・プール

水の温度が低下し，原子炉格納容器内で発生する水蒸気

が減少した場合においても，本設備を用いて原子炉格納

容器へ窒素ガスを供給することで原子炉格納容器内の負

圧化を回避できることから，原子炉格納容器の負圧破損

防止対策として有効である。 

（添付資料 1.5.2） 

 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ⅰ 原子炉補機代替冷却系による除熱 

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が故

障等又は全交流動力電源喪失により最終ヒートシンク

へ熱を輸送できない場合は，原子炉補機代替冷却系に

より最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段があ

る。 

原子炉補機代替冷却系による除熱で使用する設備は

以下のとおり。 

・移動式代替熱交換設備 

・大型送水ポンプ車 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のスクラ

ビング水の補給及び排

水設備は，スクラビング

水の水位挙動評価によ

り，事故発生後７日間は

使用しない設備として

おり，自主対策設備とし

て整理 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器の負圧破損防

止として原子炉格納容

器へ窒素ガスを供給す

る手段を自主対策とし

て整備 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 
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・ホース 

・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク 

 

・残留熱除去系熱交換器 

 

・海水貯留堰 

・スクリーン室 

・取水路 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

代替原子炉補機冷却系と併せて設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード， サ

プレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格

納容器スプレイ冷却モード） により最終ヒートシンク

（ 海） へ熱を輸送する。 

 

なお， 全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起

動できない場合は， 常設代替交流電源設備又は第二代

替交流電源設備を用いて非常用高圧母線へ電源を供給

することで残留熱除去系を復旧する。 

 

 

 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード） 

・残留熱除去系（ サプレッション・チェンバ・プール

水冷却モード） 

・残留熱除去系（ 格納容器スプレイ冷却モード） 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器 

 

・非常用取水設備 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水系と併せて設計基準事故対処設備である

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サ

プレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）により最終ヒートシンク（海）

へ熱を輸送する。 

 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起

動できない場合は，常設代替交流電源設備により緊急

用メタルクラッド開閉装置（以下「メタルクラッド開

閉装置」を「Ｍ／Ｃ」という。）を受電した後，緊急用

Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄへ電源を供給

することで残留熱除去系を復旧する。 

 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

・残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系） 

 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系） 

・常設代替交流電源設備 

・ホース・接続口 

・原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク 

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

・残留熱除去系熱交換器 

 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系と併せて設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残

留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）により最終

ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起

動できない場合は，常設代替交流電源設備により緊急

用メタクラ（以下「緊急用Ｍ／Ｃ」という。）を受電し

た後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備である非

常用高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」という。）又

は非常用高圧母線Ｄ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｄ系」という。）

へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード） 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

・常設代替交流電源設備 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，車載

（移動式代替熱交設備）

のストレーナを使用 

（以下，⑪の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，設計基

準事故対処設備である

非常用所内電気設備の

機能が喪失した場合の

代替設備として代替所

内電気設備を設置 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 
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・第二代替交流電源設備 

 

 

ⅱ . 大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 又は代替原

子炉補機冷却海水ポンプによる除熱 

上記「1.5.1(2)b.(a)ⅰ.代替原子炉補機冷却系によ

る除熱」の代替原子炉補機冷却系が故障等により最終

ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は， 大容量送水

車（ 熱交換器ユニット用） 又は代替原子炉補機冷却

海水ポンプにより原子炉補機冷却系へ直接海水を送水

する手段がある。 

 

大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 又は代替原

子炉補機冷却海水ポンプによる除熱で使用する設備は

以下のとおり。 

・大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 又は代替

原子炉補機冷却海水ポンプ 

 

・代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

・ホース 

・原子炉補機冷却系配管・弁 

 

 

・残留熱除去系熱交換器 

・海水貯留堰 

・スクリーン室 

・取水路 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・移動式変圧器 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

ⅱ) 代替残留熱除去系海水系による除熱 

上記「1.5.1(2)ｂ．(a)ⅰ) 緊急用海水系による除

熱」の緊急用海水系が故障等により最終ヒートシンク

へ熱を輸送できない場合は，代替残留熱除去系海水系

により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段が

ある。 

 

 

 

代替残留熱除去系海水系による除熱で使用する設備

は以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

 

 

・ホース 

・残留熱除去系海水系配管・弁 

・緊急用海水系配管・弁 

 

・残留熱除去系熱交換器 

・非常用取水設備 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

ⅱ 大型送水ポンプ車による除熱 

上記「(a)ⅰ 原子炉補機代替冷却系による除熱」の

原子炉補機代替冷却系が故障等により最終ヒートシン

クへ熱を輸送できない場合は，大型送水ポンプ車によ

り原子炉補機冷却系へ直接海水を送水する手段があ

る。 

 

 

 

大型送水ポンプ車による除熱で使用する設備は以下

のとおり。 

 

・大型送水ポンプ車 

 

 

 

・ホース・接続口 

・原子炉補機冷却系 配管・弁 

 

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

・残留熱除去系熱交換器 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設代

替交流電電設備から受

電するため，別置きの変

圧器が不要であるが，柏

崎 6/7 は高圧発電機車

を使用し熱交換ユニッ

トを起動するため，移動

式変圧器が必要 
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大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 又は代替原

子炉補機冷却海水ポンプと併せて設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード， サ

プレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格

納容器スプレイ冷却モード） により最終ヒートシンク

（海） へ熱を輸送する。 

なお， 全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起

動できない場合は， 常設代替交流電源設備又は第二代

替交流電源設備を用いて非常用高圧母線へ電源を供給

することで残留熱除去系を復旧する。 

 

 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード） 

・残留熱除去系（ サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード） 

・残留熱除去系（ 格納容器スプレイ冷却モード） 

・常設代替交流電源設備 

 

・第二代替交流電源設備 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備のう

ち，熱交換器ユニット， 大容量送水車（ 熱交換器ユニッ

ト用） ，代替原子炉補機冷却海水ストレーナ， ホース， 

原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク， 残留熱除去

系熱交換器， 海水貯留堰， スクリーン室， 取水路， 可

搬型代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対

処設備として位置付ける。 

代替原子炉補機冷却系と併せて使用する設備のうち， 

常設代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置

付ける。 

 

 

 

 

代替残留熱除去系海水系と併せて設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留

熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）により最終ヒー

トシンク（海）へ熱を輸送する。 

 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起

動できない場合は，常設代替交流電源設備により緊急

用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ

又はＭ／Ｃ ２Ｄへ電源を供給することで残留熱除去

系を復旧する。 

 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

・残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系） 

 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系） 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

緊急用海水系による除熱で使用する設備のうち，緊

急用海水ポンプ，緊急用海水系ストレーナ，緊急用海水

系配管・弁，残留熱除去系海水系配管・弁，残留熱除去

系熱交換器，非常用取水設備，常設代替交流電源設備，

燃料給油設備，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

大型送水ポンプ車と併せて設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び

残留熱除去系（格納容器冷却モード）により最終ヒー

トシンク（海）へ熱を輸送する。 

 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起

動できない場合は，常設代替交流電源設備により緊急

用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内

電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ電源

を供給することで残留熱除去系を復旧する。 

 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のと

おり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード） 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉補機代替冷却系による除熱で使用する設備のう

ち，移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，ホース・

接続口，原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク，

原子炉補機代替冷却系 配管・弁，残留熱除去系熱交換

器，取水口，取水管，取水槽，常設代替交流電源設備，

代替所内電気設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設

備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設計基

準事故対処設備である

非常用所内電気設備の

機能が喪失した場合の

代替設備として代替所

内電気設備を設置 
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また， 残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却モード， サ

プレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容

器スプレイ冷却モード） は重大事故等対処設備(設計基準

拡張)として位置付ける。 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した

設備は， 審査基準及び基準規則に要求される設備が全て

網羅されている。 

（添付資料1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により， 最終ヒートシンク

へ熱を輸送できない場合においても， 炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止できる。 

また， 以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため,自主対策設備として位置付け

る。あわせて， その理由を示す。 

・大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 又は代替原

子炉補機冷却海水ポンプ（ 移動式変圧器を含む） 

原子炉補機冷却系の淡水側に直接海水を送水する

ことから， 熱交換器の破損や配管の腐食が発生する

可能性があるが， 残留熱除去系（ 原子炉停止時冷却

モード， サプレッション・チェンバ・プール水冷却

モード及び格納容器スプレイ冷却モード） と併せて

使用することで最終ヒートシンク（ 海） へ熱を輸送

する手段として有効である。 

 

 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが， 常設代替交流電 

源設備と同等の機能を有することから， 健全性が

確認できた場合において， 重大事故等の対処に必要

な電源を確保するための手段として有効である。 

c. 手順等 

上記「a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備」及

び「b. サポート系故障時の対応手段及び設備」により選定し

た対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は， 運転員及び緊急時対策要員の対応として

事故時運転操作手順書（ 徴候ベース） （ 以下「EOP 」とい

 

 

 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全

て網羅されている。 

（添付資料1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により，最終ヒートシン

クへ熱を輸送できない場合においても，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付け

る。あわせて，その理由を示す。 

・可搬型代替注水大型ポンプ，ホース 

 

敷地に遡上する津波が発生した場合のアクセスルー

トの復旧には不確実さがあり，使用できない場合があ

るが，可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水供給に

より残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去

系（サプレッション・プール冷却系）又は残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系）が使用可能となれば，

最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段として有

効である。 

（添付資料 1.5.2） 

 

 

 

 

 

ｃ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」

及び「ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備」により

選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員等※２及び重大事故等対応要員の

対応として「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非

 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留

熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した

設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべ

て網羅されている。 

（添付資料 1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により，最終ヒートシンク

へ熱を輸送できない場合においても，炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため,自主対策設備と位置付ける。併

せて，その理由を示す。 

・大型送水ポンプ車 

 

原子炉補機冷却系の淡水側に直接海水を送水すること

から，熱交換器の破損や配管の腐食が発生する可能性が

あるが，大型送水ポンプ車による冷却水供給により残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系

（格納容器冷却モード）が使用可能となれば最終ヒート

シンク（海）へ熱を輸送する手段として有効である。 

 

（添付資料 1.5.2） 

 

 

 

 

 

ｃ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手順及び設備」

及び「ｂ．サポート系故障時の対応手順及び設備」により

選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応とし

て，事故時操作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」とい

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5-20



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

う。），AM 設備別操作手順書及び多様なハザード対応手順に定

める（第1.5.1 表） 。 

 

また， 重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必

要となる設備についても整理する（ 第1.5.2 表，第1.5.3 

表）。 

 

 

 

 

（添付資料 1.5.2） 

常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）」，「非常時運転

手順書Ⅲ（シビアアクシデント）」，「ＡＭ設備別操作手

順書」及び「重大事故等対策要領」に定める（第1.5－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が

必要となる設備についても整備する（第1.5－2表，第1.5

－3表）。 

※2 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応

要員（運転操作対応）をいう。 

 

 

（添付資料 1.5.3） 

う。），ＡＭ設備別操作要領書及び原子力災害対策手順書に

定める（第 1.5－1表）。 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が

必要となる設備についても整理する（第 1.5－2表，第 1.5

－3表）。 

 

 

 

 

（添付資料 1.5.3） 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，中央制

御室の運転員にて対応 
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1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，残留熱代替除去系により最

終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

(a) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱除去系の復旧に見込

みがなく※２原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で，

以下の条件がすべて成立した場合。 

・残留熱代替除去系が使用可能※３であること。 

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可

能であること。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超

えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃ 以上を確認した場合。 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要

な電源若しくは補機冷却水が確保できない

場合。 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている場合。 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱手順の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローは第 1.5－2 図，第 1.5－3 図，第

1.5－4図，第 1.5－5図に，概要図を第 1.5－7図に，

タイムチャートを第 1.5－8図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員に残留熱代替除去系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，残留熱代替除去系による

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要なポン

プ，電動弁及び監視計器の電源並びに冷却水が確

保されていることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部にガスタービン発電機の負荷容量を確認

し，残留熱代替除去系が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて残留

熱代替除去系の系統構成を実施する。（Ｂ－熱交バ

イパス弁の全閉，ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止

め弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン止め弁，

Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＢ－ＲＨＲドライウェル第

２スプレイ弁の全開操作を実施する。） 

⑤中央制御室運転員Ａは，残留熱代替除去系による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備完了を当

直副長に報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に残留熱代替除去

系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始を

指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，残留熱代替除去ポンプを

起動し，ＲＨＡＲライン流量調節弁を徐々に開操

作した後，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン流量

調節弁及びＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ライン流

量調節弁を調整開し，残留熱代替除去系の運転を

開始する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出口圧

力指示値の上昇，残留熱代替除去系原子炉注水流

量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇によ

り確認する。併せて，原子炉格納容器内へのスプ

レイが開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出

口圧力指示値の上昇，残留熱代替除去系格納容器

スプレイ流量指示値の上昇並びに原子炉格納容器

内圧力指示値及び温度指示値の低下により確認

し，当直副長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，残留熱

代替除去系による原子炉圧力容器内への注水及び

原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 
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⑩当直副長は，原子炉圧力容器内の水位及び原子炉

格納容器内の圧力を継続監視し，ＲＨＲ Ａ－Ｆ

ＬＳＲ連絡ライン流量調節弁及びＲＨＲ ＰＣＶ

スプレイ連絡ライン流量調節弁にて適宜，原子炉

圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧力の

調整を行うよう中央制御室運転員に指示する。ま

た，状況によりＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプ

レイ弁及びＲＨＲＰＣＶスプレイ連絡ライン流量

調節弁を全閉，Ｂ－ＲＨＲトーラススプレイ弁を

全開とすることで，Ｄ／ＷスプレイからＳ／Ｃス

プレイへ切り替える。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断した後，残留熱代替

除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始ま

での必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

30分以内で可能である。 

（添付資料 1.5.4－1(1)） 

 

(b) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却

系による補機冷却水確保 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するために残留熱代替除

去系の運転を実施する場合，原子炉補機代替冷却系によ

り補機冷却水を確保し，残留熱代替除去系で使用する残

留熱除去系熱交換器（Ｂ）へ供給する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱代替除去系を使用す

る場合。ただし，原子炉注水手段がない場合は，原子

炉注水準備を優先する※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超え

た場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｃ

ＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：常設設備による注水手段がない場合，又は低

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注

水を実施している場合は大量送水車による注
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水又は補給準備を実施。 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷

却系による補機冷却水確保の概要は以下のとおり。手

順の対応フローを第 1.5－2 図，第 1.5－3 図，第 1.5

－4 図，第 1.5－5 図に，概要図を第 1.5－9 図に，タ

イムチャートを第 1.5－10図に示す。 

 

（ⅰ）原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接

続口を使用した補機冷却水確保の場合 

ア．運転員操作 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運

転員に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水

確保の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急

時対策本部に原子炉補機代替冷却系による補機

冷却水確保の準備のため，移動式代替熱交換設

備，大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続

を依頼する。 

③ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能

な場合 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセ

ンタ切替盤にて，原子炉補機代替冷却系による

補機冷却水確保に必要なＢ－ＲＨＲ熱交冷却水

出口弁の電源切り替え操作を実施する。 

③b 非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可

な場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，

原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に

必要なＢ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の電源切り

替え操作を実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系

による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が

確保されたこと及び監視計器の電源が確保され

ていることを状態表示にて確認する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系

による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成

を実施し，当直副長に報告する。（第 1.5－9 図
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参照） 

⑥緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保のための移動式代替熱交換設

備，大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続

完了について緊急時対策本部に報告する。また，

緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子

炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始を

緊急時対策本部に依頼する。 

⑧緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備内の

淡水ポンプを起動し，原子炉補機代替冷却系に

よる補機冷却水供給開始について緊急時対策本

部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長

に報告する。 

⑨当直副長は，運転員に原子炉代替補機冷却系に

よる補機冷却水供給開始を指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水

出口弁を流量調整のため開度を調整し，当直副

長に報告する。(第 1.5－9図参照) 

 

イ．緊急時対策要員操作（原子炉建物南側接続口を

使用した補機冷却水確保及び原子炉建物西側接続

口を使用した補機冷却水確保手順は，⑦～⑨以外同

様） 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保

管エリア又は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大

型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。 

③緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大

型送水ポンプ車等を第１保管エリア又は第４保

管エリアから取水槽及び原子炉建物近傍屋外に

移動させる。 

④緊急時対策要員は，可搬型のホースの敷設及び

接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，電源ケーブルの敷設及び接

続を行う。 

⑥緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡

水側の水張りに向け系統構成のための弁の開閉
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操作を行う。 

⑦ａ原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水

確保の場合 

緊急時対策要員は，原子炉補機冷却系による非

管理区域側系統構成を実施する。（第 1.5－9 図

参照） 

⑧ａ原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水

確保の場合 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡

を密にし，移動式熱交換設備の淡水側の水張り

のためＡＨＥＦ Ｂ－西側供給配管止め弁の開

操作を行う。 

⑧ｂ原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水

確保の場合 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡

を密にし，移動式代替熱交換設備の淡水側の水

張りのためＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁の開

操作を行う。 

⑨ａ原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水

確保の場合 

緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡

水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作

及びＡＨＥＦ Ｂ－西側戻り配管止め弁の開操

作を行い，配管内の空気抜きを実施する。 

⑨ｂ原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水

確保の場合 

緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡

水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作

及びＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止め弁の開操作を

行い，配管内の空気抜きを実施する。 

⑩緊急時対策要員は，淡水側の水張り範囲内にお

いて漏えいのないことを確認する。 

⑪緊急時対策要員は，ガスタービン発電機の起動

により移動式代替熱交換設備への受電を確認す

る。 
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（ⅱ）原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合） 

 

ア．運転員操作 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準

備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確

保の準備のため，大型送水ポンプ車の配備及びホー

スの接続を依頼する。 

③ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場

合 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ

切替盤にて，原子炉補機代替冷却系による補機冷却

水確保に必要なＢ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の電源

切り替え操作を実施する。 

③b 非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場

合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，原子

炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ

－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実

施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保され

たこと及び監視計器の電源が確保されていることを

状態表示にて確認する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施

し，当直副長に報告する。（第 1.5－9図参照） 

⑥緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系による補

機冷却水確保のための大型送水ポンプ車の配備及

びホースの接続完了について緊急時対策本部に報

告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時

対策本部に依頼する。 
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⑧緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を起動し，原

子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始に

ついて緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対

策本部は当直長に報告する。 

⑨当直副長は，運転員に原子炉代替補機冷却系による

補機冷却水供給開始を指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口

弁を流量調整のため開度を調整し，当直副長に報告

する。(第 1.5－9図参照) 

 

イ．緊急時対策要員操作 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エ

リア又は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等の健全性確

認を行う。 

③緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等を第１保管

エリア又は第４保管エリアから取水槽近傍屋外に移

動させる。 

④緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大

型送水ポンプ車による補機冷却水確保の準備が完了

したことを報告する。 

⑥緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密

にし，ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側供給配管止め弁，

ＡＨＥＦ Ｂ－西側供給配管止め弁，ＲＣＷ Ｂ－

ＡＨＥＦ西側戻り配管止め弁及びＡＨＥＦ Ｂ－西

側戻り配管止め弁の全開並びに大型送水ポンプ車を

起動し，補機冷却水の供給を行う。 

⑦緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の吐出圧力に

て必要流量が確保されていることを確認する。 

⑧緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲につい

て漏えいの無いことを確認する。 

⑨緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を

継続して監視する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから残留熱代替

除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補
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機冷却水確保までの必要な要員数及び想定時間は以下

のとおり。 

・原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口

を使用した補機冷却水確保の場合，中央制御室運

転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 15

名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構

成完了まで１時間 40分以内，緊急時対策要員操作

の補機冷却水供給開始まで７時間 20 分以内で可

能である。 

・原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響がある場合），中央制御室運転員

１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員６名に

て作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完

了まで１時間 40分以内，緊急時対策要員操作の補

機冷却水供給開始まで７時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.5.4－1(2)(3)） 
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(1) 最終ヒートシンク（ 大気）への代替熱輸送（ 交流電源が健

全である場合） 

a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合，格納容器圧力逃がし装置により

最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は

代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統

回復し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が

可能な場合は， 一次隔離弁を全閉し，格納容器ベントを停止

することを基本として，その他の要因を考慮した上で総合的

に判断し，適切に対応する。なお，二次隔離弁については，

一次隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１

系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

炉心損傷※ 1 前において，原子炉格納容器内の冷却を実施

し て も ， 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 を 規 定 圧 力

（279kPa[gage]）以下に維持できない場合。 

 

 

 

※1:｢炉心損傷｣は， 格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS） 

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の10 倍を超えた場合，又は格納容

器内雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用できない場合に

(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流電源が健

全である場合） 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合，格納容器圧力逃がし装置により

最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は

代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統

回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水

素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉

格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した場合，並び

に原子炉格納容器内の圧力310kPa［gage］（1Pd）未満，原子

炉格納容器内の温度171℃未満及び原子炉格納容器内の水素

濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は，第一弁を

全閉し，格納容器ベントを停止することを基本として，その

他の要因を考慮した上で総合的に判断し，適切に対応する。

なお，フィルタ装置出口弁については，第一弁を全閉後，原

子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等，より安定

的な状態になった場合に全閉する。 

 

 

 

 

 

(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，外部水源による原子炉格納

容器内の冷却により，サプレッション・プール水位が

上昇し，サプレッション・プール水位指示値が通常水

位＋5.5mに到達した場合，又は原子炉格納容器内の冷

却を実施しても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（279kPa［gage］）以下に維持できない場合。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサ

プレッション・チェンバ内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍以上となった

場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できな

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源

が健全である場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系

により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又

は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が

１系統回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容

器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置に

よる原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，

並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未満，

原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内

の水素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場

合は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁を全閉し，格納容器ベントを停止

することを基本として，その他の要因を考慮した上で総合

的に判断し，適切に対応する。なお，ＮＧＣ非常用ガス処

理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパ

ス弁は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ

２ドライウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の

除熱機能が更に１系統回復する等，より安定的な状態にな

った場合に全閉する。 

 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，原子炉格納容器内の冷却を

実施しても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（245kPa[gage]）以下に維持できない場合。 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故

相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合，又は

格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ベント

停止に必要な各パラメ

ータの基準値を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉（Mark-Ⅰ

改 ） と 東 海 第 二

（Mark-Ⅱ）の最高使用

圧力の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント準備判断基準

の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 
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原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

 

ⅱ. 操作手順 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱の手順は以下のとおり。手順対応フローを第1.5.3 

図に，概要図を第1.5.4 図に， タイムチャートを第1.5.5 

図及び第1.5.6 図に示す。 

［W/W ベントの場合（D/W ベントの場合，手順⑧ 以外は同

様） ］ 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格

納容器内の水位がサプレッション・チェンバ・プール

水位外部水源注水制限（ベントライン-1m） 以下であ

ることを確認し， 格納容器圧力逃がし装置によるウェ

ットウェル（以下「W/W」という。）側からの格納容器

ベントの準備を開始するよう運転員に指示する（原子

炉格納容器内の水位がサプレッション・チェンバ・プ

ール水位外部水源注水制限を越えている場合はドライ

ウェル（ 以下「D/W」という。）側からの格納容器ベン

トの準備を開始するよう指示する）。 

 

 

②当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 緊急時対

策本部に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベン

トの準備開始を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③現場運転員C 及びD は， 格納容器圧力逃がし装置によ

る格納容器ベントに必要な電動弁の電源の受電操作を

実施する。 

 

い場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した

場合。 

ⅱ) 操作手順 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順対応フロー

を第1.5－2図に，概要図を第1.5－4図に，タイムチャ

ートを第1.5－5図に示す。 

【Ｓ／Ｃ側ベントの場合（Ｄ／Ｗ側ベントの場合，手

順⑦以外は同様。）。】 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，格納容

器圧力逃がし装置によるＳ／Ｃ側からの格納容器

ベントの準備を開始するように運転員等に指示す

る（Ｓ／Ｃ側からの格納容器ベントができない場

合は，Ｄ／Ｗ側からの格納容器ベントの準備を開

始するように指示する。）。 

 

 

 

 

 

 

②発電長は，災害対策本部長代理に格納容器圧力逃

がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，格納容器圧力逃がし

装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源

切替え操作を実施する。 

 

できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上

を確認した場合。 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フ

ローを第 1.5－2図に，概要図を第 1.5－11図に，タイ

ムチャートを第 1.5－12図及び第 1.5－13図に示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑫

以外は同様)］ 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，格納

容器フィルタベント系によるウェットウェル（以

下「Ｗ／Ｗ」という。）側からの格納容器ベントの

準備を開始するよう運転員に指示する（Ｗ／Ｗ側

からの格納容器ベントができない場合は，ドライ

ウェル（以下「Ｄ／Ｗ」という。）側からの格納容

器ベントの準備を開始するよう指示する)。 

 

 

 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に格納容器フィルタベント系による格納

容器ベントの準備開始を報告する。 

③ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な

場合 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセン

タ切替盤にて，格納容器フィルタベント系による

格納容器ベントに必要な窒素ガス制御系及び非

常用ガス処理系の電動弁の電源切り替え操作を

実施する。 

③ｂ非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な

場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，格

納容器フィルタベント系による格納容器ベント

に必要な窒素ガス制御系及び非常用ガス処理系

の電動弁の電源切り替え操作を実施する。 

島根２号炉は，10 倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10 倍

を含めて損傷と判断す

るため，「以上」として

いる 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，島根１

号炉と中央制御室を共

用しているため，当直副

長の指揮に基づき運転

操作対応を実施（以下，

⑫の相違） 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

ベント実施基準の相

違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／Ｃ

一次側にて切替え可能

な設備を設置 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のＳＡ電

源切替盤による電源切

り替え操作は，現場にて

実施 
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④中央制御室運転員A 及びB は，格納容器圧力逃がし装

置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保

されたこと， 及び監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示にて確認する。 

 

 

 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，FCVS 制御盤にてフィル

タ装置水位指示値が通常水位範囲内であること及びフ

ィルタ装置ドレン移送ポンプの水張りが完了している

ことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の確

認として， 不活性ガス系（ 以下「AC 系」という。）

隔離信号が発生している場合は，格納容器補助盤にて，

AC 系隔離信号の除外操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の系

統構成として， 非常用ガス処理系が運転中であれば非

常用ガス処理系を停止し，非常用ガス処理系フィルタ

装置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口U シール隔

離弁の全閉操作， 並びに耐圧強化ベント弁，非常用ガ

ス処理系第一隔離弁，換気空調系第一隔離弁，非常用

ガス処理系第二隔離弁及び換気空調系第二隔離弁の全

閉， 及びフィルタ装置入口弁の全開を確認する。 

⑧ａ W/W ベントの場合 

中央制御室運転員A 及びB は，一次隔離弁（ サプレッ

ション・チェンバ側） 操作用空気供給弁を全開とする

ことで駆動空気を確保し，一次隔離弁（サプレッショ

ン・チェンバ側）の全開操作を実施する。 

⑧ｂ D/W ベントの場合 

中央制御室運転員A 及びB は，一次隔離弁（ ドライウ

④運転員等は中央制御室にて，格納容器圧力逃がし

装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源

が確保されたこと，及び監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤運転員等は，格納容器ベント前の確認として，不

活性ガス系の隔離信号が発生している場合は，中

央制御室にて，不活性ガス系隔離信号の除外操作

を実施する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント前の

系統構成として，耐圧強化ベント系一次隔離弁，

原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁，換気空調系一

次隔離弁，耐圧強化ベント系二次隔離弁，原子炉

建屋ガス処理系二次隔離弁及び換気空調系二次隔

離弁の全閉を確認する。 

 

 

⑦ａＳ／Ｃ側ベントの場合 

運転員等は中央制御室にて，第一弁（Ｓ／Ｃ側の

全開操作を実施する。 

 

 

⑦ｂＤ／Ｗ側ベントの場合 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）の開操作ができない場合は，

④中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント

系による格納容器ベントに必要な電動弁及び監視

計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。 

 

 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１

ベントフィルタスクラバ容器水位指示値が通常水

位範囲内であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の確認

として，格納容器隔離信号が発生している場合は，

格納容器隔離信号の除外操作を実施する。 

 

⑦中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統

構成として，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後弁，ＳＧＴ耐

圧強化ベントライン止め弁，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔

離弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉

及びＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁

の全開を確認後，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁を全開し，格納容器フィルタベント系による格

納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。Ｎ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁の開操作が出来な

い場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイ

パス弁を全開し，格納容器フィルタベント系によ

る格納容器ベント準備完了を当直副長に報告す

る。 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，操作者

の１名を記載。柏崎 6/7

は，操作者及び確認者の

２名を記載（以下，⑬の

相違） 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ベント

準備におけるスクラバ

容器水位の確認に関す

る手順を記載 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器フィルタベント系と

非常用ガス処理系は別

ラインとなっているた

め，非常用ガス処理系の

停止不要 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＮＧＣ 
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ェル側）操作用空気供給弁を全開とすることで駆動空

気を確保し， 一次隔離弁（ドライウェル側） の全開

操作を実施する。 

⑨現場運転員C 及びD は， 格納容器ベント前の系統構成

として，フィルタベント大気放出ラインドレン弁を全

閉とし， 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベン

ト準備完了を当直副長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 格納容器

圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を緊急

時対策本部に報告する。 

⑪当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収

集を適宜行い,当直長に報告する。また， 当直長は原

子炉格納容器内の圧力に関する情報を， 緊急時対策本

部に報告する。 

 

 

⑫当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 格納容器

圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を緊急時

対策本部に報告する。 

 

 

 

運転員等は中央制御室にて，第一弁（Ｄ／Ｗ側）

の全開操作を実施する。 

 

⑧運転員等は，格納容器圧力逃がし装置による格納

容器ベント準備完了を発電長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨発電長は，格納容器圧力逃がし装置による格納容

器ベント準備完了を災害対策本部長代理に報告す

る。 

 

 

 

 

 

 

⑩発電長は，格納容器ベント判断基準であるサプレ

ッション・プール水位指示値が通常水位＋6.5mに

到達した後，ドライウェル圧力又はサプレッショ

ン・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］（1Pd）

に到達したことを確認し，格納容器圧力逃がし装

置による格納容器ベントの開始を災害対策本部長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベント準備完

了を緊急時対策本部に報告する。 

⑨当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に

関する情報収集を適宜行い，当直長に報告する。

また，当直長は，原子炉格納容器内の圧力及び水

位に関する情報を緊急時対策本部に報告する。 

 

 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベントの開始

を緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

非常用ガス処理入口隔

離弁（二次隔離弁）を全

開 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容

器バウンダリの維持及

び現場におけるベント

実施時の被ばく評価結

果を考慮しＮＧＣ非常

用ガス処理入口弁（第二

弁（ベント装置側））か

ら開操作する 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉も柏崎

6/7と同様に，ＦＣＶＳ

排気ラインドレン排出

弁をベント実施前に全

閉する必要があるが，当

該操作は，「(d) 格納容

器フィルタベント系停

止後の窒素ガスパージ」

手順にて実施 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ベント

準備完了後，パラメータ

等を緊急時対策本部へ

報告 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 
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⑬当直副長は，格納容器ベント開始圧力（310kPa[gage]）

に到達する時間， 原子炉格納容器内の圧力上昇率を考

慮し， 中央制御室運転員に格納容器ベント開始を指示

する。 

 

 

 

 

 

⑭中央制御室運転員A 及びB は，二次隔離弁を調整開

（ 流路面積約70%開）とし， 格納容器圧力逃がし装置

による格納容器ベントを開始する。二次隔離弁の開操

作ができない場合は， 二次隔離弁バイパス弁を調整開

（流路面積約70%開） とし，格納容器圧力逃がし装置

による格納容器ベントを開始する。 

なお，原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認され

なかった場合は，二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス

弁の増開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

⑮中央制御室運転員A 及びB は，格納容器圧力逃がし

装置による格納容器ベントが開始されたことを格納

容器内圧力指示値の低下及びフィルタ装置入口圧力

指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。

また， 当直長は，格納容器圧力逃がし装置による格

納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に

報告する。 

 

 

 

 

⑯当直副長は現場運転員に水素バイパスライン止め弁を

全開するよう指示する。 

⑰現場運転員C及びDは，水素バイパスライン止め弁の全

代理に報告する。 

⑪発電長は，運転員等に格納容器圧力逃がし装置

による格納容器ベント開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑫運転員は中央制御室にて，第二弁の全開操作を実

施し，格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベ

ントを開始する。なお，第二弁の開操作ができな

い場合は，第二弁バイパス弁の全開操作を実施し，

格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを

開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬運転員等は中央制御室にて，格納容器圧力逃がし

装置による格納容器ベントが開始されたことをド

ライウェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧

力指示値の低下，並びにフィルタ装置圧力及びフ

ィルタ装置スクラビング水温度指示値の上昇によ

り確認するとともに，フィルタ装置出口放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇を確認

し，発電長に報告する。また，発電長は，格納容

器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始さ

れたことを災害対策本部長代理に報告する。 

 

 

 

 

 

⑪当直副長は，以下のいずれかの条件に到達したこ

とを確認し，運転員に格納容器ベント開始を指示

する。 

・外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイを実

施中に，サプレッション・プール水位指示値が

通常水位＋約 1.3mに到達した場合 

・原子炉格納容器内の圧力が 384kPa[gage]に到

達した場合において，外部水源を用いた原子炉

格納容器スプレイが実施できない場合。 

⑫ａＷ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出

口隔離弁の全開操作により，格納容器フィルタベ

ント系による格納容器ベントを開始する。 

 

 

 

 

 

⑫ｂＤ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェ

ル出口隔離弁の全開操作により，格納容器フィル

タベント系による格納容器ベントを開始する。 

 

⑬中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント

系による格納容器ベントが開始されたことを，原

子炉格納容器内の圧力指示値の低下，並びに第１

ベントフィルタスクラバ容器温度指示値の上昇に

より確認するとともに，第１ベントフィルタ出口

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上

昇により確認し，当直副長に報告する。また，当

直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器

フィルタベント系による格納容器ベントが開始さ

れたことを緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，二次隔

離弁はバイパス弁も含

め前段の系統構成で開

操作 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水素バ
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開操作を実施する。 

 

⑱中央制御室運転員A 及びB は，FCVS 制御盤にてフィル

タ装置水位指示値を確認し，水位調整が必要な場合は

当直副長に報告する。また， 当直長は，フィルタ装置

の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼す

る。 

 

 

 

 

 

⑲中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント開始後，

残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容

器内の除熱機能が１系統回復し，原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は， 一次隔

離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル

側） の全閉操作を実施し，格納容器圧力逃がし装置に

よる格納容器ベントを停止する。 一次隔離弁を全閉

後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１系統回復す

る等，より安定的な状態になった場合は，二次隔離弁

又は二次隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント開始

後，残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子

炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し，可燃性ガ

ス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸

素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原

子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場

合，並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa［gage］

（1Pd）未満，原子炉格納容器内の温度171℃未満

及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満

であることを確認することにより，第一弁（Ｓ／

Ｃ側又はＤ／Ｗ側）の全閉操作を実施し，格納容

器圧力逃がし装置による格納容器ベントを停止す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１

ベントフィルタスクラバ容器水位指示値を確認

し，水位調整が必要な場合は当直副長に報告する。

また，当直長は，当直副長からの依頼に基づき，

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位調整を実

施するよう緊急時対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

⑮当直副長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去

系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内

の除熱機能が１系統回復し，原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で，かつ可燃

性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内に水

素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置に

よる原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能

な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa 

[gage]（１Pd）未満，原子炉格納容器内の温度 171℃

未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界

未満であることを確認することにより，ＮＧＣ 

Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドライ

ウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し，格納容器

フィルタベント系による格納容器ベントを停止す

るよう運転員に指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出

口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離

弁の全閉操作を実施し，格納容器フィルタベント

イパスラインに止め弁

なし 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント実施後

のスクラバ容器水位の

監視に関する手順を記

載 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止時

の指揮・命令系統を記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント停止条件の相

違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ベント

停止に必要な各パラメ

ータの基準値を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉（Mark-Ⅰ

改 ） と 東 海 第 二

（Mark-Ⅱ）の最高使用

圧力の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉
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ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 名（操

作者及び確認者）及び現場運転員2 名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約40 分で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベ

ント準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下

のとおり。 

 

 

・中央制御室からの第一弁（Ｓ／Ｃ側）操作の場合 

 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，5分以内で可能である。 

 

 

・中央制御室からの第一弁（Ｄ／Ｗ側）操作の場合 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，5分以内で可能である。 

 

 

 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始ま

での必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

・中央制御室からの第二弁操作の場合 

 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，2分以内で可能である。 

 

 

系による格納容器ベントを停止する。 

⑰当直副長は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又

はＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁を全閉

後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１系統回

復する等，より安定的な状態になった場合は，Ｎ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用

ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施

するよう運転員に指示する。 

⑱中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バ

イパス弁の全閉操作を実施する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから，格納容器ベ

ント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以下の

とおり。 

 

 

・中央制御室からのＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁

操作の場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，45分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始まで

の必要な要員及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室からのＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁

操作の場合 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内

で可能である。 

・中央制御室からのＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔

離弁操作の場合 

格納容器ベント停止時

の指揮・命令系統を記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止後

に更に安定した状態に

なった場合の手順を記

載 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備構成，対応する要

員及び所要時間の相違

（以下，⑭の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のＳＡ電

源切替盤による電源切

り替え操作は，現場にて

実施 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，放射性

物質閉じ込めの観点か

ら，第二弁を全開し，ベ

ント時に第一弁を全開 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器ベント準備とベント

開始を分けて記載 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度

である。 

（添付資料 1.5.3－ 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓ／Ｃ側ベントの場合】 

サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋

5.5mに到達後，又は原子炉格納容器内の冷却を実施し

ても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa

［gage］）以下に維持できない場合に，第一弁（Ｓ／Ｃ

側）操作を中央制御室にて実施した場合，5分以内で可

能である。また，サプレッション・プール水位指示値

が通常水位＋6.5mに到達し，ドライウェル圧力又はサ

プレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］

（1Pd）に到達後，第二弁操作を中央制御室にて実施し

た場合，2分以内で可能である。 

 

 

 

【Ｄ／Ｗ側ベントの場合】 

サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋

5.5mに到達後，又は原子炉格納容器内の冷却を実施し

ても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa

［gage］）以下に維持できない場合に，第一弁（Ｄ／Ｗ

側）操作を中央制御室にて実施した場合，5分以内で可

能である。また，サプレッション・プール水位指示値

が通常水位＋6.5mに到達し，ドライウェル圧力又はサ

プレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］

（1Pd）に到達後，第二弁操作を中央制御室にて実施し

た場合，2分以内で可能である。 

 

 

 

（添付資料1.5.4） 

 

 

 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内

で可能である。 

 

 

 

 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＮＧＣ非常用

ガス処理入口隔離弁操作を中央制御室及び現場に

て実施した場合，45分以内で可能である。また，

格納容器ベント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２トーラ

ス出口隔離弁操作を中央制御室にて実施した場

合，10 分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＮＧＣ非常用ガ

ス処理入口隔離弁操作を中央制御室及び現場にて実

施した場合，45分以内で可能である。また，格納容

器ベント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出

口隔離弁操作を中央制御室にて実施した場合，10分

以内で可能である。 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

（添付資料 1.5.4－2(1)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容

器バウンダリの維持及

び現場におけるベント

実施時の被ばく評価結

果を考慮しＮＧＣ非常

用ガス処理入口弁（第二

弁（ベント装置側））か

ら開操作する 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容

器バウンダリの維持及

び現場におけるベント

実施時の被ばく評価結

果を考慮しＮＧＣ非常

用ガス処理入口弁（第二

弁（ベント装置側））か

ら開操作する 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 
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(b) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ） 

残留熱除去系の機能が喪失し，格納容器圧力逃がし装置

により大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する場合，

空気駆動弁である一次隔離弁（サプレッション・チェンバ

側又はドライウェル側） を全開とし，格納容器ベントライ

ンを構成する必要があり，通常の駆動空気供給源である計

装用圧縮空気系が喪失した状況下では遠隔空気駆動弁操作

用ボンベが駆動源となる。常設ボンベの圧力が低下した場

合に，常設ボンベと予備ボンベを交換することで，一次隔

離弁の駆動圧力を確保する。 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

格納容器圧力逃がし装置の系統構成及び格納容器圧力逃

がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施

中， 各隔離弁の駆動源である遠隔空気駆動弁操作用ボンベ

の圧力が規定値以下となった場合。 

 

ⅱ. 操作手順 

原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（ 予備ボンベ）の手

順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5.7 図に，タイム

チャートを第1.5.8 図に示す。 

 

［一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）遠隔空気駆

動弁操作用ボンベ交換］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転

員に一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）遠隔

空気駆動弁操作用ボンベを， 使用済みボンベから予備

ボンベへの交換を指示する。 

②現場運転員C 及びD は， 予備ボンベを予備ボンベラッ

クから運搬する。 

③現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（サプレッショ

ン・チェンバ側） 操作用空気ボンベ出口弁及びボンベ

本体の弁を全閉とし，使用中ボンベを取り外し，予備

ボンベを接続する。 

④現場運転員C 及びD は， ボンベ本体の弁を全開とし， 

ボンベ接続部から一次隔離弁（ サプレッション・チェ

ンバ側） 操作用空気ボンベ出口弁までのリークチェッ

クを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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⑤現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（サプレッショ

ン・チェンバ側） 操作用空気ボンベ出口弁を全開にす

る。 

⑥現場運転員C 及びD は， 使用済みボンベをボンベラッ

クへ収納する。 

⑦現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（サプレッショ

ン・チェンバ側） 遠隔空気駆動弁操作用ボンベの交換

完了を当直副長に報告する。 

⑧当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 予備ボン

ベの確保を緊急時対策本部に依頼する。 

 

［一次隔離弁（ドライウェル側） 遠隔空気駆動弁操作用ボ

ンベ交換］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転

員に一次隔離弁（ドライウェル側） 遠隔空気駆動弁操

作用ボンベを，使用済みボンベから予備ボンベへの交

換を指示する。 

②現場運転員C 及びD は， 予備ボンベを予備ボンベラッ

クから運搬する。 

③現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（ドライウェル側）

操作用空気ボンベ出口弁及びボンベ本体の弁を全閉と

し， 使用中ボンベを取り外し，予備ボンベを接続する。 

④現場運転員C 及びD は， ボンベ本体の弁を全開とし， 

ボンベ接続部から一次隔離弁（ ドライウェル側）操作

用空気ボンベ出口弁までのリークチェックを実施す

る。 

⑤現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（ドライウェル側）

操作用空気ボンベ出口弁を全開にする。 

⑥現場運転員C 及びD は， 使用済みボンベをボンベラッ

クへ収納する。 

⑦現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（ドライウェル側）

遠隔空気駆動弁操作用ボンベの交換完了を当直副長に

報告する。 

⑧当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 予備ボン

ベの確保を緊急時対策本部に依頼する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 名
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（操作者及び確認者）及び現場運転員2 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからボンベ交換終了まで約

45 分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が

開始できるよう， 使用する資機材は作業場所近傍に配備す

る。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.5.3－ 2） 

 

(c) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置の水位調整準

備として，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水

張りを実施する。 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

残留熱除去系の機能が喪失した場合。 

 

ⅱ. 操作手順 

フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りの手順は以下のと

おり。概要図を第1.5.9 図に，タイムチャートを第1.5.10

図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき， 緊

急時対策要員へドレン移送ポンプ水張りを指示する。 

②緊急時対策要員は，FCVSフィルタベント装置ドレン移

送ポンプ入口弁を全開操作し，FCVS フィルタベント装

置遮蔽壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備にて全開

した後，FCVS フィルタベント装置移送ポンプテストラ

イン止め弁を開操作することで系統内のエア抜きを実

施し， エア抜き完了後，FCVS フィルタベント装置移

送ポンプテストライン止め弁を全閉操作する。 

③緊急時対策要員は，ドレン移送ポンプ水張りの完了を

緊急時対策本部に報告する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり緊急時対策要員2 名に

て作業を実施した場合， 作業開始を判断してからフィルタ

装置ドレン移送ポンプ水張りの完了まで45 分以内で可能

である。なお， 屋外における本操作は， 格納容器ベント

実施前の操作であることから，作業エリアの環境による作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 
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業性への影響はない。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

（添付資料 1.5.3－ 3） 

 

(d) フィルタ装置水位調整（水張り） 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到達

する前に， フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水

張りを実施する。 

 

 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した場

合。 

 

 

 

ⅱ. 操作手順 

フィルタ装置水位調整（ 水張り） 手順の概要は以下のと

おり。概要図を第1.5.11 図に，タイムチャートを第1.5.12 

図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき， 緊

急時対策要員へフィルタ装置水位調整（水張り）の準

備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) フィルタ装置スクラビング水補給 

フィルタ装置の水位が待機時水位下限である

2,530mmを下回り，下限水位である 1,325mmに到達する

前に，西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽又は淡水タンク

を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプによりフィルタ装置へ水張りを実施

する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位指示値が 1,500mm以下の場合。 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

フィルタ装置スクラビング水補給手順の概要は以下

のとおり。 

概要図を第 1.5－6図に，タイムチャートを第 1.5－

7図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対

策本部長代理にフィルタ装置スクラビング水補給

の準備開始を依頼する。 

 

 

 

 

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員にフ

ィルタ装置スクラビング水補給の準備開始を指示

する。 

 

③発電長は，運転員等にフィルタ装置スクラビング

水補給の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位

を下回り下限水位に到達する前に，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車によ

り第１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施す

る。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報

が発報した場合。 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.5－14図に，

タイムチャートを第 1.5－15図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直

長を経由して，緊急時対策本部へ第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水張り）の準備開始

を依頼する。 

 

 

 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員へ第１ベント

フィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の準備

開始を指示する。 

 

③当直副長は，運転員に第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，水位低

警報を設置しており，そ

の発報に基づき着手 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

手順着手の実施判断

者の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

手順着手の実施判断

者の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 
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②a 防火水槽から可搬型代替注水ポンプ(A－2級)を展開

した水張りの場合又は淡水貯水池から可搬型代替注水

ポンプ(A－2級)を展開した水張りの場合（ 淡水貯水池

を水源とし，あらかじめ敷設してあるホースが使用で

きる場合） 

緊急時対策要員は， フィルタベント遮蔽壁南側（ 屋

外）にて，可搬型代替注水ポンプ（A－ 2 級）を配備

し， 防火水槽又は淡水貯水池から可搬型代替注水ポン

プ（A－2級） へ， 可搬型代替注水ポンプ（A－2 級） 

からフィルタ装置補給水接続口へそれぞれ送水ホース

を接続し，フィルタ装置水位調整（ 水張り） の準備

完了を緊急時対策本部に報告する 

②b 事前に他の対応手段により設置した可搬型代替注水

ポンプ(A-2級)を使用した水張りの場合（ 淡水貯水池

を水源とし， あらかじめ敷設してあるホースが使用で

きない場合） 

緊急時対策要員は， 事前に他の対応手段により設置し

た可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）からフィルタベン

ト装置補給水接続口へホースを接続し，フィルタ装置

水位調整（ 水張り） の準備完了を緊急時対策本部に

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，フィルタ装置スクラ

ビング水補給に必要な監視計器の電源が確保され

ていることを状態表示等により確認し，フィルタ

装置スクラビング水補給の準備完了を発電長に報

告する。 

⑤発電長は，フィルタ装置スクラビング水補給の準

備完了を災害対策本部長代理に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥重大事故等対応要員は，フィルタ装置スクラビン

グ水補給として使用する可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプの配備及びホー

スを接続し，フィルタ装置スクラビング水補給の

準備完了を災害対策本部長代理に報告する。 

 

 

⑦災害対策本部長代理は，フィルタ装置スクラビン

グ水補給の準備完了を発電長に報告する。 

 

⑧発電長は，災害対策本部長代理にフィルタ装置ス

クラビング水補給として使用する可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる

送水開始を依頼する。 

④中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位調整（水張り）に必要な監視計器の

電源が確保されていることを状態表示等により確

認し，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）の準備完了を当直副長に報告する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，第１ベ

ントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の

準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥緊急時対策要員は，事前に他の対応手段により設

置した第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）として使用する大量送水車の配備及

び第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続

口へ送水ホースを接続し，第１ベントフィルタス

クラバ容器水位調整（水張り）の準備が完了した

ことを緊急時対策本部に報告する。 

⑦緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ

容器水位調整（水張り）の準備完了を当直長に報

告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に第１ベントフィルタスクラバ容器水位

調整（水張り）として使用する大量送水車による

送水開始を依頼する。 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スクラ

バ容器水位調整準備に

関する手順を記載 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設の

ホースを使用せず可搬

ホースにて送水を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

手順着手の実施判断

者の相違 
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③緊急時対策本部は，緊急時対策要員にフィルタ装置水

位調整（水張り）の開始を指示する。 

 

 

④緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）

起動とFCVS フィルタベント装置給水ライン元弁の全

開操作を実施し，フィルタ装置への給水が開始された

ことを，フィルタベント遮蔽壁附室のFCVS 計器ラック

にて， フィルタ装置水位指示値の上昇により確認し，

給水開始を緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急時対策要員は，フィルタ装置水位指示値が規定水

位に到達したことを確認し，可搬型代替注水ポンプ（A

－ 2級） 停止操作，FCVS フィルタベント装置給水ラ

イン元弁の全閉操作及びフィルタ装置補給水接続口送

水ホースの取外し操作を実施する。 

 

 

 

⑨災害対策本部長代理は，フィルタ装置スクラビン

グ水補給として使用する可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプの起動を重大事

故等対応要員に指示する。 

⑩重大事故等対応要員は，フィルタ装置スクラビン

グ水補給として使用する可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後，

格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にてフィル

タベント装置補給水ライン元弁の全開操作を実施

し，フィルタ装置スクラビング水補給として使用

する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプにより送水を開始したことを災害対

策本部長代理に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪災害対策本部長代理は，フィルタ装置スクラビン

グ水補給として使用する可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開

始したことを発電長に報告する。 

 

 

 

 

 

⑫運転員等は中央制御室にて，フィルタ装置スクラ

ビング水補給が開始されたことをフィルタ装置水

位指示値の上昇により確認した後，待機時水位下

限である2,530mm以上まで補給されたことを確認

し，発電長に報告する。 

 

 

 

⑨緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ

容器水位調整（水張り）として使用する大量送水

車の起動を緊急時対策要員に指示する。 

 

⑩緊急時対策要員は，第１ベントフィルタスクラバ

容器水位調整（水張り）として使用する大量送水

車を起動した後，ＦＣＶＳ補給止め弁の全開操作

を実施し，第１ベントフィルタスクラバ容器水位

調整（水張り）として使用する大量送水車による

注水が開始されたことを，第１ベントフィルタ格

納槽付近（屋外）の計器ラックにて，第１ベント

フィルタスクラバ容器水位指示値の上昇により確

認し，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）として使用する大量送水車による送水

を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

 

⑪緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ

容器水位調整（水張り）として使用する大量送水

車による送水を開始したことを当直長に報告す

る。 

⑫当直副長は，第１ベントフィルタスクラバ容器の

水位を監視するよう運転員に指示する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位にて水位を継続監視する。 

 

⑭緊急時対策要員は，規定水位に到達したことを確

認し，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉とした後，第１

ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

として使用する大量送水車を停止し，第１ベント

フィルタスクラバ容器補給用接続口送水ホースの

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納槽

付近に設置した計器ラ

ックによりスクラバ容

器水位指示値の上昇を

確認 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，送水開

始をスクラバ容器水位

指示値により確認 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

手順着手の実施判断

者の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，監視の

指示に関する手順を記

載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，規定水

位到達の判断は緊急時

対策要員が実施し，水張
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⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部へフィルタ装置水

位調整（水張り）の完了を報告する。 

 

 

 

ⅲ. 操作の成立性 

 

 

 

 

防火水槽から可搬型代替注水ポンプ(A－2級)を展開した

フィルタ装置水位調整（水張り） 操作は，1 ユニット当た

り緊急時対策要員2 名にて作業を実施した場合， 作業開始

を判断してから水源と送水ルートの特定～ 可搬型代替注

水ポンプ（A－2 級）の配備～送水準備～ フィルタ装置補

給用接続口使用による可搬型代替注水ポンプ（A－2 級） に

よる注水開始まで約65 分， フィルタ装置水位調整（ 水張

り） 完了まで約125 分で可能である。 

淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A－2級)を展開し

たフィルタ装置水位調整（ 水張り）（ あらかじめ敷設して

あるホースが使用できる場合）操作は，1 ユニット当たり

緊急時対策要員6 名にて作業を実施した場合， 作業開始を

判断してから水源と送水ルートの特定～可搬型代替注水ポ

ンプ（A－2 級） の配備～ 送水準備～フィルタ装置補給用

⑬発電長は，災害対策本部長代理にフィルタ装置ス

クラビング水補給の停止を依頼する。 

⑭災害対策本部長代理は，フィルタ装置スクラビン

グ水補給として使用する可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプの停止を重大事

故等対応要員に指示する。 

 

 

⑮重大事故等対応要員は格納容器圧力逃がし装置格

納槽付属室にて，フィルタベント装置補給水ライ

ン元弁を全閉とした後，フィルタ装置スクラビン

グ水補給として使用する可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプを停止し，災害

対策本部長代理に報告する。 

⑯災害対策本部長代理は，フィルタ装置スクラビン

グ水補給として使用する可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水を停

止したことを発電長に報告する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してからフィルタ装

置スクラビング水補給の開始までの必要な要員数及び

所要時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取外し操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑮緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベント

フィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として

使用する大量送水車による送水を停止したことを

報告する。 

 

 

⑯緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ

容器水位調整（水張り）として使用する大量送水

車による送水を停止したことを当直長に報告す

る。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから第１ベント

フィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の開始及び

完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとお

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りを停止 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，規定水

位到達の判断は緊急時

対策要員が実施。また，

送水ホースの取外しを

実施 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

指揮命令系統の相違 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設の

ホースを使用せず可搬

ホースにて送水を実施 
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接続口使用による可搬型代替注水ポンプ（A－ 2 級）によ

る注水開始まで約65 分，フィルタ装置水位調整（ 水張り）

完了まで約125 分で可能である。 

また，事前に他の対応手段により設置した可搬型代替注

水ポンプ（A－2 級） を使用したフィルタ装置水位調整（水

張り）（ 淡水貯水池を水源とし， あらかじめ敷設してある

ホースが使用できない場合） 操作は，1 ユニット当たり，

緊急時対策要員6 名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから可搬型代替注水ポンプ位置（A－ 2 級）と送

水ルートの確認～送水準備～フィルタ装置補給用接続口使

用による可搬型代替注水ポンプ（A－ 2 級）による注水開

始まで約95 分，フィルタ装置水位調整（ 水張り）完了ま

で約155 分で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントである

ことから，本操作における作業エリアの被ばく線量率は低

く， 作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料1.5.3－ 4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使

用したフィルタ装置スクラビング水補給】（水源：

代替淡水貯槽） 

・現場対応を重大事故等対応要員 8 名にて作業を実

施した場合，180分以内で可能である。 

【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使

用したフィルタ装置スクラビング水補給】（水源：

淡水タンク） 

・現場対応を重大事故等対応要員 8 名にて作業を実

施した場合，165分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

ホース等の接続は速やかに作業ができるように，フィ

ルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代

替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの保

管場所に使用工具及びホースを配備する。 

 

車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライト

を用いることで，暗闇における作業性についても確保

する。 

（添付資料 1.5.4，添付資料 1.5.6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から大

量送水車を展開した第１ベントフィルタスクラバ容器

水位調整（水張り）操作は，中央制御室運転員１名及

び緊急時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送

水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ

容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開

始まで２時間 10分以内，第１ベントフィルタスクラバ

容器水位調整（水張り）完了まで２時間 30分以内で可

能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントで

あることから，本操作における作業エリアの被ばく線

量率は低く，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に操作が可能である。 

 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用

いることで，暗闇における作業性についても確保する。 

 

（添付資料 1.5.4－2(3)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は使用す

る代替淡水源，接続口に

より対応人数，想定時間

は変わらない 
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(e) フィルタ装置スクラビング水移送 

水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置

内に蓄積することを防止するため，フィルタ装置スクラ

ビング水をサプレッション・チェンバへ移送する。移送

ポンプの電源は，常設代替交流電源設備として使用する

常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備と

して使用する可搬型代替低圧電源車から受電可能であ

る。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

フィルタ装置スクラビング水温度指示値が55℃※１

以下において，フィルタ装置水位が規定値以上確保さ

れている場合。 

※1：可搬型窒素供給装置出口温度と同程度の温度と

し，さらにフィルタ装置スクラビング水温度が上

昇傾向にないことの確認により冷却が完了した

と判断できる温度。 

 

ⅱ) 操作手順 

フィルタ装置スクラビング水移送手順の概要は以下

のとおり。 

概要図を第1.5－12図に，タイムチャートを第1.5－

13図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対

策本部長代理にフィルタ装置水張りの準備開始を

依頼する。 

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員にフ

ィルタ装置水張りの準備開始を指示する。 

③発電長は，運転員等にフィルタ装置スクラビング

水移送の準備開始を指示する。 

④運転員等は中央制御室にて，フィルタ装置のスク

ラビング水移送に必要なポンプ，電動弁及び監視

計器の電源が確保されていることを状態表示等に

より確認し，発電長に報告する。 

⑤発電長は，運転員等にフィルタ装置のスクラビン

グ水移送に必要な系統構成を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，フィルタベント装置

移送ライン止め弁を全開とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，フィル

タベント実施に伴う現

場操作地点等における

被ばく評価及びスクラ

ビング水の保有水量の

設定根拠についてに記

載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の水の放

射線分解により発生す

る水素のフィルタ装置

内への蓄積防止は，必要

に応じて窒素ガスパー

ジ（(d) 格納容器フィ

ルタベント系停止後の

窒素ガスパージ）を行う

ことで対応。また，最終

的なスクラビング水移

送は，事故収束後に行う

手順のため，記載不要と

整理 
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⑦運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟にて，フィル

タベント装置ドレン移送ライン切替え弁（Ｓ／Ｃ

側）を全開とする。 

⑧運転員等は，フィルタ装置のスクラビング水移送

に必要な系統構成が完了したことを発電長に報告

する。 

⑨発電長は，運転員等にフィルタ装置のスクラビン

グ水移送を指示する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，移送ポンプを起動し

た後，フィルタ装置水位指示値が計測範囲下端で

ある180mmまで低下したことを確認し，移送ポンプ

を停止する。 

⑪運転員等は，フィルタ装置のスクラビング水移送

が完了したことを発電長に報告する。 

⑫発電長は，災害対策本部長代理にフィルタ装置水

張りの準備が完了したことを報告する。 

⑬重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理にフ

ィルタ装置水張りの準備が完了したことを報告す

る。 

⑭災害対策本部長代理は，発電長にフィルタ装置水

張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプによる送水開始を報

告する。 

⑮災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員にフ

ィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの起動

を指示する。 

⑯重大事故等対応要員は，フィルタ装置水張りとし

て使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプを起動した後，格納容器圧力

逃がし装置格納槽付属室にてフィルタベント装置

補給水ライン元弁の全開操作を実施し，フィルタ

装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を

開始したことを災害対策本部長代理に報告する。 

⑰災害対策本部長代理は，発電長にフィルタ装置水

張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始し
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たことを報告する。 

⑱発電長は，運転員等にフィルタ装置水位を確認す

るように指示する。 

⑲運転員等は中央制御室にて，フィルタ装置水位指

示値が待機時水位下限である2,530mm以上まで水

張りされたことを確認し，発電長に報告する。 

⑳発電長は，災害対策本部長代理にフィルタ装置水

張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプによる送水の停止を

依頼する。 

㉑災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員にフ

ィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの停止

を指示する。 

㉒重大事故等対応要員は，格納容器圧力逃がし装置

格納槽付属室にてフィルタベント装置補給水ライ

ン元弁を全閉とした後，フィルタ装置水張りとし

て使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプを停止し，災害対策本部長代

理に報告する。 

㉓災害対策本部長代理は，発電長にフィルタ装置水

張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプによる送水停止を報

告する。 

㉔発電長は，運転員等にフィルタ装置スクラビング

水移送ライン洗浄のため，スクラビング水移送を

指示する。 

㉕運転員等は中央制御室にて，移送ポンプを起動し

た後，フィルタ装置水位指示値が計測範囲下端で

ある180mmまで低下したことを確認し，移送ポンプ

を停止する。 

㉖運転員等は，フィルタ装置スクラビング水移送ラ

インの洗浄が完了したことを発電長に報告する。 

㉗発電長は，運転員等にフィルタ装置入口水素濃度

を確認するように指示する。 

㉘運転員等は中央制御室にて，フィルタ装置入口水

素濃度指示値が可燃限界未満であることを確認

し，発電長に報告する。 
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㉙発電長は，災害対策本部長代理にフィルタ装置内

の不活性ガス（窒素）置換の停止を依頼する。 

㉚災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員にフ

ィルタ装置内の不活性ガス（窒素）による置換の

停止を指示する。 

㉛重大事故等対応要員は原子炉建屋東側屋外にて，

フィルタベント装置窒素供給ライン元弁を全閉と

し，フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換を

停止する。 

㉜重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理に可

搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内の不活性

ガス（窒素）置換の停止を報告する。 

㉝災害対策本部長代理は，発電長に可搬型窒素供給

装置によるフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）

置換の停止を報告する。 

㉞発電長は，運転員等にフィルタ装置出口弁を全閉

とするように指示する。 

㉟運転員等は，格納容器圧力逃がし装置格納槽付属

室にてフィルタ装置出口弁を全閉とし，発電長に

報告する 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作のうちフィルタ装置スクラビング水移送

については，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）

1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してからフィルタ装

置スクラビング水移送開始まで54分以内で可能であ

る。 

また，フィルタ装置水張りについては，フィルタ装

置スクラビング水移送完了からフィルタ装置水張り開

始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使

用したフィルタ装置水張り】（水源：代替淡水貯槽） 

・現場対応を重大事故等対応要員 8 名にて作業を実

施した場合，180分以内で可能である。 

【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使

用したフィルタ装置水張り】（水源：淡水タンク） 

・現場対応を重大事故等対応要員 8 名にて作業を実
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(e) フィルタ装置水位調整（ 水抜き） 

 格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気され

たガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内及びフィルタ

装置内で凝縮し， その凝縮水がフィルタ装置に溜まるこ

とでフィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断し

た場合，又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上

限差圧に到達すると判断した場合はフィルタ装置機能維

持のためフィルタ装置の排水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した

施した場合，165分以内で可能である。 

フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄につい

ては，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名に

て作業を実施した場合，フィルタ装置水張り完了から

フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄開始まで

4分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントで

あるため，本操作における作業エリアの被ばく線量率

は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

ホース等の接続を速やかに作業できるように，フィル

タ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポン

プ及び可搬型代替注水大型ポンプの保管場所に使用工

具及びホースを配備する。車両の作業用照明，ヘッド

ライト及びＬＥＤライトを用いることで，暗闇におけ

る作業性についても確保する。室温は通常運転時と同

程度である。 

（添付資料1.5.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き） 

格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気され

たガスが格納容器フィルタベント系の配管内及び第１ベ

ントフィルタスクラバ容器内で凝縮し，その凝縮水が第

１ベントフィルタスクラバ容器に溜まることで第１ベン

トフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると

判断した場合は，格納容器フィルタベント系機能維持の

ため第１ベントフィルタスクラバ容器の排水を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，スクラ

ビング水の水位挙動評

価により，事故発生後７

日間はスクラバ容器水

位調整（水抜き）不要な

ため，自主対策として整

備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の金属フ

ィルタは解析上閉塞し

ないことを確認してお

り，差圧計は設置不要 

 

 

・設備の相違 
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場合， 又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限

差圧に到達すると判断した場合。 

 

 

 

ⅱ. 操作手順 

フィルタ装置水位調整（ 水抜き） 手順の概要は以下の

とおり。概要図を第1.5.13 図に，タイムチャートを第

1.5.14 図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき， 緊

急時対策要員へフィルタ装置水位調整（ 水抜き）の準

備開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，FCVSフィルタベント装置ドレン移

送ポンプ吐出側第二止め弁及びFCVSフィルタベント装

置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作し

た後，FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出

側第一止め弁を微開操作する。また， フィルタベント

遮蔽壁附室にて， ドレン移送ポンプの電源が確保され

ていることをFCVS 現場制御盤のドレン移送ポンプ運

転状態ランプにより確認する。 

 

③緊急時対策要員は，フィルタ装置水位調整（水抜き）

の系統構成完了を緊急時対策本部に報告する。 

 

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員へフィルタ装置水

位調整（水抜き）の開始を指示する。 

 

 

⑤緊急時対策要員は，ドレン移送ポンプA 又はB の起動

操作を実施し，FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポ

ンプ吐出側第一止め弁の増開操作により， ポンプ吐出

側流量を必要流量に調整する。また， フィルタ装置か

らの排水が開始されたことをフィルタベント遮蔽壁附

室FCVS 計器ラックのフィルタ装置水位指示値の低下

により確認し， フィルタ装置水位調整（水抜き）が開

始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥緊急時対策要員は，フィルタ装置水位指示値が通常水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に到達すると判断した場合。 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）

手順は以下のとおり。概要図を第 1.5－16 図に，タイ

ムチャートを第 1.5－17図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員へ第１ベントフィルタスクラバ容器

水位調整（水抜き）の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，ドレン移送ポンプ，ＦＣ

ＶＳ第１ベントフィルタスクラバ容器１次ドレン

弁，ＦＣＶＳドレン移送ライン連絡弁の電源が確

保されていることを状態表示にて確認し，ＦＣＶ

Ｓ第１ベントフィルタスクラバ容器１次ドレン弁

及びＦＣＶＳドレン移送ライン連絡弁の全開操作

を実施する。 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位調整（水抜き）系統構成完了を当直

副長に報告する。 

④当直副長は，中央制御室運転員へ第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水抜き）の開始を指

示する。 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，ドレン移送ポンプの起動

操作を実施し，第１ベントフィルタスクラバ容器

からの排水が開始されたことを第１ベントフィル

タスクラバ容器水位指示値の低下により確認す

る。 

 

 

 

その後，通常水位に到達した事を確認し，ドレン

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の金属フ

ィルタは解析上閉塞し

ないことを確認してお

り，差圧計は設置不要 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央制

御室から遠隔操作でき

る構成（以下，⑥の相違） 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スクラ

バ容器１次ドレン弁等

を全開運用 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

指揮命令系統の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

・体制の相違 
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位に到達したことを確認後，ドレン移送ポンプを停止

し，FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側

第一止め弁，FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポン

プ吐出側第二止め弁及びFCVS フィルタベント装置ド

レンライン二次格納施設外側止め弁を全閉操作する。 

 

⑦緊急時対策要員は，緊急時対策本部へフィルタ装置水

位調整（水抜き）の完了を報告する。 

 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり緊急時対策要員2 名に

て作業を実施した場合， 作業開始を判断してからフィルタ

装置水位調整（水抜き） 完了まで約150 分で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであるこ

とから， 本操作における作業エリアの被ばく線量率は低

く， 作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

（添付資料1.5.3－ 5） 

 

 (f) 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された

放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び

酸素ガスを排出する。また， フィルタ装置上流側の残留蒸気

凝縮によりフィルタ装置上流側配管内が負圧となることによ

り， スクラバ水が上流側配管に吸い上げられることを防止す

るため， 格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるパージを

実施する。 

 

 

 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

格納容器圧力逃がし装置を停止した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 

格納容器ベントを実施した際には，原子炉格納容器

内に含まれる非凝縮性ガスがフィルタ装置を経由して

大気へ放出されることから，フィルタ装置内での水素爆

発を防止するため，可搬型窒素供給装置によりフィルタ

装置内を不活性ガス（窒素）で置換する。 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換が終了

した場合。 

 

 

移送ポンプを停止し，ＦＣＶＳ第１ベントフィル

タスクラバ容器１次ドレン弁及びＦＣＶＳドレン

移送ライン連絡弁を全閉操作する。 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，当直副長に第１ベントフ

ィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）の完了を

報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水抜き）完了まで２時間

20分以内で可能である。 

 

 

 

 

（添付資料 1.5.4－2(4)） 

 

(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，スクラビング水に貯

留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する

水素ガス及び酸素ガスを排出する。また，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器上流側の残留蒸気凝縮により第１ベ

ントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負圧となるこ

とにより，スクラビング水が上流側配管に吸い上げられ

ることを防止するため，格納容器フィルタベント系の窒

素ガスによるパージを実施する。 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器ベント移行条件※２

に達した場合。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央制

御室運転員にて実施す

ることから，緊急時対策

本部からの依頼不要 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容

器ベント時の系統内で

の水素爆発防止は，系統

待機中の窒素ガス置換

にて実施している。格納

容器ベント実施後の系

統内の水素爆発等の防

止として，窒素ガスパー

ジの手順を整備 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ベント

実施前に可搬型設備の

1.5-53



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ. 操作手順 

格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージ手順の

概要は以下のとおり。概要図を第1.5.15 図に，タイムチャ

ートを第1.5.16 図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断に基づき， 当直長

に格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージの

系統構成を開始するよう依頼するとともに，緊急時対

策要員に格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパ

ージの準備の開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換手順の概

要は以下のとおり。 

概要図を第1.5－10図に，タイムチャートを第1.5－

11図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対

策本部長代理にフィルタ装置内の不活性ガス（窒

素）による置換を依頼する。 

 

 

 

 

②災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

るフィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入を

するための準備開始を重大事故等対応要員に指示

する。 

 

 

③重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側屋外へ可

搬型窒素供給装置を配備し，接続口の蓋を開放し

た後，窒素供給用ホースを接続口に取り付け，フ

ィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入をする

ための準備が完了したことを災害対策本部長代理

に報告する。 

 

 

 

 

 

 

子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は

格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用

できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上

を確認した場合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa[gage]に到達

した場合に格納容器ベント準備を開始する。 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ

手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.5－18図に，

タイムチャートを第 1.5－19図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直

長を経由し，緊急時対策本部に格納容器フィルタ

ベント系停止後の窒素ガスパージの準備開始を依

頼する。 

 

 

 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に格納容器フ

ィルタベント系停止後の窒素ガスパージの準備開

始を指示する。 

 

③ａ窒素供給ライン接続口を使用した格納容器フィ

ルタベント系停止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に可

搬式窒素供給装置を配備し，送気ホースを接続口

に取り付け，可搬式窒素供給装置の準備完了を緊

急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

③ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付

準備を行うため，ベント

移行条件到達後，準備着

手（以下，⑮の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

手順着手の判断実施

者の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑮の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の接続口

はホースを直接取り付

けられる構造 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，系統構成

完了後（操作手順⑤）に

て記載 
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②当直副長は，中央制御室運転員に格納容器圧力逃がし

装置停止後の窒素ガスパージの系統構成の開始を指示

する。 

③中央制御室運転員A 及びB は，格納容器圧力逃がし装

置停止後の窒素ガスパージの系統構成として，一次隔

離弁（ サプレッション・チェンバ側），一次隔離弁（ド

ライウェル側）及び耐圧強化ベント弁の全閉確認，並

びにフィルタ装置入口弁の全開確認後， 二次隔離弁を

全開とし， 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガス

パージの系統構成完了を当直副長に報告する。二次隔

離弁の開操作ができない場合は，二次隔離弁バイパス

弁を全開操作する。また， 中央制御室からの操作以外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属棟西側扉）を使用した格納容器フィルタベント

系停止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）に可

搬式窒素供給装置を配備し，送気ホースを接続口

に取りつけ，可搬式窒素供給装置の準備完了を緊

急時対策本部に報告する。 

③ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物

北側扉）を使用した格納容器フィルタベント系停

止後の窒素ガスパージの場合（故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある

場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）に

可搬式窒素供給装置を配備し，送気ホースを接続

口に取りつけ，可搬式窒素供給装置の準備完了を

緊急時対策本部に報告する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に第

１ベントフィルタ出口水素濃度を配備しホース等

を接続口に取り付けるとともに，ＦＣＶＳ排気ラ

インドレン排出弁を全閉操作し，第１ベントフィ

ルタ出口水素濃度の準備完了を緊急時対策本部に

報告する。 

 

 

⑤緊急時対策本部は，格納容器フィルタベント系停

止後の窒素ガスパージの準備完了を当直長に報告

する。 

⑥当直副長は，運転員に格納容器フィルタベント系

停止後の窒素ガスパージの系統構成開始を指示す

る。 

⑦中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント

系停止後の窒素ガスパージの系統構成として，Ｎ

ＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁及びＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁の全閉確認，並びにＳＧ

Ｔ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁，ＮＧＣ

非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス

処理入口隔離弁バイパス弁の全開を確認し，格納

容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージの

系統構成完了を当直副長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整備 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，排気管

へ流入した雨水の排出

のため，ＦＣＶＳ排気ラ

インドレン排出弁を常

時全開運用とし，格納容

器ベント前に全閉する 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑮の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑮の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑮の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容
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の手段として，遠隔手動弁操作設備による操作にて二

次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を全開する手段が

ある。 

 

 

 

 

 

④当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 格納容器

圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージの系統構成完

了を緊急時対策本部に報告する。 

⑤緊急時対策要員は，原子炉建屋外壁南側（屋外）へ可

搬型窒素供給装置を配備し送気ホースを接続口へ取り

付け，窒素ガスパージの準備完了を緊急時対策本部に

報告する。 

 

 

 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスパージ

開始を指示する。 

 

 

 

⑦緊急時対策要員は，FCVS PCV ベントラインフィルタベ

ント側N2 パージ用元弁の開操作により窒素ガスの供

給を開すするとともに，緊急時対策本部に窒素ガスパ

ージの開始を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

るフィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入の

開始を重大事故等対応要員に指示する。 

 

 

⑤重大事故等対応要員は原子炉建屋西側屋外にて，

フィルタベント装置窒素供給ライン元弁の全開操

作を実施し，フィルタ装置内への不活性ガス（窒

素）注入を開始したことを災害対策本部長代理に

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に窒素ガスパージの開始を依頼する。 

 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスパ

ージの開始を指示する。 

 

⑩ａ窒素供給ライン接続口を使用した格納容器フィ

ルタベント系停止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）にて，

可搬式窒素供給装置を起動した後，ＦＣＶＳ窒素

ガス補給元弁の開操作を実施し，窒素ガスの供給

を開始するとともに，緊急時対策本部に窒素ガス

パージを開始したことを報告する。 

⑩ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付

属棟西側扉）を使用した格納容器フィルタベント

系停止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）にて，

可搬式窒素供給装置を起動した後，原子炉建物付

属棟にて，ＦＣＶＳ建物内窒素ガス補給元弁の開

操作を実施し，窒素ガスの供給を開始するととも

に，緊急時対策本部に窒素ガスパージを開始した

ことを報告する。 

⑩ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物

器ベント停止に併せて，

窒素ガスパージを開始

するため，ＮＧＣ非常用

ガス処理入口弁又はＮ

ＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁バイパス弁は

全開状態であることか

ら，全開確認を実施 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

指揮命令系統の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，操作手

順③にて記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

指揮命令系統の相違 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，可搬式

窒素供給装置の起動を

記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整備 
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⑧緊急時対策本部は，窒素ガスパージの開始を当直長に

報告するとともに，緊急時対策要員に水素濃度測定の

ためのサンプリングポンプの起動を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨緊急時対策要員は，原子炉建屋非管理区域内サンプリ

ングラックにて，系統構成，工具準備及びサンプリン

グポンプの起動を実施するとともに，緊急時対策本部

にサンプリングポンプの起動完了を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

るフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換を開

始したことを発電長に報告する。 

 

 

 

 

⑦発電長は，運転員等にフィルタ装置スクラビング

水温度の確認を指示する。 

⑧運転員等は中央制御室にて，フィルタ装置スクラ

ビング水温度指示値が55℃※１以下であることを

確認し，発電長に報告する。 

⑨発電長は，運転員等にフィルタ装置入口水素濃度

計を起動するように指示する。 

 

⑩運転員等は中央制御室にて，フィルタ装置入口水

素濃度計を起動し，発電長に報告するとともに，

フィルタ装置入口水素濃度指示値を監視する。 

 

 

 

 

 

※1：可搬型窒素供給装置出口温度と同程度の温度と

し，さらにフィルタ装置スクラビング水温度が

上昇傾向にないことの確認により冷却が完了

したと判断できる温度。 

 

 

北側扉）を使用した格納容器フィルタベント系停

止後の窒素ガスパージの場合（故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある

場合）緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋

外）にて，可搬式窒素供給装置を起動した後，原

子炉建物付属棟にて，ＦＣＶＳ建物内窒素ガス補

給元弁の開操作を実施し，窒素ガスの供給を開始

するとともに，緊急時対策本部に窒素ガスパージ

を開始したことを報告する。 

⑪緊急時対策本部は，窒素ガスパージを開始したこ

とを当直長に報告するとともに，緊急時対策要員

に水素濃度測定のための第１ベントフィルタ出口

水素濃度の起動を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫緊急時対策要員は，第１ベントフィルタ出口水素

濃度の起動を実施するとともに，緊急時対策本部

に第１ベントフィルタ出口水素濃度の起動完了を

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，出口水

素濃度は可搬型設備で

計測するため現場での

起動が必要（以下，⑯の

相違） 

・運用の相違 

【東海第二】 

窒素ガスパージ開始

時の判断パラメータの

相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑯の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑯の相違 

・設備の相違 

島根２号炉の出口水

素濃度は可搬型設備で

計測するため系統構成

等は不要 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，窒素ガ

スパージを停止した場

合に水素濃度上昇又は

スクラバ容器上流側配
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⑩緊急時対策本部は，サンプリングポンプの起動完了を

当直長に報告するとともに，フィルタ装置の入口圧力

及び水素濃度の監視を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪当直副長は，中央制御室運転員にフィルタ装置の入口

圧力及び水素濃度を監視するよう指示する。 

 

 

 

 

 

⑫中央制御室運転員A 及びB は，FCVS 制御盤にてフィル

タ装置入口圧力指示値によりフィルタ装置入口配管内

の圧力が正圧であることを確認する。また， フィルタ

装置水素濃度指示値により水素濃度が許容濃度以下ま

で低下したことを確認し， 窒素ガス注入完了を当直副

長に報告する。 

 

 

 

⑬当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 緊急時対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬緊急時対策本部は，第１ベントフィルタ出口水素

濃度の起動完了を当直長に報告するとともに，第

１ベントフィルタスクラバ容器内の圧力及び第１

ベントフィルタ出口水素濃度の監視を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭当直副長は，運転員に第１ベントフィルタスクラ

バ容器内の圧力及び第１ベントフィルタ出口水素

濃度を監視するよう指示する。 

 

 

 

 

⑮中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１

ベントフィルタスクラバ容器内圧力指示値によ

り，第１ベントフィルタスクラバ容器内の圧力が

正圧であることを確認する。また，第１ベントフ

ィルタ出口水素濃度が許容濃度以下まで低下した

ことを確認し，当直副長に報告する。 

⑯中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスク

ラバ容器内の圧力及び第１ベントフィルタ出口水

素濃度を継続して監視する。 

 

管内圧力が低下するこ

とを想定し，窒素ガスパ

ージを継続（以下，⑰の

相違） 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容

器ベント実施後の水素

爆発等の防止のため，水

素濃度の監視を行う（以

下，⑱の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，残留蒸

気の凝縮によりスクラ

バ容器内が負圧になっ

ていないことをスクラ

バ容器内圧力の監視に

より確認（以下，⑲の相

違） 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑱の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑲の相違 

 

・体制及び設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑲の相違 

・運用及び設備の相違 

【東海第二】 

⑱，⑲の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑰の相違 
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策本部へ窒素ガスパージ完了を報告する。 

⑭緊急時対策本部は，緊急時対策要員へ窒素ガス供給の

停止操作を指示するとともに，当直長にフィルタ装置

の入口圧力及び水素濃度の継続監視を依頼する。 

⑮緊急時対策要員は，FCVS PCVベントラインフィルタベ

ント側N2パージ用元弁の全閉操作を実施し，緊急時対

策本部に窒素ガス供給の停止を報告する。 

⑯当直副長は，中央制御室運転員にフィルタ装置の入口

圧力及び水素濃度の継続監視を指示する。 

⑰中央制御室運転員A 及びB は，窒素ガス供給停止後の

フィルタ装置入口圧力指示値及びフィルタ装置水素濃

度指示値が窒素ガスパージ完了時の指示値と差異が発

生しないことを継続的に監視する。 

⑱当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， フィルタ

装置の入口圧力及び水素濃度の継続監視をもって格納

容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージの完了を

緊急時対策本部に報告する。 

⑲当直副長は，窒素ガスパージ完了後の系統構成を開始

するよう中央制御室運転員に指示する。 

⑳中央制御室運転員A 及びB は，窒素ガスパージの完了

後の系統構成として， 二次隔離弁又は二次隔離弁バイ

パス弁を全閉とし，系統構成完了を当直副長に報告す

る。また， 中央制御室からの操作以外の手段として，

遠隔手動弁操作設備にて二次隔離弁又は二次隔離弁バ

イパス弁を全閉する手段がある。 

○21現場運転員C及びDは窒素ガスパージ完了後の系統構成

として水素バイパスライン止め弁を全閉とし，系統構

成完了を当直副長に報告する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 名

（操作者及び確認者）及び緊急時対策要員6 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから格納容器圧力逃が

し装置停止後の窒素ガスパージ完了まで約270 分で可能で

ある。その後，中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）

及び現場運転員2名にて窒素ガスパージ完了後の系統構成

を実施した場合，約15分で可能である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の現場対応を重大事故等対応要員6名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してからフィルタ装

置内への不活性ガス（窒素）置換開始まで135分以内で

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員４名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガス

パージ開始までの想定時間は以下のとおり。 

・窒素供給ライン接続口を使用した格納容器フィル

タベント系停止後の窒素ガスパージの場合，２時

間以内で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑰の相違 
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なお，炉心状況がない状況下での格納容器ベントである

ことから，本操作における作業エリアの被ばく線量率は低

く， 作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.5.3－ 6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントで

あるため，本操作における作業エリアの被ばく線量率

は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

窒素供給用ホース等の接続は速やかに作業ができるよ

うに，可搬型窒素供給装置の保管場所に使用工具及び

窒素供給用ホースを配備する。車両の作業用照明，ヘ

ッドライト及びＬＥＤライトを用いることで，暗闇に

おける作業性についても確保する。 

（添付資料1.5.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟西側扉）を使用した格納容器フィルタベント系

停止後の窒素ガスパージの場合，２時間以内で可

能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北

側扉）を使用した格納容器フィルタベント系停止

後の窒素ガスパージの場合（故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場

合），６時間 40分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントで

あることから，本操作における作業エリアの被ばく線

量率は低く，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用

いることで，暗闇における作業性についても確保する。 

 

(添付資料 1.5.4－2(5)，1.5.4－2(6)) 
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 (g) フィルタ装置スクラバ水pH 調整 

フィルタ装置水位調整（ 水抜き） によりスクラバ水に含ま

れる薬液が排水されることでスクラバ水のpH が規定値よりも

低くなることを防止するため薬液を補給する。 

 

 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

排気ガスの凝縮水により，フィルタ装置の水位が上限水

位に到達すると判断し， 排水を行った場合。 

 

 

ⅱ. 操作手順 

フィルタ装置スクラバ水pH 調整の手順は以下のとおり。

概要図を第1.5.17 図に，タイムチャートを第1.5.18 図に

示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき， 緊

急時対策要員へスクラバ水のpH 測定及び薬液補給の

準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

②緊急時対策本部は，pH測定の系統構成として，フィル

タベント装置pH入口止め弁及びフィルタベント装置pH

出口止め弁を全開操作した後，pH計サンプリングポン

プを起動させ，サンプリングポンプの起動完了を緊急

時対策本部に報告する。また，フィルタベント遮蔽壁

南側（屋外）へ薬液補給用として可搬型窒素供給装置，

ホース，補給用ポンプ及び薬液を配備するとともに，

系統構成を行い，緊急時対策本部に薬液補給の準備完

了を報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員にフィルタ装置へ

の薬液補給の開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ

調整 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）

によりスクラビング水に含まれる薬液が排水されること

でスクラビング水のｐＨ値が規定値よりも低くなること

を防止するため薬液を補給する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

排気ガスの凝縮水により，第１ベントフィルタスク

ラバ容器の水位が上限水位に到達すると判断し，排水

を行った場合。 

 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐ

Ｈ調整の手順は以下のとおり。概要図を第 1.5－20 図

に，タイムチャートを第 1.5－21図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員へスクラビング水のｐＨ測定，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位測定及び薬液補給の準備開

始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，スクラバ水ｐＨ指示値に

より確認したｐＨ値及び第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位指示値により確認した水位を当直副

長に報告する。 

 

 

 

 

 

③当直副長は，運転員に第１ベントフィルタスクラ

バ容器への薬液補給の開始を指示する。 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，待機時

に十分な量の薬液を保

有しており，格納容器ベ

ント後においてもアル

カリ性を維持可能であ

るが，スクラビング水の

排水に合せて，薬液を補

給 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のスクラ

バ容器水位調整（水抜

き）は，当直副長判断で

手順着手するため，排水

を行った場合に着手す

るｐＨ調整は当直副長

判断にて着手 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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④緊急時対策要員は，薬液補給のためホース接続及び

FCVS フィルタベント装置給水ライン元弁を全開操作

し，補給用ポンプを起動， 所定量の薬液を補給すると

ともに， 補給用ポンプの起動完了を緊急時対策本部に

報告する。 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急時対策本部は，当直長にスクラバ水のpH 値及び水

位を確認するよう依頼する。 

⑥当直副長は，スクラバ水のpH 値及び水位を確認するよ

う中央制御室運転員に指示する。 

 

⑦中央制御室運転員A は，FCVS 制御盤のフィルタ装置ス

クラバ水のpH及びフィルタ装置水位によりスクラバ水

のpH 値及び水位を確認するとともに，フィルタ装置ス

クラバ水pH指示値が規定値であることを当直副長に報

告する。 

 

 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，スクラバ水

のpH 値及び水位，並びにフィルタ装置への薬液補給の

完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は緊急時対策要員に薬液補給の停止及

びpH 測定の停止を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，薬液補給を停止するため，補給用

ポンプを停止し，FCVS フィルタベント装置給水ライン

元弁を全閉操作する。また，pH測定を停止するため，

pHサンプリングポンプを停止， フィルタベント装置pH 

入口止め弁及びフィルタベント装置pH 出口止め弁を

全閉操作し，緊急時対策本部へフィルタ装置スクラバ

水pH 調整の完了を報告する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員1 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，薬液補給のためＦＣＶＳ

薬品注入タンク出口弁及びＦＣＶＳ循環ライン止

め弁を全開操作し，ドレン移送ポンプを起動，所

定量の薬液を補給する。薬液補給完了後は，薬液

が均一になるよう循環運転を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤のスクラ

バ水ｐＨ指示値及び第１ベントフィルタスクラバ

容器水位指示値によりスクラビング水のｐＨ値及

び水位を確認するとともに，スクラビング水のｐ

Ｈ値が規定値であることを確認し，薬液補給の完

了を当直副長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

・体制，設備及び運用の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，薬液の

均一化のため，循環運転

を実施 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，薬液の

補給完了後，ｐＨ指示値

およびスクラバ容器水

位を確認後，当直副長へ

報告 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，薬液の

補給完了後，ｐＨ指示値

およびスクラバ容器水

位確認後，当直副長へ報

告 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 
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及び緊急時対策要員6 名にて作業を実施した場合， 作業開

始の判断をしてからフィルタ装置スクラバ水pH調整完了ま

で約85 分で可能である。 

なお， 炉心損傷がない状況下での格納容器ベントである

ことから， 本操作における作業エリアの被ばく線量率は低

く， 作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

（添付資料 1.5.3－ 7） 

 

 

 

(h) ドレン移送ライン窒素ガスパージ 

フィルタ装置水位調整（水抜き）後，フィルタ装置排水

ラインの水の放射線分解により発生する水素ガスの蓄積を

防止するため，窒素ガスによるパージを実施し， 排水ライ

ンの残留水をサプレッション・チェンバに排水する。 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位調整（ 水抜き） 完了後又はドレンタ

ンク水抜き完了後。 

 

ⅱ. 操作手順 

ドレン移送ライン窒素ガスパージの概要は以下のとお

り。概要図を第1.5.19 図に， タイムチャートを第1.5.20

図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき， 緊

急時対策要員へドレン移送ライン窒素ガスパージの準

備開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，フィルタベント遮蔽壁南側（屋外）

にて，可搬型窒素供給装置を配備し， 排水ライン接続

口に可搬型窒素供給装置からの送気ホースを接続す

る。 

また，ＦＣＶＳ フィルタベント装置ドレン移送ポンプ

と出側第二止め弁及びFCVS フィルタベント装置ドレ

ンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作し，ドレ

ン移送ライン窒素ガスパージの準備完了を緊急時対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施した場合，作業開始を判断してからスクラバ容器ス

クラビング水ｐＨ調整開始まで 15 分以内で可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.5.4－2(7)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

⑭の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，評価結

果により事故後 7 日間

ｐＨ調整は不要なため

開始までの時間を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 
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本部に報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスの供給

開始を指示する。 

④緊急時対策要員は，FCVS フィルタベント装置ドレンラ

インN2 パージ用元弁を全開操作し， 窒素ガスの供給

を開始するとともに，緊急時対策本部にドレン移送ラ

イン窒素ガスパージの開始を報告する。 

⑤緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスの供給

停止を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，FCVS フィルタベント装置ドレンラ

インN2 パージ用元弁を全閉操作し，窒素ガスの供給を

停止する。また，FCVSフィルタベント装置ドレン移送

ポンプ吐出側第二止め弁及びFCVS フィルタベント装

置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全閉操作

し，ドレン移送ポンプ出口ライン配管内が正圧で維持

されていることをドレン移送ライン圧力指示値により

確認し，ドレン移送ライン窒素ガスパージが完了した

ことを緊急時対策本部に報告する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり緊急時対策要員2 名に

て作業を実施した場合， 作業開始を判断してからドレン移

送ライン窒素ガスパージ完了まで約135分で可能である。な

お，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであること

から， 本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く， 

作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

（添付資料1.5.3－ 8） 

 

(i) ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は，よう素フィルタ

の機能維持のため排水を実施する。 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

ドレンタンクが水位高に到達すると判断した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧相違 
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ⅱ. 操作手順 

ドレンタンク水抜きの概要は以下のとおり。概要図を第

1.5.21 図に， タイムチャートを第1.5.22 図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき， 緊

急時対策要員にドレンタンク水抜きを指示する。 

②緊急時対策要員は，フィルタベント遮蔽壁附室にてド

レン移送ポンプの電源が確保されていることをFCVS 

現場制御盤ドレン移送ポンプ運転状態ランプにより確

認する。 

またドレンタンク水抜きの系統構成として，FCVS フィ

ルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作

設備にて全閉，FCVS フィルタベント装置ドレンタンク

出口止め弁を遠隔手動弁操作設備にて全開，FCVS フィ

ルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を

及びFCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納

施設外側止め弁を全開操作した後，FCVS フィルタベン

ト装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁を微開操作

し， ドレン移送ポンプA又はBを起動する。その後，FCVS

フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め

弁の増し開操作により，ポンプ吐出側流量を必要流量

に調整し，ドレンタンク内の水をサプレッション・チ

ェンバへ排水開始したことを緊急時対策本部に報告す

る。 

③緊急時対策要員は，フィルタベント遮蔽壁附室FCVS 計

器ラックのドレンタンク水位にて排水による水位の低

下を確認し，ドレン移送ポンプを停止した後，FCVS フ

ィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁を遠隔手動

弁操作設備にて全閉，FCVS フィルタベント装置ドレン

移送ポンプ吐出側第一止め弁， FCVS フィルタベント

装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を及びFCVS 

フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止

め弁を全閉，FCVS フィルタベント装置遮蔽壁内側ドレ

ン弁を遠隔手動弁操作設備にて全開操作し， ドレンタ

ンク水抜きの完了を緊急時対策本部に報告する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり緊急時対策要員2 名に

て作業を実施した場合， 作業開始を判断してからドレンタ
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ンク水抜き完了まで約80 分で可能である。なお，炉心損傷

がない状況下での格納容器ベントであることから，本操作

における作業エリアの被ばく線量率は低く， 作業は可能で

ある。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

（添付資料 1.5.3－ 9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換 

 

格納容器ベント停止後における水の放射線分解によ

って発生する可燃性ガス濃度の上昇を抑制，及び原子炉

格納容器の負圧破損を防止するため，可搬型窒素供給装

置により原子炉格納容器内を不活性ガス（窒素）で置換

する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

格納容器ベント停止可能※１と判断した場合。 

 

 

※1：残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格

納容器内の除熱機能，可燃性ガス濃度制御系によ

る原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及

び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負

圧破損防止機能が使用可能と判断した場合で，原

子炉格納容器内の圧力が 310kPa［gage］（1Pd）

未満，原子炉格納容器内の温度が 171℃未満及び

原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満で

あることを確認した場合。 

 

ⅱ) 操作手順 

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換手順の

概要は以下のとおり。 

概要図を第 1.5－8図に，タイムチャートを第 1.5－

9図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対

策本部長代理に原子炉格納容器内の不活性ガス

（窒素）による置換を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス

供給 

中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子

炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容

器内の可燃性ガス濃度を低減するため，可搬式窒素供給

装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する。 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器ベント移行条件※２に

達した場合。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基

準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超え

た場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｃ

ＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa[gage]に到

達した場合に格納容器ベント準備を開始す

る。 

 

(b) 操作手順 

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガ

ス供給の手順は以下のとおり。概要図を第 1.5－22図に，

タイムチャートを第 1.5－23図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長

を経由して，緊急時対策本部に原子炉格納容器への

窒素ガス供給のための可搬式窒素供給装置の準備を

依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器の負圧破損防

止として原子炉格納容

器へ窒素ガスを供給す

る手順を自主対策とし

て整備 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はベント

実施前に可搬設備の準

備を行うため，ベント移

行条件到達後，準備着手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 
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②災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入

をするための接続口を発電長に報告する。なお，

格納容器窒素供給ライン接続口は，接続口蓋開放

作業を必要としない格納容器窒素供給ライン東

側接続口を優先する。 

 

 

 

③災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置とし

て使用する窒素供給装置をＳ／Ｃ側用に1台，Ｄ／

Ｗ側用に1台の準備及び可搬型窒素供給装置とし

て使用する窒素供給装置用電源車1台の準備を重

大事故等対応要員に指示する。 

 

 

 

 

④重大事故等対応要員は，可搬型窒素供給装置とし

て使用する窒素供給装置及び窒素供給装置用電源

車を原子炉建屋東側屋外に配備した後，可搬型窒

素供給装置として使用する窒素供給装置及び窒素

供給装置用電源車にケーブルを接続するととも

に，窒素供給用ホースを接続口に取り付ける。ま

た，可搬型窒素供給装置を原子炉建屋西側屋外に

配備した場合は，接続口の蓋を開放した後，窒素

供給用ホースを接続口に取り付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に可搬式窒素供

給装置の準備を指示する。 

 

 

 

 

 

③ａ窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器

への窒素ガス供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に可搬

式窒素供給装置を配備した後，窒素ガス代替注入系

配管に可搬式窒素供給装置を接続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属

棟西側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス

供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）に可搬

式窒素供給装置を配備した後，窒素ガス代替注入系

配管に可搬式窒素供給装置を接続する。 

③ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北

側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給

の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，供給開

始前に全ての窒素ガス

を供給するための接続

口にホースを接続する

ため，接続口の選択は不

要 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の可搬式

窒素供給装置の電源は，

車載されている発電機

より供給するため，電源

車は不要 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の接続口

は，ホースを直接取り付

ける構造 

・運用の相違 

【東海第二】 

原子炉格納容器への

窒素ガス供給基準の相

違及び実施判断者の相

違 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物内
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⑤重大事故等対応要員は，可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器（Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ側）内へ

の不活性ガス（窒素）注入をするための準備が完

了したことを災害対策本部長代理に報告する。 

⑥災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器（Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ側）内へ

の不活性ガス（窒素）注入の開始を発電長に報告

する。 

⑦災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器（Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ側）内へ

の不活性ガス（窒素）注入の開始を重大事故等対

応要員に指示する。 

 

 

⑧重大事故等対応要員は原子炉建屋東側屋外又は原

子炉建屋西側屋外にて，窒素ガス補給弁（Ｓ／Ｃ

側及びＤ／Ｗ側）の全開操作を実施し，原子炉格

納容器内への不活性ガス（窒素）注入を開始した

ことを，災害対策本部長代理に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）に可

搬式窒素供給装置を配備した後，窒素ガス代替注入

系配管に可搬式窒素供給装置を接続する。 

④緊急時対策要員は，原子炉格納容器への窒素ガス供

給の準備が完了したことを緊急時対策本部に報告す

る。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，サプレッ

ション・プール水温度指示値が 104℃になる前に，

緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給

を開始するよう依頼する。また，緊急時対策本部は

緊急時対策要員に窒素ガス供給を開始するよう指示

する。 

 

 

⑥ａ窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器

への窒素ガス供給の場合 

緊急時対策要員は，可搬式窒素供給装置を起動した

後，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）又

はＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）の全

開操作を実施し，窒素ガスの供給を開始するととも

に，緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス

供給を開始したことを報告する。 

⑥ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属

棟西側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス

供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）にて，

可搬式窒素供給装置を起動した後，ＡＮＩ建物内代

替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）又はＡＮＩ建物

内代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）の全開操作

を実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，緊

急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を

開始したことを報告する。 

⑥ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北

側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給

の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響がある場合） 

接続口を使用した手順

を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順
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⑨災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入

を開始したことを発電長に報告する。 

⑩発電長は，運転員等に第一弁（Ｓ／Ｃ側又はＤ／

Ｗ側）全閉による格納容器ベント停止を指示する。 

⑪運転員等は，第一弁（Ｓ／Ｃ側又はＤ／Ｗ側）の

全閉操作を実施し，格納容器ベントを停止したこ

とを発電長に報告する。 

⑫発電長は，運転員等に残留熱除去系又は代替循環

冷却系による原子炉格納容器内の除熱開始を指示

する。また，原子炉格納容器内の圧力を310kPa

［gage］（1Pd）～13.7kPa［gage］の間で制御※２

するように指示する。 

⑬運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系又は代

替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱を開

始した後，原子炉格納容器内の圧力を310kPa

［gage］（1Pd）～13.7kPa［gage］の間で制御す

る。 

⑭運転員等は中央制御室にて，原子炉格納容器内の

不活性ガス（窒素）注入によりドライウェル圧力

又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が

310kPa［gage］（1Pd）に到達したことを確認し，

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）注入が完

了したことを発電長に報告する。 

⑮発電長は，格納容器圧力逃がし装置による格納容

器ベントのため，運転員等に第一弁（Ｓ／Ｃ側又

はＤ／Ｗ側）の全開操作を指示する。 

⑯運転員等は中央制御室にて，第一弁（Ｓ／Ｃ側又

はＤ／Ｗ側）の全開操作を実施し，格納容器圧力

逃がし装置による格納容器ベントを開始したこと

を発電長に報告する。 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）にて，

可搬式窒素供給装置を起動した後，ＡＮＩ建物内代

替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）又はＡＮＩ建物

内代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）の全開操作

を実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，緊

急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を

開始したことを報告する。 

⑦緊急時対策本部は，原子炉格納容器への窒素ガス供

給を開始したことを当直長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の「可搬式

窒素供給装置による原

子炉格納容器への窒素

ガス供給」は，中長期的

な手順であり，格納容器

ベント停止を記載して

いない。なお，格納容器

ベント停止操作につい

て，「1.7.2.1(1)ａ．格

納容器フィルタベント

系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱」に

て記載 
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⑰発電長は，格納容器圧力逃がし装置による格納容

器ベントを開始したことを災害対策本部長代理に

報告する。 

⑱発電長は，可燃性ガス濃度制御系が起動可能な圧

力まで原子炉格納容器内の圧力が低下したことを

確認し，運転員等に可燃性ガス濃度制御系による

原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御を指示す

る。 

⑲運転員等は中央制御室にて，可燃性ガス濃度制御

系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御

を実施し，発電長に報告する。 

⑳発電長は，可搬型窒素供給装置による原子炉格納

容器内への不活性ガス（窒素）注入の停止を災害

対策本部長代理に依頼する。 

㉑災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入

の停止を重大事故等対応要員に指示する。 

㉒重大事故等対応要員は原子炉建屋東側屋外又は原

子炉建屋西側屋外にて，窒素ガス補給弁（Ｓ／Ｃ

側及びＤ／Ｗ側）の全閉操作を実施し，原子炉格

納容器内への不活性ガス（窒素）注入を停止した

後，災害対策本部長代理に報告する。 

㉓災害対策本部長代理は，可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入

の停止を発電長に報告する。 

㉔発電長は，運転員等に第一弁（Ｓ／Ｃ側又はＤ／

Ｗ側）全閉による格納容器ベント停止を指示する。 

㉕運転員等は中央制御室にて，第一弁（Ｓ／Ｃ側又

はＤ／Ｗ側）の全閉操作を実施し，格納容器ベン

トを停止したことを発電長に報告する。 

※2：原子炉格納容器内の圧力が245kPa［gage］

（0.8Pd）又は原子炉格納容器内の温度が150℃

到達で原子炉格納容器内へのスプレイを実施

する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作において，作業開始を判断してから原子

炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換開始までの必

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員２名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから可搬式窒素供給装置に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑭の相違 
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要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

【格納容器窒素供給ライン西側接続口を使用した原子

炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換の場合】 

・現場対応を重大事故等対応要員 6 名にて作業を実

施した場合，135分以内で可能である。 

【格納容器窒素供給ライン東側接続口を使用した原子

炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換の場合】 

・現場対応を重大事故等対応要員 6 名にて作業を実

施した場合，115分以内で可能ある。 

 

 

 

 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントで

あるため，本操作における作業エリアの被ばく線量率

は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

窒素供給用ホース等の接続は速やかに作業ができるよ

うに，可搬型窒素供給装置の保管場所に使用工具及び

窒素供給用ホースを配備する。車両の作業用照明，ヘ

ッドライト及びＬＥＤライトを用いることで，暗闇に

おける作業性についても確保する。 

（添付資料1.5.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる原子炉格納容器への窒素ガス供給開始までの想定時

間は以下のとおり。 

・窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器へ

の窒素ガス供給の場合，２時間以内で可能である。 

 

 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟

西側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供

給の場合，２時間以内で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側

扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場合），６時間 40 分以内で可

能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントで

あるため，本操作における作業エリアの被ばく線量率

は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保する。 

（添付資料 1.5.4－3） 
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ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，耐圧強化ベント系により最

終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又

は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1

系統回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器

内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した

場合，並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa［gage］（1Pd）

未満，原子炉格納容器内の温度171℃未満及び原子炉格納容

器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合

は，第一弁を全閉し，格納容器ベントを停止することを基

本として，その他の要因を考慮した上で総合的に判断し，

適切に対応する。なお，耐圧強化ベント系二次隔離弁につ

いては，第一弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が

更に1系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全

閉する。 

 

 

 

 

(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

炉心損傷※ 1 前において，原子炉格納容器内の冷却を実

施しても，  原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（279kPa[gage]） 以下に維持できない場合で，格納容器圧

力逃がし装置が機能喪失※ 2 した場合。 

 

 

 

 

※1:｢炉心損傷｣は， 格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS） 

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の10 倍を超えた場合，又は格納容

器内雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用できない場合に

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，耐圧強化ベント系により最

終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又

は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1

系統回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器

内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した

場合，並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa［gage］（1Pd）

未満，原子炉格納容器内の温度171℃未満及び原子炉格納容

器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合

は，第一弁を全閉し，格納容器ベントを停止することを基

本として，その他の要因を考慮した上で総合的に判断し，

適切に対応する。なお，耐圧強化ベント系二次隔離弁につ

いては，第一弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が

更に1系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全

閉する。 

 

 

 

 

(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，外部水源による原子炉格納

容器内の冷却により，サプレッション・プール水位が

上昇し，サプレッション・プール水位指示値が通常水

位＋5.5mに到達した場合に，格納容器圧力逃がし装置

が機能喪失※２した場合，又は原子炉格納容器内の冷却

を実施しても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（279kPa［gage］）以下に維持できない場合で，格納

容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，耐圧強化ベントラインによ

り最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又

は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が

１系統回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容

器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置に

よる原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，

並びに原子炉格納容器内の圧力427kPa[gage]（１Pd）未満，

原子炉格納容器内の温度171℃未満及び原子炉格納容器内

の水素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場

合は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁を全閉し，格納容器ベントを停止

することを基本として，その他の要因を考慮した上で総合

的に判断し，適切に対応する。なお，ＮＧＣ非常用ガス処

理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパ

ス弁は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ

２ドライウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の

除熱機能が更に１系統回復する等，より安定的な状態にな

った場合に全閉する。 

 

(a) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，原子炉格納容器内の冷却を

実施しても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（245kPa[gage]）以下に維持できない場合で，格納容器

フィルタベント系が機能喪失※２した場合。 

 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故相

当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント準備判断基準

の相違 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 
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原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

 

※2:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，設備に

故障が発生した場合。 

 

ⅱ. 操作手順 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5.3 

図に，概要図を第1.5.23 図に， タイムチャートを第1.5.24 

図及び第1.5.25 図に示す。 

［W/W ベントの場合（D/W ベントの場合，手順⑪ 以外は同

様） ］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格

納容器内の水位がサプレッション・チェンバ・プール

水位外部水源注水制限（ ベントライン-1m） 以下であ

ることを確認し， 耐圧強化ベント系によるW/W 側から

の格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示

する（ 原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チ

ェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場

合はD/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよ

う指示する）。 

②当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 耐圧強化

ベント系による除熱準備開始を緊急時対策本部に報告

する。 

③現場運転員C 及びD は， 耐圧強化ベント系による格納

容器ベントに必要な電動弁の電源の受電操作を実施す

る。 

④中央制御室運転員A 及びB は，耐圧強化ベント系によ

る格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保された

こと， 及び監視計器の電源が確保されていることを状

態表示にて確認する。 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の確

認として，AC 系隔離信号が発生している場合は， 格

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※2：「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，設

備に故障が発生した場合。 

 

ⅱ) 操作手順 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロー

を第1.5－2図に，概要図を第1.5－14図に，タイムチャ

ートを第1.5－15図に示す。 

【Ｓ／Ｃ側ベントの場合（Ｄ／Ｗ側ベントの場合，手

順⑧以外は同様。）。】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，耐圧強

化ベント系によるＳ／Ｃ側からの格納容器ベント

の準備を開始するように運転員等に指示する（Ｓ

／Ｃ側からの格納容器ベントができない場合は，

Ｄ／Ｗ側からの格納容器ベントの準備を開始する

ように指示する。）。 

 

 

 

②発電長は，耐圧強化ベント系による格納容器ベン

トによる除熱準備開始を災害対策本部長代理に報

告する。 

③運転員等は中央制御室にて，耐圧強化ベント系に

よる格納容器ベントに必要な電動弁の電源切替え

操作を実施する。 

④運転員等は中央制御室にて，耐圧強化ベント系に

よる格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保

されたこと，及び監視計器の電源が確保されてい

ることを状態表示等により確認する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，計器用空気系系統圧

力指示値が約0.52MPa［gage］以下の場合又は計器

用空気系系統圧力指示値が確認できない場合は，

バックアップ窒素供給弁を全開とする。 

 

⑥運転員等は，格納容器ベント前の確認として，不

活性ガス系の隔離信号が発生している場合は，中

きない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合。 

※２：「格納容器フィルタベント系が機能喪失」とは，設

備に故障が発生した場合。 

 

ⅱ 操作手順 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減

圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローを

第 1.5－2 図に，概要図を第 1.5－24 図に，タイムチャ

ートを第 1.5－25図及び第 1.5－26図に示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑬

以外は同様)］ 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，耐

圧強化ベントラインによるＷ／Ｗ側からの格納

容器ベントの準備を開始するよう中央制御室運

転員に指示する（Ｗ／Ｗ側からの格納容器ベン

トができない場合は，Ｄ／Ｗ側からの格納容器

ベントの準備を開始するよう指示する）。 

 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に耐圧強化ベントラインによる除熱準備

開始を報告する。 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインに

よる格納容器ベントに必要な電動弁及び監視計器

の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。 

 

 

 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の確認

として，格納容器隔離信号が発生している場合は，

島根２号炉は，10 倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10 倍

を含めて損傷と判断す

るため「以上」としてい

る 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

ベント実施基準の相

違 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，計装用

空気系の圧力は期待し

ない運用 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

1.5-73



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

納容器補助盤にて，AC 系隔離信号の除外操作を実施す

る。 

⑥中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の系

統構成として， 非常用ガス処理系が運転中であれば非

常用ガス処理系を停止し，非常用ガス処理系フィルタ

装置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口U シール隔

離弁の全閉操作， 並びに非常用ガス処理系第一隔離

弁，換気空調系第一隔離弁，非常用ガス処理系第二隔

離弁及び換気空調系第二隔離弁の全閉確認を実施す

る。 

 

⑦現場運転員C 及びD は， フィルタ装置入口弁操作用空

気ボンベ出口弁を全開とすることで，フィルタ装置入

口弁の駆動源を確保し， 当直副長に報告する。 

 

⑧中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の系

統構成として， フィルタ装置入口弁の全閉操作を実施

する。現場運転員C 及びD は， 遠隔手動弁操作設備に

よりフィルタ装置入口弁の全閉操作を実施する。 

⑨現場運転員C 及びD は， 耐圧強化ベント弁操作用空気

ボンベ出口弁を全開とすることで， 耐圧強化ベント弁

の駆動源を確保し，当直副長に報告する。 

⑩中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の系

統構成として， 耐圧強化ベント弁の全開操作を実施す

る。 

⑪ａ W/W ベントの場合 

中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の系

統構成として， 一次隔離弁（サプレッション・チェンバ

側） 操作用空気供給弁を全開とし駆動源を確保すること

で， 一次隔離弁（ サプレッション・チェンバ側） の全

開操作を実施する。 

⑪ｂ D/W ベントの場合 

中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の系

統構成として， 一次隔離弁（ドライウェル側）操作用空

気供給弁を全開とし駆動源を確保することで， 一次隔離

弁（ドライウェル側） の全開操作を実施する。 

⑫中央制御室運転員A 及びB は，耐圧強化ベント系によ

る納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。 

央制御室にて，不活性ガス系隔離信号の除外操作

を実施する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント前の

系統構成として，非常用ガス処理系排風機（Ａ）

及び（Ｂ）の操作スイッチ隔離操作，非常用ガス

処理系フィルタトレイン（Ａ）出口弁及び非常用

ガス処理系フィルタトレイン（Ｂ）出口弁の全閉

操作，並びに原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁，

換気空調系一次隔離弁，原子炉建屋ガス処理系二

次隔離弁及び換気空調系二次隔離弁の全閉を確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ａＳ／Ｃ側ベントの場合 

運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント前の

系統構成として，第一弁（Ｓ／Ｃ側）の全開操作

を実施する。 

 

 

⑧ｂＤ／Ｗ側ベントの場合 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）の開操作ができない場合は，

運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント前の

系統構成として，第一弁（Ｄ／Ｗ側）の全開操作

を実施する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，耐圧強化ベント系に

よる格納容器ベント準備完了を発電長に報告す

格納容器隔離信号の除外操作を実施する。 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統

構成として，非常用ガス処理系が運転中であれば

非常用ガス処理系を停止し，Ａ－ＳＧＴ出口弁，

Ｂ－ＳＧＴ出口弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔

離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後弁，Ｎ

ＧＣ常用空調換気入口隔離弁及びＮＧＣ常用空調

換気入口隔離弁後弁の全閉を確認する。 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，ＳＧＴ耐圧強化ベントラ

イン止め弁操作用空気供給弁の全開操作を実施

し，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁の駆動源

を確保する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統

構成として，ＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィル

タ入口弁の全閉，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止

め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及

びＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁の全開操作を

実施する。ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁の開

操作が出来ない場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁バイパス弁を全開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインに

よる格納容器ベント準備完了を当直副長に報告す

⑬の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 
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⑬当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 耐圧強化

ベント系による格納容器ベントの準備完了を緊急時対

策本部に報告する。 

⑭当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収

集を適宜行い， 当直長に報告する。また， 当直長は，

原子炉格納容器内の圧力に関する情報を， 緊急時対策

本部に報告する。 

 

 

 

⑮当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 耐圧強化

ベント系による格納容器ベント開始を緊急時対策本部

に報告する。 

⑯当直副長は，格納容器ベント開始圧力（310kPa[gage]）

に到達する時間， 原子炉格納容器内の圧力上昇率を考

慮し， 中央制御室運転員に耐圧強化ベント系による格

納容器ベント開始を指示する。 

 

 

 

 

 

⑰中央制御室運転員A 及びB は，二次隔離弁を調整開

（ 流路面積約70%開）とし， 耐圧強化ベント系による

格納容器ベントを開始する。二次隔離弁の開操作がで

きない場合は，二次隔離弁バイパス弁を調整開（ 流路

面積約70%開） とし，耐圧強化ベント系による格納容

器ベントを開始する。 

なお，原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認され

なかった場合は，二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス

弁の増開操作を実施する。 

 

 

⑱中央制御室運転員A 及びB は，耐圧強化ベント系によ

る格納容器ベントが開始されたことを格納容器内圧力

指示値の低下により確認し， 当直副長に報告する。ま

た， 当直長は， 耐圧強化ベント系による格納容器ベ

る。 

⑩発電長は，耐圧強化ベント系による格納容器ベン

トの準備完了を災害対策本部長代理に報告する。 

 

⑪発電長は，格納容器ベント判断基準であるサプレ

ッション・プール水位指示値が通常水位＋6.5mに

到達した後，ドライウェル圧力又はサプレッショ

ン・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］（1Pd）

に到達したことを確認し，耐圧強化ベント系によ

る格納容器ベント開始を災害対策本部長代理に報

告する。 

 

 

 

⑫発電長は，運転員等に耐圧強化ベント系による格

納容器ベント開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑬運転員等は中央制御室にて，耐圧強化ベント系一

次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の全開

操作を実施し，耐圧強化ベント系による格納容器

ベントを開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑭運転員等は中央制御室にて，耐圧強化ベント系に

よる格納容器ベントが開始されたことをドライウ

ェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧力指示

値の低下，並びに耐圧強化ベント系放射線モニタ

る。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強

化ベントラインによる格納容器ベント準備完了を

緊急時対策本部に報告する。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に

関する情報収集を適宜行い，当直長に報告する。

また，当直長は，原子炉格納容器内の圧力及び水

位に関する情報を緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強

化ベントラインによる格納容器ベントの開始を緊

急時対策本部に報告する。 

⑫当直副長は，以下のいずれかの条件に到達したこ

とを確認し，中央制御室運転員に格納容器ベント

開始を指示する。 

・外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイを実

施中に，サプレッション・プール水位指示値が

通常水位＋約 1.3mに到達した場合 

・原子炉格納容器内の圧力が 384kPa[gage]に到達

した場合において，外部水源を用いた原子炉格

納容器スプレイが実施できない場合。 

⑬ａＷ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出

口隔離弁の全開操作により，耐圧強化ベントライ

ンによる格納容器ベントを開始する。 

⑬ｂＤ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェ

ル出口隔離弁の全開操作により，耐圧強化ベント

ラインによる格納容器ベントを開始する。 

 

 

 

⑭中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインに

よる格納容器ベントが開始されたことを，原子炉

格納容器内の圧力指示値の低下，並びに非常用ガ

ス処理系モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の

⑫の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，二次隔

離弁はバイパス弁も含

め前段の系統構成で開

操作 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 
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ントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

⑲当直副長は，現場運転員に水素バイパスライン止め弁

を全開するよう指示する。 

⑳現場運転員C及びDは，水素バイパスライン止め弁の全

開操作を実施する。 

 

㉑中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント開始後，

残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容

器内の除熱機能が１系統回復し，原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は， 一次隔

離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル

側） の全閉操作を実施し，耐圧強化ベント系による格

納容器ベントを停止する。一次隔離弁を全閉後，原子

炉格納容器内の除熱機能が更に１系統回復する等，よ

り安定的な状態になった場合は，二次隔離弁又は二次

隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指示値の上昇により確認し，発電長に報告する。

また，発電長は，耐圧強化ベント系による格納容

器ベントが開始されたことを災害対策本部長代理

に報告する。 

 

 

 

 

 

⑮運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント開始

後，残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子

炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し，可燃性ガ

ス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸

素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原

子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場

合，並びに運転員等に原子炉格納容器内の圧力

310kPa［gage］（1Pd）未満，原子炉格納容器内の

温度171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度

が可燃限界未満であることを確認することによ

り，第一弁（Ｓ／Ｃ側又はＤ／Ｗ側）の全閉操作

を実施し，耐圧強化ベント系による格納容器ベン

トを停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上昇により確認し，当直副長に報告する。また，

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強

化ベントラインによる格納容器ベントが開始され

たことを緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

⑮当直副長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去

系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内

の除熱機能が１系統回復し，原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で，かつ可燃

性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内に水

素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置に

よる原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能

な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa 

[gage]（１Pd）未満，原子炉格納容器内の温度 171℃

未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界

未満であることを確認することにより，ＮＧＣ 

Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドライ

ウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し，耐圧強化

ベントラインによる格納容器ベントを停止するよ

う中央制御室運転員に指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出

口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離

弁の全閉操作を実施し，耐圧強化ベントラインに

よる格納容器ベントを停止する。 

⑰当直副長は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又

はＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁を全閉

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水素バ

イパスラインに止め弁

なし 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止時

の指揮・命令系統を記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント停止条件の相

違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ベント

停止に必要な各パラメ

ータの基準値を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉（Mark-Ⅰ

改）と東海第二（Mark-

Ⅱ）の最高使用圧力の相

違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 
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ⅲ. 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 名

（操作者及び確認者）及び現場運転員2 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約55 分で可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベ

ント準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下

のとおり。 

・中央制御室からの第一弁（Ｓ／Ｃ側）操作の場合 

 

 

 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，11分以内で可能である。 

・中央制御室からの第一弁（Ｄ／Ｗ側）操作の場合 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，11分以内で可能である。 

 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始ま

での必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

・中央制御室からの耐圧強化ベント系一次隔離弁及

び耐圧強化ベント系二次隔離弁操作の場合 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，4分以内で可能である。 

 

 

 

 

【Ｓ／Ｃ側ベントの場合】 

サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋

5.5mに到達後，又は原子炉格納容器内の冷却を実施し

ても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa

後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１系統回

復する等，より安定的な状態になった場合は，Ｎ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用

ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施

するよう中央制御室運転員に指示する。 

⑱中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バ

イパス弁の全閉操作を実施する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから，格納容器

ベント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以

下のとおり。 

・中央制御室からのＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフ

ィルタ入口弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及び

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁操作の場合 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

20分以内で可能である。 

 

 

 

 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始ま

での必要な要員及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室からのＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離

弁操作の場合 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以

内で可能である。 

・中央制御室からのＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口

隔離弁操作の場合 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以

内で可能である。 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＳＧＴ ＦＣ

ＶＳ第１ベントフィルタ入口弁，ＳＧＴ耐圧強化

ベントライン止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベント

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止時

の指揮・命令系統を記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止後

に更に安定した状態に

なった場合の手順を記

載 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，放射性

物質閉じ込めの観点か

ら，第二弁を全開し，ベ

ント時に第一弁を全開 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器ベント準備とベント

開始を分けて記載 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同

程度である。 

（添付資料1.5.3－ 10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［gage］）以下に維持できない場合に，第一弁（Ｓ／

Ｃ側）操作を中央制御室にて実施した場合，11分以内

で可能である。また，サプレッション・プール水位指

示値が通常水位＋6.5mに到達し，ドライウェル圧力又

はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa

［gage］（1Pd）に到達後，耐圧強化ベント系一次隔離

弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の操作を中央制御

室にて実施した場合，4分以内で可能である。 

 

【Ｄ／Ｗ側ベントの場合】 

サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋

5.5mに到達後，又は原子炉格納容器内の冷却を実施し

ても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa

［gage］）以下に維持できない場合に，第一弁（Ｄ／

Ｗ側）操作を中央制御室にて実施した場合，11分以内

で可能である。また，サプレッション・プール水位指

示値が通常水位＋6.5mに到達し，ドライウェル圧力又

はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa

［gage］（1Pd）に到達後，耐圧強化ベント系一次隔離

弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の操作を中央制御

室にて実施した場合，4分以内で可能である。 

 

 

 

（添付資料1.5.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライン止め弁及びＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁操作を中央制御室にて実施した場合，20分以内

で可能である。また，格納容器ベント基準到達後，

ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁操作を中央制御

室にて実施した場合，10分以内で可能である。 

 

 

 

 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＳＧＴ ＦＣ

ＶＳ第１ベントフィルタ入口弁，ＳＧＴ耐圧強化

ベントライン止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベント

ライン止め弁及びＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁操作を中央制御室にて実施した場合，20分以内

で可能である。また，格納容器ベント基準到達後，

ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁操作を中央

制御室にて実施した場合，10分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

（添付資料1.5.4－4(1)） 

 

 

(b) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，耐圧強化ベントライ

ンに水素ガスが滞留しないよう，耐圧強化ベントライン

の窒素ガスによるパージを実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器ベント移行条件※２

に達した場合。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事

器バウンダリの維持及

び現場におけるベント

実施時の被ばく評価結

果を考慮しＮＧＣ非常

用ガス処理入口弁（第二

弁（ベント装置側））か

ら開操作する 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容

器バウンダリの維持及

び現場におけるベント

実施時の被ばく評価結

果を考慮しＮＧＣ非常

用ガス処理入口弁（第二

弁（ベント装置側））か

ら開操作する 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，耐圧強

化ベントラインの窒素

ガスパージの手順を整

備 
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故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，

又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa[gage]に到達

した場合に格納容器ベント準備を開始する。 

 

ⅱ 操作手順 

耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ手順の

概要は以下のとおり。概要図を第 1.5－27図に，タイムチ

ャートを第 1.5－28図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長

を経由し，緊急時対策本部に耐圧強化ベントライン

停止後の窒素ガスパージの準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に耐圧強化ベン

トライン停止後の窒素ガスパージの準備開始を指示

する。 

③ａ窒素供給ライン接続口を使用した耐圧強化ベント

ライン停止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に可搬

式窒素供給装置を配備し送気ホースを接続口に取り

付け，可搬式窒素供給装置の準備完了を緊急時対策

本部に報告する。 

③ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属

棟西側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後

の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）に可搬

式窒素供給装置を配備し，送気ホースを接続口に取

りつけ，可搬式窒素供給装置の準備完了を緊急時対

策本部に報告する。 

③ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北

側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒

素ガスパージの場合（故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）に可

搬式窒素供給装置を配備し，送気ホースを接続口に

取りつけ，可搬式窒素供給装置の準備完了を緊急時
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対策本部に報告する。 

④緊急時対策本部は，耐圧強化ベントライン停止後の

窒素ガスパージの準備完了を当直長に報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に耐圧強化ベントラ

イン停止後の窒素ガスパージの系統構成開始を指示

する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントライン停止

後の窒素ガスパージの系統構成として，ＮＧＣ Ｎ

２トーラス出口隔離弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル

出口隔離弁，ＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ

入口弁の全閉確認，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止

め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁の全

開確認及びＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全開を

確認し，耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパ

ージの系統構成完了を当直副長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に窒素ガスパージの開始を依頼する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスパー

ジの開始を指示する。 

⑨ａ窒素供給ライン接続口を使用した耐圧強化ベント

ライン停止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）にて，

可搬式窒素供給装置を起動した後，ＦＣＶＳ窒素ガ

ス補給元弁の開操作を実施し，窒素ガスの供給を開

始するとともに，緊急時対策本部に窒素ガスパージ

を開始したことを報告する。 

⑨ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属

棟西側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後

の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）にて，

可搬式窒素供給装置を起動した後，原子炉建物付属

棟にて，ＦＣＶＳ建物内窒素ガス補給元弁の開操作

を実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，緊

急時対策本部に窒素ガスパージを開始したことを報

告する。 

⑨ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北

側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒
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素ガスパージの場合（故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）にて，

可搬式窒素供給装置を起動した後，原子炉建物付属

棟にて，ＦＣＶＳ建物内窒素ガス補給元弁の開操作

を実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，緊

急時対策本部に窒素ガスパージを開始したことを報

告する。 

⑩緊急時対策本部は，窒素ガスパージを開始したこと

を当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパー

ジ開始までの想定時間は以下のとおり。 

・窒素供給ライン接続口を使用した耐圧強化ベント

ライン停止後の窒素ガスパージの場合，２時間以

内で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属

棟西側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止

後の窒素ガスパージの場合，２時間以内で可能で

ある。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北

側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後の

窒素ガスパージの場合（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合），

６時間 40分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントで

あることから，本操作における作業エリアの被ばく線

量率は低く，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用

いることで，暗闇における作業性についても確保する。 

(添付資料 1.5.4－4(3)) 
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(b) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ） 

残留熱除去系の機能が喪失し，耐圧強化ベント系により大

気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する場合， 空気駆動弁

である一次隔離弁（ サプレッション・チェンバ側又はドライ

ウェル側）及び耐圧強化ベント弁を全開とし，格納容器ベン

トラインを構成する必要があり， 通常の駆動空気供給源であ

る計装用圧縮空気系が喪失した状況下では遠隔空気駆動弁操

作用ボンベが駆動源となる。常設ボンベの圧力が低下した場

合に，常設ボンベと予備ボンベを交換することで，一次隔離

弁及び耐圧強化ベント弁の駆動圧力を確保する。 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

耐圧強化ベント系の系統構成及び耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施中，各隔離弁の

駆動源である遠隔空気駆動弁操作用ボンベの圧力が規定圧

力以下となった場合。 

ⅱ. 操作手順 

原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（ 予備ボンベ）の手

順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5.7 図に，タイム

チャートを第1.5.8 図に示す。 

［一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）遠隔空気駆

動 弁 操 作 用 ボ ン ベ 交 換 ］ 操 作 手 順 に つ い て は ，

「1.5.2.1(1)a.(b) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保

（ 予備ボンベ）」の操作手順と同様である。 

［一次隔離弁（ドライウェル側） 遠隔空気駆動弁操作用ボ

ンベ交換］操作手順については，「1.5.2.1(1)a.(b) 原子炉

格納容器ベント弁駆動源確保（ 予備ボンベ）」の操作手順

と同様である。 

 

［耐圧強化ベント弁遠隔空気駆動弁操作用ボンベ交換］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転

員に耐圧強化ベント弁遠隔空気駆動弁操作用ボンベ

を， 使用済みボンベから予備ボンベへの交換を指示す

る。 

②現場運転員C 及びD は， 予備ボンベを予備ボンベラッ

クから運搬する。 

③現場運転員C 及びD は， 耐圧強化ベント弁操作用空気

ボンベ出口弁及びボンベ本体の弁を全閉とし， 使用中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は常設ボ

ンベのみ記載すること

とし，予備のボンベ取替

は不要と整理 
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のボンベを取り外し， 予備ボンベを接続する。 

④現場運転員C 及びD は， ボンベ本体の弁を全開とし， 

ボンベ接続部から耐圧強化ベント弁操作用空気ボンベ

出口弁までのリークチェックを実施する。 

⑤現場運転員C 及びD は， 耐圧強化ベント弁操作用空気

ボンベ出口弁を全開にする。 

⑥現場運転員C 及びD は， 使用済みボンベをボンベラッ

クへ収納する。 

⑦現場運転員C 及びD は， 耐圧強化ベント弁遠隔空気駆

動弁操作用ボンベの交換終了を当直副長に報告する。 

⑧当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 予備ボン

ベの確保を緊急時対策本部に依頼する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 名

（操作者及び確認者）及び現場運転員2 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからボンベ交換終了まで約

45 分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具照

明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開

始できるよう， 使用する資機材は作業場所近傍に配備す

る。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.5.3－ 2） 
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(2) 最終ヒートシンク（ 大気）への代替熱輸送（ 全交流動力電

源喪失時の場合） 

a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（現場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合，格納容器圧力逃がし装置により

最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は

代替循環冷却による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回

復し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可

能な場合は， 一次隔離弁を全閉し，格納容器ベントを停止す

ることを基本として，その他の要因を考慮した上で総合的に

判断し，適切に対応する。なお，二次隔離弁については，一

次隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１系

統回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失時は， 現場手動にて系統構成を行うと

ともに原子炉建屋原子炉区域の系統構成は事前に着手する。 

 

(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（ 現場操作） 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

［原子炉建屋原子炉区域の系統構成］ 

全交流動力電源喪失時に，早期の電源復旧が見込めない

場合。 

［格納容器ベント準備］ 

炉心損傷※ 1 前において，原子炉格納容器内の冷却を実

施しても，  原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（279kPa[gage]） 以下に維持できない場合。 

 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電

源喪失時の場合） 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱（現場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，格納容器圧力逃がし装置に

より最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又

は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1

系統回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器

内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した

場合，並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa［gage］（1Pd）

未満，原子炉格納容器内の温度171℃未満及び原子炉格納容

器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合

は，第一弁を全閉し，格納容器ベントを停止することを基

本として，その他の要因を考慮した上で総合的に判断し，

適切に対応する。なお，フィルタ装置出口弁については，

第一弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統

回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失時に，早期の電源復旧が見込めない

場合は，現場手動にて系統構成を行う。 

 

(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱（現場操作） 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

炉心損傷※１前において，全交流動力電源喪失時に外

部水源による原子炉格納容器内の冷却により，サプレ

ッション・プール水位が上昇し，サプレッション・プ

ール水位指示値が通常水位＋5.5mに到達した場合，又

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電

源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱（現場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系

により最終ヒートシンク（大気）へ輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又

は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が

１系統回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容

器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置に

よる原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，

並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未満，

原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内

の水素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場

合は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁を全閉し，格納容器ベントを停止

することを基本として，その他の要因を考慮した上で総合

的に判断し，適切に対応する。なお，ＮＧＣ非常用ガス処

理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパ

ス弁は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ

２ドライウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の

除熱機能が更に１系統回復する等，より安定的な状態にな

った場合に全閉する。 

全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行う。 

 

 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱（現場操作） 

ⅰ 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

炉心損傷※１前において，全交流動力電源喪失時に，

早期の電源復旧が見込めず，原子炉格納容器内の冷却

を実施しても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（245kPa[gage]）以下に維持できない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違  

【柏崎 6/7】  

島根２号炉は，ベント

停止に必要な各パラメ

ータの基準値を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉（Mark-Ⅰ

改 ） と 東 海 第 二

（Mark-Ⅱ）の最高使用

圧力の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，事前の

系統構成不要 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，管理区

域内の系統構成不要 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント準備実施基準
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※1:｢炉心損傷｣は， 格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS） 

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の10 倍を超えた場合，又は格納容

器内雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用できない場合に

原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

 

 

ⅱ. 操作手順 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱の手順は以下のとおり。手順対応フローを第1.5.3 

図に，概要図を第1.5.26 図に， タイムチャートを第1.5.27 

図及び第1.5.28 図に示す。 

 

［W/W ベントの場合（D/W ベントの場合，手順⑨ 以外は同

様） ］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉建

屋原子炉区域の系統構成を現場運転員に指示する。 

②現場運転員E 及びF は， 非常用ガス処理系フィルタ装

置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口U シール隔離

弁の全閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格

納容器内の水位がサプレッション・チェンバ・プール

水位外部水源注水制限（ ベントライン-1m） 以下であ

ることを確認し， 格納容器圧力逃がし装置によるW/W 

側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員

に指示する（原子炉格納容器内の水位がサプレッショ

ン・チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えて

は原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原子炉格納

容器内の圧力を規定圧力（279kPa［gage］）以下に維

持できない場合。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

ⅱ) 操作手順 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。手順対応フ

ローを第1.5－2図に，概要図を第1.5－16図に，タイム

チャートを第1.5－17図に示す。 

【Ｓ／Ｃ側ベントの場合（Ｄ／Ｗ側ベントの場合，手

順⑦以外は同様。）。】 

 

 

 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対

策本部長代理に格納容器圧力逃がし装置による格

納容器ベントの準備を依頼する。 

②災害対策本部長代理は，格納容器圧力逃がし装置

による格納容器ベント準備のため，第二弁操作室

に重大事故等対応要員を派遣し，発電長に報告す

る。 

 

③発電長は，格納容器圧力逃がし装置によるＳ／Ｃ

側からの格納容器ベントの準備を開始するように

運転員等に指示する（Ｓ／Ｃ側からの格納容器ベ

ントができない場合は，Ｄ／Ｗ側からの格納容器

ベントの準備を開始するように指示する。）。 

 

 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｃ

ＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で300℃以上を確認した場合。 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フ

ローを第 1.5－2図に，概要図を第 1.5－29図に，タイ

ムチャートを第 1.5－30図及び第 1.5－31図に示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑫

以外は同様)］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，格納

容器フィルタベント系によるＷ／Ｗ側からの格納

容器ベント準備を開始するよう運転員に指示する

(Ｗ／Ｗ側からの格納容器ベントができない場合

は，Ｄ／Ｗ側からの格納容器ベントの準備を開始

するよう指示する)。 

 

の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，10 倍

を超えた場合を炉心損

傷の判断としているが，

東海第二では 10 倍を含

めて損傷と判断してい

るため，「以上」として

いる 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，管理区

域内の系統構成必要な

し 

【東海第二】 

島根２号炉は，運転員

のみでベント準備を行

う 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】  

ベント準備実施基準

の相違 
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いる場合はD/W 側からの格納容器ベントの準備を開始

するよう指示する）。 

④当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 緊急時対

策本部に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベン

トの準備開始を報告する。 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，格納容器圧力逃がし装

置による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確

保されていることを確認する。 

⑥中央制御室運転員A 及びB は，FCVS 制御盤にてフィル

タ装置水位指示値が通常水位範囲内であること及びフ

ィルタ装置ドレン移送ポンプの水張りが完了している

ことを確認する。 

⑦中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の系

統構成として， 耐圧強化ベント弁， 非常用ガス処理

系第二隔離弁及び換気空調系第二隔離弁の全閉，並び

にフィルタ装置入口弁の全開を確認する。 

⑧現場運転員E 及びF は， 格納容器ベント前の系統構成

として，非常用ガス処理系第一隔離弁及び換気空調系

第一隔離弁の全閉を確認する。 

 

 

 

 

⑨ａ W/W ベントの場合 

現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（ サプレッショ

ン・チェンバ側） を遠隔手動弁操作設備による操作で

全開とする。また， 遠隔手動弁操作設備による操作以

外の手段として， 直流電源が健全である場合は， 一

次隔離弁（ サプレッション・チェンバ側） 操作用空

気供給弁を現場で手動開し，一次隔離弁（ サプレッシ

ョン・チェンバ側）を中央制御室の操作にて全開する

手段がある。更に一次隔離弁（ サプレッション・チェ

ンバ側） 逆操作用空気排気側止め弁を全閉， 一次隔

離弁（ サプレッション・チェンバ側） 操作用空気供

給弁及び一次隔離弁（ サプレッション・チェンバ側） 

操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気

ポートへ駆動空気を供給し，一次隔離弁（ サプレッシ

ョン・チェンバ側）を全開する手段がある。 

 

 

④発電長は，災害対策本部長代理に格納容器圧力逃

がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告

する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，格納容器圧力逃がし

装置による格納容器ベントに必要な監視計器の電

源が確保されていることを確認する。 

 

 

 

 

⑥運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント前の

系統構成として，原子炉建屋ガス処理系一次隔離

弁，原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁，換気空調

系一次隔離弁及び換気空調系二次隔離弁の全閉を

確認する。 

 

 

 

 

 

 

⑦ａＳ／Ｃ側ベントの場合 

運転員等は原子炉建屋付属棟にて，第一弁（Ｓ／

Ｃ側）を遠隔人力操作機構による操作で全開とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に格納容器フィルタベント系による格納

容器ベントの準備開始を報告する。 

③中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント

系による格納容器ベントに必要な監視計器の電源

が確保されていることを確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１

ベントフィルタスクラバ容器水位指示値が通常水

位範囲内であることを確認する。 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統

構成として，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後弁，ＳＧＴ耐

圧強化ベントライン止め弁，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔

離弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉

及びＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁

の全開を確認する。 

 

 

 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開

とする。ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁の開操

作ができない場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入口

隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作機構にて全開

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤，⑬の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ベント

前の系統構成として，他

系統との隔離弁（１次隔

離弁および２次隔離弁）

の全閉を確認 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の操作対

象弁は全て電動弁であ

り，空気供給による操作

はない 
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⑨ｂ D/W ベントの場合 

現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（ ドライウェル

側）を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。

また，遠隔手動弁操作設備による操作以外の手段とし

て，直流電源が健全である場合は，一次隔離弁（ ドラ

イウェル側） 操作用空気供給弁を現場で手動開し，一

次隔離弁（ドライウェル側） を中央制御室の操作にて

全開する手段がある。更に一次隔離弁（ ドライウェル

側）逆操作用空気排気側止め弁を全閉，一次隔離弁（ ド

ライウェル側） 操作用空気供給弁及び一次隔離弁（ ド

ライウェル側） 操作用空気排気側止め弁を全開するこ

とで電磁弁排気ポートへ駆動空気を供給し，一次隔離

弁（ ドライウェル側）を全開する手段がある。 

⑩現場運転員C 及びD は， フィルタベント大気放出ライ

ンドレン弁を全閉とし，格納容器圧力逃がし装置によ

る格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 格納容器

圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を緊急

時対策本部に報告する。 

⑫当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収

集を適宜行い,当直長に報告する。また， 当直長は原

子炉格納容器内の圧力に関する情報を， 緊急時対策本

部に報告する。 

⑬当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 格納容器

圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を緊急時

⑦ｂＤ／Ｗ側ベントの場合 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）が開できない場合は，運転員

等は原子炉建屋付属棟にて，第一弁（Ｄ／Ｗ側）

を遠隔人力操作機構による操作で全開とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧運転員等は，格納容器圧力逃がし装置による格納

容器ベント準備完了を発電長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨発電長は，格納容器圧力逃がし装置による格納容

器ベント準備完了を災害対策本部長代理に報告す

る。 

⑩発電長は，格納容器ベント判断基準であるサプレ

ッション・プール水位指示値が通常水位＋6.5mに

到達した後，ドライウェル圧力又はサプレッショ

ン・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］（1Pd）

に到達したことを確認し，格納容器圧力逃がし装

置による格納容器ベントの開始を災害対策本部長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント

系による格納容器ベント準備完了を当直副長に報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベント準備完

了を緊急時対策本部に報告する。 

⑨当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に

関する情報収集を適宜行い，当直長に報告する。

また，当直長は，原子炉格納容器内の圧力及び水

位に関する情報を緊急時対策本部に報告する。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベントの開始

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

【東海第二 7】 

⑫の相違 

・運用の相違  

【柏崎 6/7】 

島根２号炉も柏崎

6/7と同様に，ＦＣＶＳ

排気ラインドレン排出

弁をベント実施前に全

閉する必要があるが，当

該操作は，「(d) 格納容

器フィルタベント系停

止後の窒素ガスパージ」

手順にて実施 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 
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対策本部に報告する。 

⑭当直副長は，格納容器ベント開始圧力（310kPa[gage]）

に到達する時間， 弁操作に必要な時間， 原子炉格納

容器内の圧力上昇率を考慮し，運転員に格納容器ベン

ト開始を指示する。 

 

 

 

 

 

⑮現場運転員C 及びD は， 二次隔離弁を遠隔手動弁操作

設備にて調整開（流路面積約70%開） とし，格納容器

圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。二

次隔離弁の開操作ができない場合は，二次隔離弁バイ

パス弁を遠隔手動弁操作設備にて調整開（ 流路面積約

70%開）とし， 格納容器圧力逃がし装置による格納容

器ベントを開始する。なお，原子炉格納容器内の圧力

に低下傾向が確認されなかった場合は，二次隔離弁又

は二次隔離弁バイパス弁の増開操作を実施する。 

 

⑯中央制御室運転員A 及びB は，格納容器圧力逃がし装

置による格納容器ベントが開始されたことを格納容器

内圧力指示値の低下及びフィルタ装置入口圧力指示値

の上昇により確認し，当直副長に報告する。また， 当

直長は，格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベン

トが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

⑰当直副長は，現場運転員に水素バイパスライン止め弁

を全開するよう指示する。 

⑱現場運転員C及びDは，水素バイパスライン止め弁の全

開操作を実施する。 

 

⑲中央制御室運転員A 及びB は，FCVS 制御盤にてフィル

タ装置水位指示値を確認し，水位調整が必要な場合は

代理に報告する。 

⑪発電長は，重大事故等対応要員に格納容器圧力逃

がし装置による格納容器ベント開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑫重大事故等対応要員は第二弁操作室にて，第二弁

を遠隔人力操作機構にて全開とし，格納容器圧力

逃がし装置による格納容器ベントを開始する。第

二弁の開操作ができない場合は，第二弁バイパス

弁を遠隔人力操作機構にて全開とし，格納容器圧

力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。 

 

 

 

 

⑬運転員等は中央制御室にて，格納容器圧力逃がし

装置による格納容器ベントが開始されたことをド

ライウェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧

力指示値の低下，並びにフィルタ装置圧力及びフ

ィルタ装置スクラビング水温度指示値の上昇によ

り確認するとともに，フィルタ装置出口放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇を確認

し，発電長に報告する。また，発電長は，格納容

器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始さ

れたことを災害対策本部長代理に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

を緊急時対策本部に報告する。 

⑪当直副長は，以下のいずれかの条件に到達したこ

とを確認し，運転員に格納容器ベント開始を指示

する。 

・外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイを

実施中に，サプレッション・プール水位指示

値が通常水位＋約 1.3mに到達した場合 

・原子炉格納容器内の圧力が 384kPa[gage]に到

達した場合において，外部水源を用いた原子

炉格納容器スプレイが実施できない場合。 

⑫ａＷ／Ｗベントの場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出

口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開

とし，格納容器フィルタベント系による格納容器

ベント操作を開始する。 

⑫ｂＤ／Ｗベントの場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェ

ル出口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で

全開とし，格納容器フィルタベント系による格納

容器ベント操作を開始する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント

系による格納容器ベントが開始されたことを，原

子炉格納容器内の圧力指示値の低下，並びに第１

ベントフィルタスクラバ容器圧力及びスクラバ容

器温度指示値の上昇により確認するとともに，第

１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ）指示値の上昇により確認し，当直副長

に報告する。また，当直長は，当直副長からの依

頼に基づき，格納容器フィルタベント系による格

納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部

に報告する。 

 

 

 

 

 

⑭中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１

ベントフィルタスクラバ容器水位指示値を確認

⑫の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第２弁

を全開する 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ベント

が開始されたことをス

クラバ容器圧力及びベ

ントフィルタ出口放射

線モニタ（高レンジ・低

レンジ）で確認 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水素バ

イパスラインに止め弁

なし 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 
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当直副長に報告する。また， 当直長は，フィルタ装置

の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼す

る。 

 

 

 

 

 

⑳中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント開始後，

残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容

器内の除熱機能が１系統回復し，原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は， 一次隔

離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル

側） を全閉するよう現場運転員に指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑現場運転員C 及びD は， 遠隔手動弁操作設備により一

次隔離弁（ サプレッション・チェンバ側又はドライウ

ェル側） の全閉操作を実施する。 

 

㉒中央制御室運転員A及びBは，一次隔離弁を全閉後，原

子炉格納容器内の除熱機能が更に回復する等，より安

定的な状態になった場合は二次隔離弁又は二次隔離弁

バイパス弁を全閉するよう現場運転員に指示する。 

㉓現場運転員C 及びD は， 遠隔手動弁操作設備により二

次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント開始

後，残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子

炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し，可燃性ガ

ス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸

素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原

子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場

合，並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa［gage］

（1Pd）未満，原子炉格納容器内の温度171℃未満

及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満

であることを確認することにより，格納容器ベン

ト停止判断をする。 

⑮運転員等は原子炉建屋付属棟にて，遠隔人力操作

機構により第一弁（Ｓ／Ｃ側又はＤ／Ｗ側）の全

閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し，水位調整が必要な場合は当直副長に報告する。

また，当直長は，当直副長からの依頼に基づき，

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位調整を実

施するよう緊急時対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

⑮当直副長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去

系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内

の除熱機能が１系統回復し，原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で，かつ可燃

性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水

素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置に

よる原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能

な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa

［gage］（１Pd）未満，原子炉格納容器内の温度

171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可

燃限界未満であることを確認することにより，Ｎ

ＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁を全閉し，格納容器フィ

ルタベント系による格納容器ベントを停止するよ

う運転員に指示する。 

 

 

 

 

⑯中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出

口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離

弁の全閉操作を実施し，格納容器フィルタベント

系による格納容器ベントを停止する。 

⑰当直副長は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又

はＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁を全閉

後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１系統回

復する等，より安定的な状態になった場合は，Ｎ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用

ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全閉するよう運

転員に指示する。 

⑬の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】  

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント実施後

のスクラバ容器水位の

監視に関する手順を記

載 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止時

の指揮・命令系統を記載 

・記載表現の相違  

【柏崎 6/7】  

島根２号炉は，ベント

停止に必要な各パラメ

ータの基準値を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉（Mark-Ⅰ

改 ） と 東 海 第 二

（Mark-Ⅱ）の最高使用

圧力の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，除熱機

能が１系統回復した状

態においては，ベント弁

電源も復旧しているた

め，中央制御室からの遠
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ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 名

（操作者及び確認者）及び現場運転員4 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約70 

分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベ

ント準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下

のとおり。 

・現場からの第一弁（Ｓ／Ｃ側）操作の場合 

 

現場対応を運転員等（当直運転員）3名にて作業を

実施した場合，125分以内で可能である。 

・現場からの第一弁（Ｄ／Ｗ側）操作の場合 

現場対応を運転員等（当直運転員）3名にて作業を

実施した場合，140分以内で可能である。 

格納容器ベント判断基準到達から格納容器ベント開

始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

・現場操作（第二弁）遠隔操作不可の場合 

現場対応を重大事故等対応要員3名にて作業を実

施した場合，30分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

【Ｓ／Ｃ側ベント】 

サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋

5.5mに到達後，又は原子炉格納容器内の冷却を実施し

ても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa

［gage］）以下に維持できない場合に，第一弁（Ｓ／

⑱中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バ

イパス弁の全閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベ

ント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以下

のとおり。 

・現場からのＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁操作

の場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，１時間 20 分以内で可能であ

る。 

 

 

格納容器ベント判断基準到達から格納容器ベント開

始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・現場からのＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁操作

の場合 

現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間

30分以内で可能である。 

・現場からのＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁

操作の場合 

現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間

30分以内で可能である。 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＮＧＣ非常用

ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した場

合，１時間 20分以内で可能である。また，格納容

器ベント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口

隔操作にて一次隔離弁

を全閉 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止時

の指揮・命令系統を記載 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止後

に更に安定した状態に

なった場合の手順を記

載 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器ベント準備とベント

開始を分けて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，W/Wベ

ントと D/W ベントにお

ける想定時間は同一 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作設備の操作については， 操作に必要な工

具はなく通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能

である。 

また，作業エリアにはバッテリー内蔵型LED 照明を配備

しており，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保し

ているが，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとし

て携行する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.5.3－ 1） 

 

(b) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置の水位調整準

備として，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張

りを実施する。 

なお，操作手順については， 「1.5.2.1(1)a.(c) フィルタ装

Ｃ側）操作を現場にて実施した場合，125分以内で可能

である。また，サプレッション・プール水位指示値が

通常水位＋6.5mに到達し，ドライウェル圧力又はサプ

レッション・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］（1Pd）

に到達後，第二弁操作を現場にて実施した場合，30分

以内で可能である。（総要員数：運転員等（当直運転

員）3名，重大事故等対応要員3名，総所要時間：155

分以内） 

【Ｄ／Ｗ側ベント】 

サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋

5.5mに到達後，又は原子炉格納容器内の冷却を実施し

ても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa

［gage］）以下に維持できない場合に，第一弁（Ｄ／

Ｗ側）操作を現場にて実施した場合，140分以内で可能

である。また，サプレッション・プール水位指示値が

通常水位＋6.5mに到達し，ドライウェル圧力又はサプ

レッション・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］（1Pd）

に到達後，第二弁操作を現場にて実施した場合，30分

以内で可能である。（総要員数：運転員等（当直運転

員）3名，重大事故等対応要員3名，総所要時間：170

分以内） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

遠隔人力操作機構については，速やかに操作ができ

るように，汎用電動工具（電動ドライバ）を操作場所

近傍に配備する。 

また，作業エリアには蓄電池内蔵型照明を配備して

おり，建屋内常用照明消灯時における作業性を確保し

ているが，ヘッドライト及びＬＥＤライトをバックア

ップとして携行する。 

 

（添付資料1.5.4） 

 

 

 

 

 

 

隔離弁操作を現場にて実施した場合，１時間 30分

以内で可能である。（総要員数：中央制御室運転員

１名，現場運転員２名，総想定時間：２時間 50分

以内） 

 

 

 

 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＮＧＣ非常用

ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した場

合，１時間 20分以内で可能である。また，格納容

器ベント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル

出口隔離弁操作を現場にて実施した場合，１時間

30 分以内で可能である。（総要員数：中央制御室

運転員１名，現場運転員２名，総想定時間：２時

間 50分以内） 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作機構の操作については，操作に必要

な工具はなく通常の弁操作と同様であるため，容易に

実施可能である。 

また，作業エリアにはバッテリー内蔵型ＬＥＤ照明

を配備しており，建物内常用照明消灯時における作業

性を確保しているが，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(添付資料 1.5.4－2(2)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 
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置ドレン移送ポンプ水張り」の操作手順と同様である。 

(c) フィルタ装置水位調整（水張り） 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到達す

る前に， フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張

りを実施する。 

 

 

なお，操作手順については， 「1.5.2.1(1)a.(d) フィルタ

装置水位調整（水張り） 」の操作手順と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) フィルタ装置水位調整（水抜き） 

格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガ

スが格納容器圧力逃がし装置の配管内及びフィルタ装置内で

凝縮し， その凝縮水がフィルタ装置に溜まることでフィルタ

装置の水位が上限水位に到達すると判断した場合，又はフィル

タ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧に到達すると判断

した場合はフィルタ装置機能維持のためフィルタ装置の排水

を実施する。ドレン移送ポンプの電源は， 代替交流電源設備

から受電可能である。 

なお，操作手順については， 「1.5.2.1(1)a.(e) フィルタ

装置水位調整（水抜き） 」の操作手順と同様である。 

 

 

(b) フィルタ装置スクラビング水補給 

フィルタ装置の水位が待機時水位下限である2,530mm

を下回り，下限水位である1,325mmに到達する前までに，

西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽又は淡水タンクを水源

とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによりフィルタ装置へ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(b) フ

ィルタ装置スクラビング水補給」の操作手順と同様であ

る。 

 

(e) フィルタ装置スクラビング水移送 

水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置内

に蓄積することを防止するため，フィルタ装置スクラビ

ング水をサプレッション・チェンバへ移送する。移送ポ

ンプの電源は，常設代替交流電源設備として使用する常

設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として

使用する可搬型代替低圧電源車から受電可能である。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(e) フ

ィルタ装置スクラビング水移送」の操作手順と同様であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り) 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を

下回り下限水位に到達する前に，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車により第

１ベントフィルタスクラバ容器補給水ラインから第１ベ

ントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)a.(b) 第１

ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」の操作

手順と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き) 

格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気され

たガスが格納容器フィルタベント系の配管内及び第１ベ

ントフィルタスクラバ容器内で凝縮し，その凝縮水が第

１ベントフィルタスクラバ容器に溜まることで，第１ベ

ントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達する

と判断した場合は，格納容器フィルタベント系機能維持

のため第１ベントフィルタスクラバ容器の排水を実施す

る。 

ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は，代替交流電源

設備から受電可能である。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)a.(c) 第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用，記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の水の放

射線分解により発生す

る水素のフィルタ装置

内への蓄積防止は，必要

に応じて窒素ガスパー

ジ（(d) 格納容器フィル

タベント系停止後の窒

素ガスパージ）を行うこ

とで対応する。また，最

終的なスクラビング水

移送は，事故収束後に行

う手順のため，記載不要

と整理 

・運用の相違  

【東海第二】  

島根２号炉は，スクラ

ビング水の水位挙動評

価により，事故発生後７

日間はスクラバ容器水

位調整（水抜き）不要な

ため，自主対策として整

備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の金属フ
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(e) 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において， スクラバ水に貯留された

放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び

酸素ガスを排出する。また， フィルタ装置上流側の残留蒸気

凝縮によりフィルタ装置上流側配管内が負圧となることによ

り， スクラバ水が上流側配管に吸い上げられることを防止す

るため， 格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるパージを

実施する。 

 

なお，操作手順については， 「1.5.2.1(1)a.(f) 格納容器

圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージ」の操作手順と同様

である。 

 

（ｆ）フィルタ装置スクラバ水pH調整 

 

フィルタ装置水位調整（水抜き）によりスクラバ水に含まれ

る薬液が排出されることでスクラバ水のpHは規定値よりも低く

なることを防止するため薬液を補給する。 

 

 

 

なお，操作手順については， 「1.5.2.1(1)a.(g) フィルタ装

置スクラバ水pH調整」の操作手順と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 

格納容器ベントを実施した際には，原子炉格納容器内

に含まれる非凝縮性ガスがフィルタ装置を経由して大気

へ放出されることから，フィルタ装置内での水素爆発を

防止するため，可搬型窒素供給装置によりフィルタ装置

内を不活性ガス（窒素）で置換する。 

 

 

 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(d) フ

ィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換」の操作手順と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）」の操作

手順と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，スクラビング水に貯

留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する

水素ガス及び酸素ガスを排出する。また，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器上流側の残留蒸気凝縮により第１ベ

ントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負圧となるこ

とにより，スクラビング水が上流側配管に吸い上げられ

ることを防止するため，格納容器フィルタベント系の窒

素ガスによるパージを実施する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)a.(d) 格納

容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」の操作

手順と同様である。 

 

(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ

調整 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）

によりスクラビング水に含まれる薬液が排水されること

でスクラビング水のｐＨ値が規定値よりも低くなること

を防止するため薬液を補給する。 

ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は，代替交流電源

設備から受電可能である。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)a.(e) 第１

ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整」

の操作手順と同様である。 

 

 

 

 

 

ィルタは解析上閉塞し

ないことを確認してお

り，差圧計は設置不要 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スクラ

バ容器水位調整（水抜

き）に電動弁を使用 

 

・運用の相違  

【東海第二】  

島根２号炉は，格納容

器ベント時の系統内で

の水素爆発防止は，系統

待機中に窒素ガス置換

しておくことで防止し

ているため，ここでは，

格納容器ベント実施後

の系統内の水素爆発等

の防止として，窒素ガス

パージの手順を整備 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，待機時

に十分な量の薬液を保

有しており，格納容器ベ

ント後においてもアル

カリ性を維持可能であ

るが，スクラビング水の

排水に合せて，薬液を補

給 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，薬液補

給後に均一化のためド

レンポンプによる循環

運転を行うため，ポン
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(g) ドレン移送ライン窒素ガスパージ 

フィルタ装置水位調整（ 水抜き） 後， フィルタ装置排水

ラインの水の放射線分解により発生する水素ガスの蓄積を防

止するため， 窒素ガスによるパージを実施し，排水ラインの

残留水をサプレッション・チェンバに排水する。 

なお，操作手順については， 「1.5.2.1(1)a.(h) ドレン移

送ライン窒素ガスパージ」の操作手順と同様である。 

 

(h) ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は，よう素フィルタの

機能維持のため排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は， 

代替交流電源設備から受電可能である。 

なお，操作手順については， 「1.5.2.1(1)a.(i) ドレンタ

ンク水抜き」の操作手順と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（現場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合，耐圧強化ベント系により最終ヒ

ートシンク（ 大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は

代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系

統回復し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視

が可能な場合は， 一次隔離弁を全閉し，格納容器ベントを

停止することを基本として，その他の要因を考慮した上で総

合的に判断し，適切に対応する。なお，二次隔離弁について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換 

 

格納容器ベント停止後における水の放射線分解によっ

て発生する可燃性ガス濃度の上昇を抑制，及び原子炉格

納容器の負圧破損を防止するため，可搬型窒素供給装置

により原子炉格納容器内を不活性ガス（窒素）で置換す

る。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(c) 原

子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換」の操作手順

と同様である。 

 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱（現場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，耐圧強化ベント系により最

終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又

は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1

系統回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器

内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した

場合，並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa［gage］（1Pd）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス

供給 

中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子

炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容

器内の可燃性ガス濃度を低減するため，可搬式窒素供給

装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する。 

 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)ｂ．可搬式

窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給」

の操作手順と同様である。 

 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（現場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，耐圧強化ベントラインによ

り最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又

は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が

１系統回復し，可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容

器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置に

よる原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，

並びに原子炉格納容器内の圧力427kPa[gage]（１Pd）未満，

プ・電動弁の受電を行う 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，全交流

動力電源喪失時の格納

容器への窒素ガス供給

について記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違  

【柏崎 6/7】  

島根２号炉は，ベント

停止に必要な各パラメ
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は，一次隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更

に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行うと

ともに原子炉建屋原子炉区域の系統構成は事前に着手する。 

 

 

 

(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱（現場操作） 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

［原子炉建屋原子炉区域の系統構成］ 

全交流動力電源喪失時に，早期の電源復旧が見込めない

場合。 

［格納容器ベント準備］ 

炉心損傷※ 1 前において，原子炉格納容器内の冷却を実施

し て も ，  原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 を 規 定 圧 力

（279kPa[gage]） 以下に維持できない場合で，格納容器圧

力逃がし装置が機能喪失※ 2 した場合。 

 

 

 

 

 

※1:｢炉心損傷｣は， 格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS） 

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の10 倍を超えた場合，又は格納容

器内雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用できない場合に

原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

未満，原子炉格納容器内の温度171℃未満及び原子炉格納容

器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合

は，第一弁を全閉し，格納容器ベントを停止することを基

本として，その他の要因を考慮した上で総合的に判断し，

適切に対応する。なお，耐圧強化ベント系二次隔離弁につ

いては，第一弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が

更に1系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全

閉する。 

 

 

 

全交流動力電源喪失時に，早期の電源復旧が見込めない

場合は，現場手動にて系統構成を行う。 

 

 

 

(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱（現場操作） 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

炉心損傷※１前において，全交流動力電源喪失時に外

部水源による原子炉格納容器内の冷却により，サプレ

ッション・プール水位が上昇し，サプレッション・プ

ール水位指示値が通常水位＋5.5mに到達した場合に格

納容器圧力逃がし装置が機能喪失※２した場合，又は原

子炉格納容器内の冷却を実施しても，原子炉格納容器

内の圧力を規定圧力（279kPa［gage］）以下に維持で

きない場合に，格納容器圧力逃がし装置が機能喪失し

た場合。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

原子炉格納容器内の温度171℃未満及び原子炉格納容器内

の水素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場

合は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁を全閉し，格納容器ベントを停止

することを基本として，その他の要因を考慮した上で総合

的に判断し，適切に対応する。なお，ＮＧＣ非常用ガス処

理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパ

ス弁は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ

２ドライウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の

除熱機能が更に１系統回復する等，より安定的な状態にな

った場合に全閉する。 

全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行う。 

 

 

 

 

(a) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の

減圧及び除熱（現場操作） 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

炉心損傷※１前において，全交流動力電源喪失時に，早

期の電源復旧が見込めず，原子炉格納容器内の冷却を実

施しても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（245kPa[gage]）以下に維持できない場合で，格納容器

フィルタベント系が機能喪失※２した場合。 

 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は

格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用

できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上

ータの基準値を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉（Mark-Ⅰ

改）と東海第二（Mark-

Ⅱ）の最高使用圧力の相

違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，事前の

系統構成不要 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，管理区

域内の系統構成不要 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント準備実施基準

の相違 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，10 倍
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※2:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，設備に

故障が発生した場合。 

 

ⅱ. 操作手順 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5.3 

図に，概要図を第1.5.29 図に， タイムチャートを第1.5.30 

図及び第1.5.31 図に示す。 

［W/W ベントの場合（D/W ベントの場合，手順⑩ 以外は同

様） ］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉建

屋原子炉区域の系統構成を現場運転員に指示する。 

②現場運転員E 及びF は， 非常用ガス処理系フィルタ装

置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口U シール隔離

弁の全閉操作を実施する。 

③当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格

納容器内の水位がサプレッション・チェンバ・プール

水位外部水源注水制限（ ベントライン-1m） 以下であ

ることを確認し， 耐圧強化ベント系によるW/W 側から

の格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示

する（ 原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チ

ェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場

合はD/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよ

う指示する）。 

④当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 耐圧強化

ベント系による除熱準備開始を緊急時対策本部に報告

する。 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，耐圧強化ベント系によ

る格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保され

ていることを状態表示にて確認する。 

⑥中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント前の系

統構成として非常用ガス処理系第二隔離弁及び換気空

調系第二隔離弁の全閉を確認する。 

 

 

 

⑦現場運転員E 及びF は， 格納容器ベント前の系統構成

300℃以上を確認した場合。 

※2：「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，設

備に故障が発生した場合。 

 

ⅱ) 操作手順 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱手順の概要は以下のとおり。手順対応フローを

第1.5－2図に，概要図を第1.5－18図に，タイムチャー

トを第1.5－19図に示す。 

【Ｓ／Ｃ側ベントの場合（Ｄ／Ｗ側ベントの場合，手

順⑥以外は同様。）。】 

 

 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，耐圧強

化ベント系によるＳ／Ｃ側からの格納容器ベント

の準備を開始するように運転員等に指示する（Ｓ

／Ｃ側からの格納容器ベントができない場合は，

Ｄ／Ｗ側からの格納容器ベントの準備を開始する

ように指示する。）。 

 

 

 

②発電長は，耐圧強化ベント系による除熱準備開始

を災害対策本部長代理に報告する。 

 

③運転員等は中央制御室にて，耐圧強化ベント系に

よる格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確

保されていることを確認する。 

④運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント前の

系統構成として，非常用ガス処理系排風機（Ａ）

及び（Ｂ）の操作スイッチ隔離操作，並びに原子

炉建屋ガス処理系一次隔離弁，換気空調系一次隔

離弁，原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁及び換気

空調系二次隔離弁の全閉を確認する。 

 

を確認した場合。 

※２：「格納容器フィルタベント系が機能喪失」とは，

設備に故障が発生した場合。 

 

ⅱ 操作手順 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧

及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.5－2図に，概要図を第 1.5－32図に，タイムチャート

を第 1.5－33図及び第 1.5－34図に示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑮以外

は同様)］ 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，耐圧強化

ベントラインによるＷ／Ｗ側からの格納容器ベント準

備を開始するよう運転員に指示する（Ｗ／Ｗ側からの

格納容器ベントができない場合は，Ｄ／Ｗ側からの格

納容器ベントの準備を開始するよう指示する）。 

 

 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に耐圧強化ベントラインによる除熱準備開始を報

告する。 

③中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる

格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されて

いることを確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成

として，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ Ｎ

ＧＣ連絡ライン隔離弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口

隔離弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉を

確認する。 

 

 

を超えた場合を炉心損

傷の判断としているが，

東海第二では 10 倍を含

めて損傷と判断してい

るため，「以上」として

いる 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，管理区

域内の系統構成必要な

し 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】  

ベント準備実施基準

の相違 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・体制の相違 
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として，非常用ガス処理系第一隔離弁， 換気空調系第

一隔離弁の全閉を確認する。 

 

 

 

 

⑧現場運転員C 及びD は， 格納容器ベント前の系統構成

として，フィルタ装置入口弁を遠隔手動弁操作設備に

よる操作で全閉とする。また，遠隔手動弁操作設備に

よる操作以外の手段として，直流電源が健全である場

合は， フィルタ装置入口弁の駆動空気を確保し， フ

ィルタ装置入口弁を中央制御室の操作により全閉する

手段がある。更にフィルタ装置入口弁逆操作用空気排

気側止め弁を全閉， フィルタ装置入口弁操作用空気ボ

ンベ出口弁及びフィルタ装置入口弁操作用空気排気側

止め弁を全開することで電磁弁排気ポートへ駆動空気

を供給し， フィルタ装置入口弁を全閉する手段があ

る。 

⑨現場運転員C 及びD は， 耐圧強化ベント弁を遠隔手動

弁操作設備による操作で全開とする。また，遠隔手動

弁操作設備による操作以外の手段として， 直流電源が

健全である場合は， 耐圧強化ベント弁の駆動空気を確

保し， 耐圧強化ベント弁を中央制御室の操作により全

開する手段がある。更に耐圧強化ベント弁逆操作用空

気排気側止め弁を全閉，耐圧強化ベント弁操作用空気

ボンベ出口弁及び耐圧強化ベント弁操作用空気排気側

止め弁を全開することで電磁弁排気ポートへ駆動空気

を供給し，耐圧強化ベント弁を全開する手段がある。 

 

 

 

 

 

⑩ａ W/W ベントの場合 

現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（ サプレッショ

ン・チェンバ側） を遠隔手動弁操作設備による操作で

全開とする。また， 遠隔手動弁操作設備による操作以

外の手段として， 直流電源が健全である場合は， 一

 

 

 

 

 

 

⑤運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，格納容器ベ

ント前の系統構成として，非常用ガス処理系フィ

ルタトレイン（Ａ）出口弁及び非常用ガス処理系

フィルタトレイン（Ｂ）出口弁の全閉操作を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ａＳ／Ｃ側ベントの場合 

運転員等は原子炉建屋付属棟にて，第一弁（Ｓ／

Ｃ側）を遠隔人力操作機構による操作で全開とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器ベント前の系統構成

として，ＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁

を遠隔手動操作機構による操作で全閉とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥現場運転員Ｄ及びＥは，格納容器ベント前の系統構成

として，Ａ－ＳＧＴ出口弁及びＢ－ＳＧＴ出口弁の全

閉操作及びＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁後弁の

全開操作を実施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器ベント前の系統構成

として，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作用電

磁弁排気止め弁の全閉操作及びＳＧＴ耐圧強化ベント

ライン止め弁操作用バイパスライン空気供給弁の全開

操作を実施し，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁を

全開する。また，直流電源が健全である場合は，ＳＧ

Ｔ耐圧強化ベントライン止め弁操作用空気供給弁を現

場で手動開し，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁を

中央制御室の操作にて全開する手段がある。 

⑧中央制御室運転員Ａは，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン

止め弁の全開確認を実施する。 

 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器ベント前の系統構成

として，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁を遠隔手動

弁操作機構による操作で全開とする。ＮＧＣ非常用ガ

ス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は，ＮＧＣ

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ベント

前の系統構成として，他

系統との隔離弁（１次隔

離弁および２次隔離弁）

の全閉を確認 

 

 

・設備の相違 
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島根２号炉の操作対

象弁は空気ボンベによ

る電磁弁操作のみ 
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次隔離弁（ サプレッション・チェンバ側） 操作用空

気供給弁を現場で手動開し，一次隔離弁（ サプレッシ

ョン・チェンバ側）を中央制御室の操作にて全開する

手段がある。更に一次隔離弁（ サプレッション・チェ

ンバ側） 逆操作用空気排気側止め弁を全閉， 一次隔

離弁（ サプレッション・チェンバ側） 操作用空気供

給弁及び一次隔離弁（ サプレッション・チェンバ側） 

操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気

ポートへ駆動空気を供給し，一次隔離弁（ サプレッシ

ョン・チェンバ側）を全開する手段がある。 

⑩ｂ D/W ベントの場合 

現場運転員C 及びD は， 一次隔離弁（ ドライウェル

側）を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。

また，遠隔手動弁操作設備による操作以外の手段とし

て，直流電源が健全である場合は，一次隔離弁（ ドラ

イウェル側） 操作用空気供給弁を現場で手動開し，一

次隔離弁（ドライウェル側） を中央制御室の操作にて

全開する手段がある。更に一次隔離弁（ ドライウェル

側）逆操作用空気排気側止め弁を全閉，一次隔離弁（ ド

ライウェル側） 操作用空気供給弁及び一次隔離弁（ ド

ライウェル側） 操作用空気排気側止め弁を全開するこ

とで電磁弁排気ポートへ駆動空気を供給し，一次隔離

弁（ サプレッション・チェンバ側） を全開する手段

がある。 

⑪中央制御室運転員A 及びB は，耐圧強化ベント系によ

る格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。 

⑫当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 耐圧強化

ベント系による格納容器ベントの準備完了を緊急時対

策本部に報告する。 

⑬当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収

集を適宜行い， 当直長に報告する。また， 当直長は，

原子炉格納容器内の圧力に関する情報を， 緊急時対策

本部に報告する。 

 

 

 

⑭当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 耐圧強化

ベント系による格納容器ベント開始を緊急時対策本部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ｂＤ／Ｗ側ベントの場合 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）が開できない場合は，運転員

等は原子炉建屋付属棟にて，第一弁（Ｄ／Ｗ側）

を遠隔人力操作機構による操作で全開とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦運転員等は，耐圧強化ベント系による格納容器ベ

ント準備完了を発電長に報告する。 

⑧発電長は，耐圧強化ベント系による格納容器ベン

トの準備完了を災害対策本部長代理に報告する。 

 

⑨発電長は，格納容器ベント判断基準であるサプレ

ッション・プール水位指示値が通常水位＋6.5mに

到達した後，ドライウェル圧力又はサプレッショ

ン・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］（1Pd）

に到達したことを確認し，耐圧強化ベント系によ

る格納容器ベント開始を災害対策本部長代理に報

告する。 

⑩発電長は，運転員等に耐圧強化ベント系による格

納容器ベント開始を指示する。 

非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操

作機構にて全開とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる

格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベ

ントラインによる格納容器ベント準備完了を緊急時対

策本部に報告する。 

⑫当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に関す

る情報収集を適宜行い，当直長に報告する。また，当

直長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情

報を緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベ

ントラインによる格納容器ベントの開始を緊急時対策

島根２号炉の操作対

象弁は空気ボンベによ

る電磁弁操作のみ 
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島根２号炉の操作対

象弁は空気ボンベによ

る電磁弁操作のみ 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 
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に報告する。 

⑮当直副長は，格納容器ベント開始圧力（310kPa[gage]）

に到達する時間， 弁操作に必要な時間， 原子炉格納

容器内の圧力上昇率を考慮し，運転員に耐圧強化ベン

ト系による格納容器ベント開始を指示する。 

 

 

 

 

 

⑯現場運転員C 及びD は， 二次隔離弁を遠隔手動弁操作

設備にて調整開（流路面積約70%開） とし，耐圧強化

ベント系による格納容器ベントを開始する。二次隔離

弁の開操作ができない場合は， 二次隔離弁バイパス弁

を遠隔手動弁操作設備にて調整開（流路面積約70%開）

とし， 耐圧強化ベント系による格納容器ベントを開始

する。なお，原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確

認されなかった場合は，二次隔離弁又は二次隔離弁バ

イパス弁の増開操作を実施する。 

 

⑰中央制御室運転員A 及びB は，耐圧強化ベント系によ

る格納容器ベントが開始されたことを格納容器内圧力

指示値の低下により確認し， 当直副長に報告する。ま

た， 当直長は， 耐圧強化ベント系による格納容器ベ

ントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

⑱当直副長は，現場運転員に水素バイパスライン止め弁

を全開するよう指示する。 

⑲現場運転員C及びDは，水素バイパスライン止め弁の全

開操作を実施する。 

 

⑳中央制御室運転員A 及びB は，格納容器ベント開始後，

残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容

器内の除熱機能が１系統回復し，原子炉格納容器内の

水素及び酸素濃度の監視が可能な場合は， 一次隔離弁

（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，耐圧強化ベ

ント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離

弁を電動弁ハンドル操作にて全開とし，耐圧強化

ベント系による格納容器ベントを開始する。 

 

 

 

 

 

 

⑫運転員等は中央制御室にて，耐圧強化ベント系に

よる格納容器ベントが開始されたことをドライウ

ェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧力指示

値の低下，並びに耐圧強化ベント系放射線モニタ

指示値の上昇により確認し，発電長に報告する。

また，発電長は，耐圧強化ベント系による格納容

器ベントが開始されたことを災害対策本部長代理

に報告する。 

 

 

 

 

 

⑬運転員等は中央制御室にて，格納容器ベント開始

後，残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子

炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し，可燃性ガ

ス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸

素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原

本部に報告する。 

⑭当直副長は，以下のいずれかの条件に到達したことを

確認し，運転員に耐圧強化ベントラインによる格納容

器ベント開始を指示する。 

・外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイを実施中

に，サプレッション・プール水位指示値が通常水位

＋約 1.3mに到達した場合 

・原子炉格納容器内の圧力が 384kPa[gage]に到達した

場合において，外部水源を用いた原子炉格納容器ス

プレイが実施できない場合。 

⑮ａＷ／Ｗベントの場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔

離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とし，耐

圧強化ベントラインによる格納容器ベント操作を開始

する。 

⑮ｂＤ／Ｗベントの場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出

口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開と

し，耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント操作

を開始する。 

⑯中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる

格納容器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器

内の圧力指示値の低下，並びに非常用ガス処理系モニ

タ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇により確認し，

当直副長に報告する。また，当直長は，当直副長から

の依頼に基づき，耐圧強化ベントラインによる格納容

器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

 

 

 

 

 

⑰当直副長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去系又

は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機

能が１系統回復し，原子炉格納容器内の水素濃度及び

酸素濃度の監視が可能で，かつ可燃性ガス濃度制御系

による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及

⑫の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第２弁

を全開する 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水素バ

イパスラインに止め弁

なし 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

1.5-99



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

を全閉するよう現場運転員に指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑現場運転員C 及びD は， 遠隔手動弁操作設備により一

次隔離弁（ サプレッション・チェンバ側又はドライウ

ェル側） の全閉操作を実施する。 

㉒中央制御室運転員A及びBは，一次隔離弁を全閉後，原

子炉格納容器内の除熱機能が更に１系統回復する等，

より安定的な状態になった場合は，二次隔離弁又は二

次隔離弁バイパス弁を全閉するよう現場運転員に指示

する。 

 

㉓現場運転員C 及びD は， 遠隔手動弁操作設備により二

次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場

合，並びに運転員等に原子炉格納容器内の圧力

310kPa［gage］（1Pd）未満，原子炉格納容器内の

温度171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度

が可燃限界未満であることを確認することによ

り，格納容器ベント停止判断をする。 

 

⑭運転員等は原子炉建屋付属棟にて，遠隔人力操作

機構により第一弁（Ｓ／Ｃ側又はＤ／Ｗ側）の全

閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損

防止機能が使用可能な場合，並びに原子炉格納容器内

の圧力 427kPa［gage］（１Pd）未満，原子炉格納容器

内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度

が可燃限界未満であることを確認することにより，Ｎ

ＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドラ

イウェル出口隔離弁を全閉するよう運転員に指示す

る。 

 

 

 

 

 

 

⑱中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔

離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁の全閉

操作を実施する。 

⑲当直副長は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮ

ＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉

格納容器内の除熱機能が更に１系統回復する等，より

安定的な状態になった場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理

入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイ

パス弁を全閉するよう運転員に指示する。 

⑳中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔

離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁

の全閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止時

の指揮・命令系統を記載 

・記載表現の相違  

【柏崎 6/7】  

島根２号炉は，ベント

停止に必要な各パラメ

ータの基準値を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉（Mark-Ⅰ

改）と東海第二（Mark-

Ⅱ）の最高使用圧力の相

違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，除熱機

能が１系統回復した状

態においては，ベント弁

電源も復旧しているた

め，中央制御室からの遠

隔操作にて一次隔離弁

を全閉 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止時

の指揮・命令系統を記載 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器ベント停止後

に更に安定した状態に

なった場合の手順を記

載 
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ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 名

（操作者及び確認者）及び現場運転員4 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約135 分以内

で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

格納容器ベント準備を判断してから格納容器ベント

準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下のと

おり。 

・現場からの第一弁（Ｓ／Ｃ側）操作の場合 

 

 

 

現場対応を運転員等（当直運転員）3名にて作業を

実施した場合，125分以内で可能である。 

 

・現場からの第一弁（Ｄ／Ｗ側）操作の場合 

現場対応を運転員等（当直運転員）3名にて作業を

実施した場合，140分以内で可能である。 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始

までの必要な要員数及び所要時間は以下のとお

り。 

・現場からの耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧

強化ベント系二次隔離弁操作の場合 

現場対応を重大事故等対応要員3名にて作業を実

施した場合，12分以内で可能である。 

 

 

 

 

【Ｓ／Ｃベントの場合】 

サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋

5.5mに到達後，又は原子炉格納容器内の冷却を実施し

ても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa

［gage］）以下に維持できない場合に，第一弁（Ｓ／

Ｃ側）操作を現場にて実施した場合，125分以内で可能

である。また，サプレッション・プール水位指示値が

通常水位＋6.5mに到達し，ドライウェル圧力又はサプ

レッション・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］（1Pd）

に到達後，耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化

ベント系二次隔離弁の操作を現場にて実施した場合，

12分以内で可能である。（総要員数：運転員等3名，重

大事故等対応要員3名，総所要時間：137分以内） 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベ

ント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以下

のとおり。 

・現場からのＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ

入口弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁後弁，

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及びＮＧＣ非

常用ガス処理入口隔離弁操作の場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員４名にて作

業を実施した場合，２時間 30分以内で可能であ

る。 

 

 

 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始

までの必要な要員及び想定時間は以下のとおり。 

 

・現場からのＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁操作

の場合 

現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間

30分以内で可能である。 

・現場からのＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁

操作の場合 

現場運転員２名にて作業した場合，１時間 30分以

内で可能である。 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＳＧＴ ＦＣＶＳ第

１ベントフィルタ入口弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン

止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及びＮ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した

場合，２時間 30分以内で可能である。また，格納容器ベ

ント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁操作

を現場にて実施した場合，１時間 30分以内で可能であ

る。（総要員数：中央制御室運転員１名，現場運転員４

名，総想定時間：４時間以内） 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器ベント準備とベント

開始を分けて記載 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，W/Wベ

ントと D/W ベントにお

ける想定時間は同一 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同

程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料1.5.3－ 10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋

5.5mに到達後，又は原子炉格納容器内の冷却を実施し

ても，原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa

［gage］）以下に維持できない場合に，第一弁（Ｄ／

Ｗ側）操作を現場にて実施した場合，140分以内で可能

である。また，サプレッション・プール水位指示値が

通常水位＋6.5mに到達し，ドライウェル圧力又はサプ

レッション・チェンバ圧力指示値が310kPa［gage］（1Pd）

に到達後，耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化

ベント系二次隔離弁の操作を現場にて実施した場合，

12分以内で可能である。（総要員数：運転員等3名，重

大事故等対応要員3名，総所要時間：152分以内） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.5.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＳＧＴ ＦＣＶＳ第

１ベントフィルタ入口弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン

止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及びＮ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した

場合，２時間 30分以内で可能である。また，格納容器ベ

ント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁

操作を現場にて実施した場合，１時間 30分以内で可能で

ある。（総要員数：中央制御室運転員１名，現場運転員

４名，総想定時間：４時間以内） 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作機構の操作については，操作に必要な

工具はなく通常の弁操作と同様であるため，容易に実施

可能である。 

また，作業エリアにはバッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を

配備しており，建物内常用照明消灯時における作業性を

確保しているが，ヘッドライト及び懐中電灯をバックア

ップとして携行する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(添付資料 1.5.4－4(2)) 

 

(b) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，耐圧強化ベントライ

ンに水素ガスが滞留しないよう，耐圧強化ベントライン

の窒素ガスによるパージを実施する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)c.(b) 耐圧

強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ」の操作手順

と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，耐圧強

化ベントラインの窒素

ガスパージの手順を整

備 
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 (3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.5.37 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系が機能喪失した場合は， 格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器内の除熱を実施する。格納容器圧

力逃がし装置が機能喪失した場合は耐圧強化ベント系により

原子炉格納容器内の除熱を実施する。 

 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系による格納

容器ベントは，弁の駆動電源及び空気源がない場合， 現場で

の手動操作を行う。 

なお，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系を用い

て， 格納容器ベントを実施する際には， スクラビングによる

放射性物質の排出抑制を期待できるW/W を経由する経路を第

一優先とする。W/W ベントラインが水没等の理由で使用できな

い場合は，D/W を経由してフィルタ装置を通る経路を第二優先

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.5－26図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系が機能喪失した場合は，格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。格

納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合は耐圧強化ベント

系により原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。 

 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系による格納

容器ベントは，弁の駆動電源及び空気源がない場合，現場で

の手動操作を行う。 

なお，格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系を用

いて，格納容器ベントを実施する際には，スクラビングによ

る放射性物質の排出抑制を期待できるＳ／Ｃ側ベントを第一

優先とする。Ｓ／Ｃ側ベントラインが水没等の理由で使用で

きない場合は，Ｄ／Ｗを経由してフィルタ装置を通る経路を

第二優先とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下の

とおり。対応手段の選択フローチャートを第 1.5－41 図に示

す。 

残留熱除去系の機能喪失時において，原子炉補機代替冷却

系の設置が完了し，残留熱代替除去系が起動できる場合は，

残留熱代替除去系による原子炉格納容器への注水及び原子炉

格納容器内へのスプレイを実施する。 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系に

よる補機冷却水確保を実施する際の接続口の選択は，緊急時

対策要員による操作対象弁が少ないものを優先して使用す

る。優先順位は以下のとおり。 

優先①：原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保

（操作対象弁２弁） 

優先②：原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保

（操作対象弁４弁） 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器の除熱が出来ない

場合は，格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の除熱を実施する。格納容器フィルタベント系が機能喪失し

た場合は耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の除

熱を実施する。 

格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントラインによ

る格納容器ベントは，弁の駆動電源及び空気源がない場合，

現場での手動操作を行う。 

なお，格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベントライ

ンを用いて，格納容器ベントを実施する際には，スクラビン

グによる放射性物質の排出抑制を期待できるＷ／Ｗを経由す

る経路を第一優先とする。Ｗ／Ｗベントラインが水没等の理

由で使用できない場合は，Ｄ／Ｗを経由して第１ベントフィ

ルタスクラバ容器を通る経路を第二優先とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（ 海） への代替熱輸送 

a. 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系

を使用した発電用原子炉からの除熱， 原子炉格納容器内の

除熱及び使用済燃料プールの除熱ができなくなるため，代

替原子炉補機冷却系を用いた補機冷却水確保のため， 原子

炉補機冷却系の系統構成を行い，代替原子炉補機冷却系に

より補機冷却水を供給する。 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により

残留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水

確認後，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード，サプレ

ッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器ス

プレイ冷却モード） を起動し，最終ヒートシンク（海） へ

熱を輸送する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源の喪失に

より原子炉補機冷却系を使用できない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順の概

要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第1.5.2 図に，概要図を第1.5.32 

図に，タイムチャートを第1.5.33 図に示す。 

 

 

ⅰ. 運転員操作 

（本手順はA 系使用の場合であり，B 系使用時について

は手順⑥を除いて同様である。） 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保の準

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．緊急用海水系による冷却水確保 

残留熱除去系海水系の機能が喪失した場合，残留熱除去

系を使用した発電用原子炉からの除熱及び原子炉格納容器

内の除熱ができなくなるため，緊急用海水系により冷却水

を供給する。 

 

 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源

装置により残留熱除去系の電源が確保されている場合に，

冷却水通水確認後，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を起動し，最終ヒー

トシンク（海）へ熱を輸送する。 

(a) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失

により残留熱除去系海水系を使用できない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

緊急用海水系Ａ系による冷却水確保手順の概要は以下

のとおり。 

手順の対応フローを第 1.5－3図に，概要図を第 1.5－

20図に，タイムチャートを第 1.5－21図に示す。 

 

 

 

（本手順はＡ系使用の場合であり，Ｂ系使用時につい

ても同様である。） 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に緊急用海水系による冷却水確保の準備開始を指示

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系

を使用した発電用原子炉からの除熱，原子炉格納容器内の

除熱及び燃料プールの除熱ができなくなるため，原子炉補

機代替冷却系を用いた除熱のため，原子炉補機冷却系の系

統構成を行い，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を

供給する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電

機により残留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷

却水通水確認後，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及

び残留熱除去系（格納容器冷却モード）を起動し，最終ヒ

ートシンク（海）へ熱を輸送する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源の喪失に

より原子炉補機冷却系を使用できない場合。ただし，原

子炉注水手段がない場合は，原子炉注水準備を優先する

※。 

※：常設設備による注水手段がない場合，又は低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉注水を実施して

いる場合は大量送水車による注水又は補給準備を

実施。 

 

(b) 操作手順 

原子炉補機代替冷却系による除熱手順の概要は以下の

とおり。 

手順の対応フローを第 1.5－6図に，概要図を第 1.5－

35図に，タイムチャートを第 1.5－36図に示す。 

（ⅰ）原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口

を使用した補機冷却水確保の場合 

ア． 運転員操作 

（本手順はＢ系使用の場合であり，Ａ系使用時について

も同様である。） 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に原子炉補機代替冷却系による除熱の準備開始を指

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，Ａ系，

Ｂ系とも同様な操作 
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備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき， 緊急時対

策本部に代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確

保の準備のため， .熱交換器ユニットの配備及び主

配管（可搬型）の接続を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③現場運転員C 及びD は， 代替原子炉補機冷却系によ

る補機冷却水確保に必要な電動弁の電源の受電操作

を実施する。 

 

 

 

④中央制御室運転員A 及びB は，代替原子炉補機冷却

系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確

保されたこと，及び監視計器の電源が確保されてい

ることを状態表示にて確認する。 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，代替原子炉補機冷却

系による補機冷却水確保の中央制御室側系統構成を

実施し，当直副長に報告する。（第1.5.32 図参照） 

 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，緊急用海水系による冷

却水確保に必要な電動弁の電源切替え操作を実施す

る。 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，緊急用海水系による冷

却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと，

並びにポンプ及び監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示等にて確認する。 

④運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交換器

（Ａ）海水流量調整弁の自動閉信号の除外を実施す

る。 

⑤運転員等は中央制御室にて，緊急用海水ポンプ室空

調機を起動する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，緊急用海水系による冷

却水確保の中央制御室側系統構成である残留熱除去

系－緊急用海水系系統分離弁（Ａ）及び残留熱除去

系熱交換器（Ａ）海水流量調整弁の全閉操作を実施

示する。 

 

 

 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に原子炉補機代替冷却系による除熱の準備の

ため，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

の配備及びホースの接続を依頼する。 

 

③a 非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場

合 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ

切替盤にて，原子炉補機代替冷却系による補機冷却

水確保に必要なＢ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の電

源切り替え操作を実施する。 

③b 非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場

合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，原子

炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要な

Ｂ‐ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作

を実施する。 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系によ

る除熱に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／Ｃ

一次側にて切替え可能

な設備を設置 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のＳＡ電

源切替盤による電源切

り替え操作は，現場にて

実施 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑬の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

1.5-105



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

⑥現場運転員C 及びD は， 代替原子炉補機冷却系によ

る補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施

し， 当直副長に報告する。（第1.5.32 図参照） 

 

 

B 系使用時は， 熱交換器ユニットの繋ぎ込み箇所

が，原子炉補機冷却水系熱交換器（B/E） 冷却水出

口弁の後になるため， 原子炉補機冷却水系熱交換器

（ B/E） 冷却水出口弁については系統構成対象外と

する。（ A 系使用時は， 原子炉補機冷却水系熱交換

器（A/D） 冷却水出口弁の前に繋ぎこむ） 

⑦現場運転員C 及びD は， 代替原子炉補機冷却系によ

る補機冷却水確保の管理区域側系統構成を実施し，

当直副長に報告する。（ 第1.5.32 図参照） 

 

⑧緊急時対策要員は，代替原子炉補機冷却系による補

機冷却水確保のための.熱交換器ユニットの配備及

び主配管（可搬型）の接続完了について緊急時対策

本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に

報告する。 

⑨当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 代替原

子炉補機冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時

対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩緊急時対策要員は，熱交換器ユニット内の代替原子

炉補機冷却水ポンプを起動し，代替原子炉補機冷却

系による補機冷却水供給開始について緊急時対策本

部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報

告する。 

 

 

し，発電長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，緊急用海水ポンプ（Ａ）

を起動し，冷却水の供給を行う。 

⑧運転員等は中央制御室にて，緊急用海水系ＲＨＲ熱

交換器隔離弁（Ａ）の全開操作を行い，緊急用海水

系流量（残留熱除去系熱交換器）指示値の上昇を確

認する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，緊急用海水系ＲＨＲ補

機隔離弁（Ａ）の全開操作を行い，緊急用海水系流

量（残留熱除去系補機）指示値の上昇を確認する。 

 

 

 

 

 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系によ

る除熱の非管理区域側系統構成を実施し，当直副長

に報告する。(第 1.5－35図参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉補機代替冷却系によ

る除熱の管理区域側系統構成を実施し，当直副長に

報告する。(第 1.5－35図参照) 

 

⑦緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系による除

熱のための移動式代替熱交換設備及び大型送水ポン

プ車の配備及びホースの接続完了について緊急時対

策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長

に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対

策本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑨緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備内の淡水

ポンプを起動し，原子炉補機代替冷却系による補機

冷却水供給開始について緊急時対策本部に報告す

る。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

⑩当直副長は，運転員に原子炉代替補機冷却系による

補機冷却水供給開始を指示する。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，Ａ系，

Ｂ系とも同様な操作 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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ⅱ. 緊急時対策要員操作（補機冷却水供給） 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から荒浜側又は

大湊側高台資機材置場へ移動する。 

②緊急時対策要員は，熱交換器ユニット，大容量送水

車（ 熱交換器ユニット用） 等の健全性確認を行う。 

③緊急時対策要員は，熱交換器ユニット，大容量送水

車（ 熱交換器ユニット用） 等を荒浜側又は大湊側

高台資機材置場からタービン建屋近傍屋外に移動さ

せる。 

④緊急時対策要員は，可搬型の主配管（ 淡水用ホース

及び海水用ホース）の敷設及び接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，電源ケーブルの敷設及び接続を

行う。 

⑥緊急時対策要員は，熱交換器ユニット等の淡水側の

水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行

う。 

⑦緊急時対策要員は，中央制御室運転員A 及びB と連

絡を密にし， .熱交換器ユニット等の淡水側の水張

りのため代替冷却水供給止め弁の開操作を行う。 

 

⑧緊急時対策要員は，熱交換器ユニット等の淡水側の

水張り範囲内におけるベント弁の開操作及び代替冷

却水戻り止め弁の開操作を行い， 配管内の空気抜き

を実施する。 

⑨緊急時対策要員は，淡水側の水張り範囲内において

漏えいのないことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，可搬型代替交流電源設備の起動

操作を行う。 

⑪緊急時対策要員は，熱交換器ユニット等の海水側の

水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行

う。 

⑫緊急時対策要員は，熱交換器ユニット等の海水側の

水張りのため大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）

を起動させる。 

⑬緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内における

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口

弁を流量調整のため開度を調整し，当直副長に報告

する。(第 1.5－35図参照) 

イ． 緊急時対策要員操作 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エ

リア又は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大型送

水ポンプ車等の健全性確認を行う。 

③緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大型送

水ポンプ車等を第１保管エリア又は第４保管エリア

から取水槽及び原子炉建物近傍屋外に移動させる。 

 

④緊急時対策要員は，可搬型のホースの敷設及び接続

を行う。 

⑤緊急時対策要員は，電源ケーブルの敷設及び接続を

行う。 

⑥緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側

の水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行

う。 

⑦緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密

にし，移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りのた

めＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁の開操作を行う。 

 

⑧緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側

の水張り範囲内におけるベント弁の開操作及びＡＨ

ＥＦ Ｂ－戻り配管止め弁の開操作を行い，配管内

の空気抜きを実施する。 

⑨緊急時対策要員は，淡水側の水張り範囲内において

漏えいのないことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，ガスタービン発電機の起動によ

り移動式代替熱交換設備への受電を確認する。 

⑪緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の海水側

の水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行

う。 

⑫緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の海水側

の水張りのため大型送水ポンプ車を起動させる。 

 

⑬緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内における

島根２号炉は電源切

り替え操作により，中央

にて弁操作が可能 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ガスタ

ービン発電機より受電 
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ベント弁の開操作を行い，配管内の空気抜きを実施

する。 

⑭緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内において

漏えいのないことを確認する。 

⑮緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に.

熱交換器ユニットによる補機冷却水確保の準備が完

了したことを報告する。 

⑯緊急時対策要員は，中央制御室運転員A 及びB と連

絡を密にし， .熱交換器ユニット内の代替原子炉補

機冷却水ポンプを起動し，補機冷却水の供給を行う。 

⑰緊急時対策要員は，熱交換器ユニット出口流量調整

弁の開操作を行い，代替RCW ポンプ吐出圧力指示値

が規定値となるよう開度を調整する。 

⑱緊急時対策要員は，熱交換器ユニット及び大容量送

水車（ 熱交換器ユニット用） の運転状態を継続し

て監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベント弁の開操作を行い，配管内の空気抜きを実施

する。 

⑭緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内において

漏えいのないことを確認する。 

⑮緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に移

動式代替熱交換設備による除熱の準備が完了したこ

とを報告する。 

⑯緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密

にし，移動式代替熱交換設備内の淡水ポンプを起動

し，補機冷却水の供給を行う。 

⑰緊急時対策要員は，熱交換器ユニット流量調整弁の

開操作を行い，淡水ポンプ出口圧力指示計が規定圧

力となるよう開度を調整する。 

⑱緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車の運転状態を継続して監視する。 

 

（ⅱ）原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場合） 

 

ア．運転員操作 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準

備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確

保の準備のため，大型送水ポンプ車の配備及びホー

スの接続を依頼する。 

③ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場

合 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ

切替盤にて，原子炉補機代替冷却系による補機冷却

水確保に必要なＢ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の電源

切り替え操作を実施する。 

③b非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場

合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，原子

炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，屋内接

続口を使用した手順を

記載 
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－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実

施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保され

たこと及び監視計器の電源が確保されていることを

状態表示にて確認する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施

し，当直副長に報告する。（第 1.5－35図参照） 

⑥現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保の管理区域側系統構成を実施し，

当直副長に報告する。（第 1.5－35図参照） 

⑦緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系による補

機冷却水確保のための大型送水ポンプ車の配備及び

ホースの接続完了について緊急時対策本部に報告す

る。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対

策本部に依頼する。 

⑨緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を起動し，原

子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始につ

いて緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策

本部は当直長に報告する。 

⑩当直副長は，運転員に原子炉代替補機冷却系による

補機冷却水供給開始を指示する。 

⑪中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口

弁を流量調整のため開度を調整し，当直副長に報告

する。(第 1.5－35図参照) 

 

イ．緊急時対策要員操作 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エ

リア又は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等の健全性確

認を行う。 

③緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を第１保管エ

リア又は第４保管エリアから取水槽近傍屋外に移動

させる。 

④緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 

名，現場運転員2 名及び緊急時対策要員13 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから運転員操作の系

統構成完了まで約255分，緊急時対策要員操作の補機冷却

水供給開始まで約540分で可能である。 

なお，炉心の著しい損傷が発生した場合において代替

原子炉補機冷却系を設置する場合，作業時の被ばくによ

る影響を低減するため，緊急時対策要員を2 班体制とし， 

交替して対応する。 

プラント停止中の運転員の体制においては， 中央制御

室対応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員1 名に

て作業を実施する。 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また， 速やかに作業

が開始できるよう， 使用する資機材は作業場所近傍に配

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから緊急用海水系による冷却

水供給開始まで24分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大

型送水ポンプ車による補機冷却水確保の準備が完了

したことを報告する。 

⑥緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密

にし，ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側供給配管止め弁，

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側戻り配管止め弁，ＡＨＥ

Ｆ Ｂ－西側供給配管止め弁及びＡＨＥＦ Ｂ－西

側戻り配管止め弁の全開並びに大型送水ポンプ車を

起動し，補機冷却水の供給を行う。 

⑦緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の吐出圧力に

て必要流量が確保されていることを確認する。 

⑧緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲につい

て漏えいの無いことを確認する。 

⑨緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を

継続して監視する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから残留熱代替除

去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保までの必要な要員数及び想定時間は以下のとお

り。 

・原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を

使用した補機冷却水確保の場合，中央制御室運転員

１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員 15名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転

員操作の系統構成完了まで１時間 40分以内，緊急時

対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間 20

分以内で可能である。 

・原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合），中央制御室運転員１名，

現場運転員４名及び緊急時対策要員６名にて作業を

実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時

間 40分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給

開始まで７時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

被ばく評価結果の相

違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，プラン 

ト停止中の運転員の体

制においても当該作業

を実施する人数に変更

はない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は中央操作
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室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.5.3－ 11，1.5.3－12） 

 

b. 大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補

機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保 

 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系

を使用した除熱戦略ができなくなるため， 代替原子炉補機 

 

 

冷却系により補機冷却水を確保するが，代替原子炉補機冷

却系.熱交換器ユニットが機能喪失した場合は， 原子炉補

機冷却系の系統構成を行い， 大容量送水車（ 熱交換器ユ

ニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプにより， 原

子炉補機冷却系に海水を注入することで補機冷却水を供給

する。 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により

残留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水

確認後，目的に応じた運転モードで残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード，サプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード） を起動し， 

最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

［大容量送水車（熱交換器ユニット用）使用の場合］ 

代替原子炉補機冷却系.熱交換器ユニットが機能喪失

した場合。 

［代替原子炉補機冷却海水ポンプ使用の場合］ 

代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニットが機能喪失し

た場合で， 大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）が故

障等により使用できない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．代替残留熱除去系海水系による冷却水確保 

 

 

残留熱除去系海水系の機能が喪失した場合，緊急用海水

系が使用できない場合は，残留熱除去系を使用した発電用 

 

 

原子炉からの除熱及び原子炉格納容器内の除熱ができなく

なるため，残留熱除去系海水系の系統構成を行い，代替残

留熱除去系海水系により冷却水を供給する。 

 

 

 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源

装置により残留熱除去系の電源が確保されている場合に，

冷却水通水確認後，目的に応じた運転モードで残留熱除去

系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却系）を起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送す

る。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系海水系機能喪失又は全交流動力電源喪失に

より残留熱除去系海水系が機能喪失した場合で，緊急用海

水系が故障等により使用できない場合。 

 

 

 

 

 

 

ができるように大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具

及びホースを配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用い

ることで，暗闇における作業性についても確保する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.5.4－5(1)，1.5.4－5(2)） 

 

ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

 

 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系

を使用した除熱戦略ができなくなるため，原子炉補機代替 

 

 

冷却系により補機冷却水を確保するが，移動式代替熱交換

設備が機能喪失した場合は，原子炉補機冷却系の系統構成

を行い，大型送水ポンプ車により，原子炉補機冷却系に海

水を注入することで補機冷却水を供給する。 

 

 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発

電機により残留熱除去系の電源が確保されている場合

に，冷却水通水確認後，目的に応じた運転モードで残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系

（格納容器冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）

へ熱を輸送する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系機能喪失又は全交流動力電源喪失に

より原子炉補機冷却系が機能喪失した場合で，移動式代

替熱交換設備が故障等により使用できない場合。 

 

 

 

 

 

 

のみ 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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(b) 操作手順 

大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 又は代替原子炉

補機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保手順の概要は以

下のとおり。手順の対応フローを第1.5.2 図に，概要図を

第1.5.34図に，タイムチャートを第1.5.35 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ. 運転員操作［ 大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）

使用の場合］ 

（本手順はA 系使用の場合であり，B 系使用時について

は手順⑥を除いて同様である。また，代替原子炉補機冷

却海水ポンプを使用した場合においても操作手順は同様

である。） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）による補機

冷却水確保の準備開始を指示する。 

②当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 緊急時

対策本部に大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）に

よる補機冷却水確保の準備として， 大容量送水車

（ 熱交換器ユニット用）の配備，ホースの接続を依

頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

代替残留熱除去系海水系による冷却水確保手順の概要は

以下のとおり（代替残留熱除去系海水系Ａ系東側接続口又

は代替残留熱除去系海水系西側接続口を使用した残留熱除

去系海水系Ａ系への冷却水送水手順を示す。代替残留熱除

去系海水系Ｂ系東側接続口又は代替残留熱除去系海水系西

側接続口を使用した残留熱除去系海水系Ｂ系への冷却水送

水手順も同様。ただし，代替残留熱除去系海水系Ａ系東側

接続口又は代替残留熱除去系海水系西側接続口を使用した

手順は，手順⑪以外は同様。）。手順の対応フローを第1.5

－3図に，概要図を第1.5－22図に，タイムチャートを第1.5

－23図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に代替残留熱除去系海水系による冷却水

確保の準備開始を依頼する。 

 

 

 

 

②災害対策本部長代理は，プラントの被災状況に応じ

て代替残留熱除去系海水系による冷却水確保のた

め，水源から代替残留熱除去系海水系の接続口を決

定し，発電長に使用する代替残留熱除去系海水系接

続口を報告する。なお，代替残留熱除去系海水系接

続口は，接続口蓋開放作業を必要としない代替残留

熱除去系海水系東側接続口を優先する。 

③災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に代替

残留熱除去系海水系による冷却水確保のため，使用

する水源から代替残留熱除去系海水系の接続口を指

示する。 

④重大事故等対応要員は，代替残留熱除去系海水系と

(b) 操作手順 

原子炉補機代替冷却系として使用する大型送水ポンプ

車による除熱手順の概要は以下のとおり（原子炉建物南側

接続口を使用した原子炉補機代替冷却系Ｂ系への冷却水

送水手順を示す。原子炉建物西側接続口を使用した原子炉

補機代替冷却系Ａ系への冷却水送水手順も同様）。手順の

対応フローを第 1.5－6図に，概要図を第 1.5－37図に，

タイムチャートを第 1.5－38図に示す。 

 

 

 

 

 

ⅰ 運転員操作 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に大型送水ポンプ車による除熱の準備開始を指示す

る。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大型送水ポンプ車による除熱の準備とし

て，大型送水ポンプ車の配備，ホースの接続を依頼

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は接続口

を詳細に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，Ａ系，

Ｂ系とも同様な操作 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，運転員

操作と緊急時対策要員

操作を分けて記載（以

下，⑳の相違） 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場で

の健全性確認を踏まえ

て接続先を決定する 
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③現場運転員C 及びD は， 大容量送水車（ 熱交換器

ユニット用）による補機冷却水確保に必要な電動弁

の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A 及びB は，大容量送水車（ 熱交

換器ユニット用） による補機冷却水確保に必要な電

動弁の電源が確保されたこと，及び監視計器の電源

が確保されていることを状態表示にて確認する。 

 

 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，大容量送水車（ 熱交

換器ユニット用） による補機冷却水確保の中央制御

室側系統構成を実施し，当直副長に報告する。（ 第

1.5.34 図参照） 

⑥現場運転員C 及びD は， 大容量送水車（ 熱交換器

ユニット用）による補機冷却水確保の非管理区域側

系統構成を実施し， 当直副長に報告する。（第1.5.34 

図参照） 

B 系使用時は， 大容量送水車（ 熱交換器ユニット

用）の繋ぎ込み箇所が， 原子炉補機冷却水系熱交換

器（B/E） 冷却水出口弁の後になるため， 原子炉補

機冷却水系熱交換器（B/E） 冷却水出口弁について

は系統構成対象外とする。（ A 系使用時は，原子炉

補機冷却水系熱交換器（A/D）冷却水出口弁の前に繋

ぎこむ） 

⑦現場運転員C 及びD は， 大容量送水車（ 熱交換器

ユニット用）による補機冷却水確保の管理区域側系

統構成を実施し，当直副長に報告する。（ 第1.5.34 

図参照） 

⑧緊急時対策要員は，大容量送水車（ 熱交換器ユニッ

ト用） による補機冷却水確保のための大容量送水車

して使用する可搬型代替注水大型ポンプを海に配置

し，可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ポンプユ

ニットを設置する。 

⑤重大事故等対応要員は，海から代替残留熱除去系海

水系の接続口までホースの敷設を実施する。 

⑥発電長は，運転員等に代替残留熱除去系海水系によ

る冷却水確保の準備を指示する。 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，代替残留熱除去系海水

系による冷却水確保に必要な電動弁の電源切替え操

作を実施する。 

⑧運転員等は中央制御室にて，代替残留熱除去系海水

系による冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保さ

れたこと，及び監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，大型送水ポンプ車による除

熱に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されて

いることを状態表示にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

④現場運転員Ｂ及びＣは，大型送水ポンプ車による除

熱の非管理区域側系統構成を実施し，当直副長に報

告する。(第1.5－37図参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤現場運転員Ｄ及びＥは，大型送水ポンプ車による除

熱の管理区域側系統構成を実施し，当直副長に報告

する。(第1.5－37図参照) 

 

⑥緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による除熱の

ための海水ポンプの配備及びホースの接続完了につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，Ａ系，

Ｂ系とも同様な操作 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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（ 熱交換器ユニット用） の配備，主配管（可搬型） 

の接続完了について緊急時対策本部に報告する。ま

た， 緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑨当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 大容量

送水車（ 熱交換器ユニット用） による補機冷却水

供給開始を緊急時対策本部に依頼する。 

⑩緊急時対策要員は，大容量送水車（ 熱交換器ユニッ

ト用） による補機冷却水供給開始について緊急時対

策本部に報告する。また， 緊急時対策本部は当直長

に報告する。 

 

 

 

 

 

ⅱ. 緊急時対策要員操作 

［大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）使用の場合］ 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から荒浜側又は

大湊側高台資機材置場へ移動する。 

②緊急時対策要員は，大容量送水車（ 熱交換器ユニッ

ト用） 等の健全性確認を行う。 

 

 

 

③緊急時対策要員は，大容量送水車（ 熱交換器ユニッ

ト用） を荒浜側又は大湊側高台資機材置場からター

ビン建屋近傍屋外に移動させる。 

 

④緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 

 

 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大

容量送水車（ 熱交換器ユニット用）による補機冷却

水確保の準備が完了したことを報告する。 

 

⑥緊急時対策要員は，中央制御室運転員A 及びB と連

絡を密にし， 大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）

を起動し， 補機冷却水の供給を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策

本部は当直長に報告する。 

 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大型送水

ポンプ車による除熱開始を緊急時対策本部に依頼す

る。 

⑧緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による除熱開

始について緊急時対策本部に報告する。また，緊急

時対策本部は当直長に報告する。 

⑨当直副長は，運転員に大型送水ポンプ車による除熱

開始を指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口

弁を流量調整のため開度を調整し，当直副長に報告

する。(第 1.5－37図参照) 

 

ⅱ 緊急時対策要員操作 

 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エ

リア又は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等の健全性確

認を行う。 

 

 

 

③緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を第１保管エ

リア又は第４保管エリアから取水槽近傍屋外に移動

させる。 

 

④緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 

 

 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大

型送水ポンプ車による除熱の準備が完了したことを

報告する。 

 

⑥緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密

にし，ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁及びＡＨＥＦ 

Ｂ－戻り配管止め弁の全開並びに大型送水ポンプ車

⑳の相違 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は要員の

移動を記載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，車両の

健全性確認を記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 
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⑦緊急時対策要員は，大容量送水車（ 熱交換器ユニッ

ト用） の吐出圧力にて必要流量が確保されているこ

とを確認する。 

⑧緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲につい

て漏えいのないことを確認する。 

⑨緊急時対策要員は，大容量送水車（ 熱交換器ユニッ

ト用） の運転状態を継続して監視する。 

 

 

［代替原子炉補機冷却海水ポンプ使用の場合］ 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から荒浜側又は

大湊側高台資機材置場へ移動する。 

②緊急時対策要員は，代替原子炉補機冷却海水ポンプ

等の健全性確認を行う。 

③緊急時対策要員は，代替原子炉補機冷却海水ポンプ

等を荒浜側又は大湊側高台資機材置場からタービン

建屋近傍屋外に移動させる。 

④緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，電源ケーブルの敷設及び接続を

行う。 

⑥緊急時対策要員は，可搬型代替交流電源設備の起動

操作を行う。 

⑦緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に代

替原子炉補機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保

の準備が完了したことを報告する。 

⑧緊急時対策要員は，中央制御室運転員A 及びB と連

絡を密にし， 代替原子炉補機冷却海水ポンプを起動

し，補機冷却水の供給を行う。 

⑨緊急時対策要員は，代替原子炉補機冷却海水ポンプ

の吐出圧力にて必要流量が確保されていることを確

認する。 

⑩緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲につい

て漏えいのないことを確認する。 

⑪緊急時対策要員は，代替原子炉補機冷却海水ポンプ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を起動し，補機冷却水の供給を行う。 

 

 

 

⑦緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の吐出圧力に

て必要流量が確保されていることを確認する。 

 

⑧緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲につい

て漏えいの無いことを確認する。 

⑨緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を

継続して監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，漏えい

確認，運転状態の継続監

視を詳細に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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の運転状態を継続して監視する。 

⑨発電長は，運転員等に代替残留熱除去系海水系によ

る冷却水確保の系統構成を指示する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交換器

（Ａ）海水流量調整弁の自動閉信号の除外を実施す

る。 

⑪ａ代替残留熱除去系海水系Ａ系東側接続口を使用し

た冷却水（海水）確保の場合 

運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交換器

（Ａ）海水流量調整弁を全開とする。 

⑪ｂ代替残留熱除去系海水系西側接続口を使用した冷

却水（海水）確保の場合 

運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系－緊急用

海水系系統分離弁（Ａ）を全閉とし，残留熱除去系

熱交換器（Ａ）海水流量調整弁，緊急用海水系ＲＨ

Ｒ熱交換器隔離弁（Ａ）及び緊急用海水系ＲＨＲ補

機隔離弁（Ａ）を全開とする。 

⑫運転員等は，発電長に代替残留熱除去系海水系によ

る冷却水確保の系統構成が完了したことを報告す

る。 

⑬重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理に代替

残留熱除去系海水系による冷却水確保の準備が完了

したことを報告する。 

⑭災害対策本部長代理は，発電長に代替残留熱除去系

海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプに

よる冷却水の送水開始を報告する。 

⑮災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に代替

残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水

大型ポンプの起動を指示する。 

⑯重大事故等対応要員は，代替残留熱除去系海水系西

側接続口，代替残留熱除去系海水系Ａ系東側接続口

又は代替残留熱除去系海水系Ｂ系東側接続口の弁が

全閉していることを確認した後，代替残留熱除去系

海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプを

起動し，ホース内の水張り及び空気抜きを実施する。 

⑰重大事故等対応要員は，ホース内の水張り及び空気

抜きが完了した後，代替残留熱除去系海水系西側接

・記載方針の相違

【東海第二】 

⑳の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

⑳の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

⑳の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

⑳の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

⑳の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

⑳の相違

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，当直副

長が起動開始を指示す

る 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ホース

内の空気抜きは不要 

・記載方針の相違

【東海第二】 
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 (c) 操作の成立性 

［大容量送水車（ 熱交換器ユニット用） 使用の場合］ 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 

名（操作者及び確認者）， 現場運転員2 名及び緊急時対

策要員8 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから運転員による系統構成完了まで約255分， 緊急時

対策要員による大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）を

使用した補機冷却水供給開始まで約300分で可能である。 

 

 

 

続口，代替残留熱除去系海水系Ａ系東側接続口又は

代替残留熱除去系海水系Ｂ系東側接続口の弁を全開

とし，代替残留熱除去系海水系として使用する可搬

型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを

災害対策本部長代理に報告する。 

⑱災害対策本部長代理は，発電長に代替残留熱除去系

海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプに

より冷却水の送水を開始したことを報告する。 

⑲発電長は，運転員等に代替残留熱除去系海水系によ

り冷却水の供給が開始されたことを確認するように

指示する。 

⑳運転員等は中央制御室にて，代替残留熱除去系海水

系により冷却水の供給が開始されたことを残留熱除

去系海水系系統流量指示値の上昇により確認し，発

電長に報告する。 

㉑発電長は，災害対策本部長代理に代替残留熱除去系

海水系により冷却水の供給が開始されたことを報告

する。 

㉒災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に代替

残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水

大型ポンプの回転数を制御するように指示する。 

㉓重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

付きの圧力計にて圧力指示値を確認し，代替残留熱

除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポ

ンプの回転数を制御し，災害対策本部長代理に報告

する。 

 

(c) 操作の成立性 

 

上記の操作は，作業開始を判断してから代替残留熱除

去系海水系による冷却水（海水）供給開始までの必要な

要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

【代替残留熱除去系海水系Ａ系東側接続口又は代替残留熱除

去系海水系Ｂ系東側接続口による冷却水（海水）確保の場

合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場

対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４

名及び緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから運転員による系統構成完了まで１

時間 20分以内，緊急時対策要員による大型送水ポンプ車

を使用した補機冷却水供給開始まで７時間以内で可能で

ある。 

 

 

 

⑳の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また， 速やかに作業

が開始できるよう， 使用する資機材は作業場所近傍に配

備する。 

 

 

 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.5.3－ 13） 

 

［代替原子炉補機冷却海水ポンプ使用の場合］ 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 

名（操作者及び確認者）， 現場運転員2 名及び緊急時対

策要員11 名にて作業を実施した場合， 作業開始を判断

してから運転員による系統構成完了まで約255分， 緊急

時対策要員による代替原子炉補機冷却海水ポンプ） を使

用した補機冷却水供給開始まで約420分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また， 速やかに作業

が開始できるよう， 使用する資機材は作業場所近傍に配

備する。 

（添付資料1.5.3－ 13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合，370分以内で可能である。 

【代替残留熱除去系海水系西側接続口による冷却水（海水）

確保の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場

対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した

場合，310分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防

護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，ホース等

の接続は速やかに作業ができるように，代替残留熱除去系

海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプの保管場

所に使用工具及びホースを配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトを用

いることで，暗闇における作業性についても確保する。 

 

（添付資料1.5.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業

ができるように大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具

及びホースを配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用い

ることで，暗闇における作業性についても確保する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(添付資料1.5.4－6(1)，1.5.4－6(2)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.5.37 図に示す。 

原子炉補機冷却系が機能喪失した場合は，代替原子炉補機

冷却系により海へ熱を輸送する手段を確保し，残留熱除去系

を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を

行う。 

代替原子炉補機冷却系が故障等により熱を輸送できない場

合は，  大容量送水車（ 熱交換器ユニット用）又は代替原子

炉補機冷却海水ポンプにより原子炉補機冷却系へ直接海水を

送水し， 残留熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子

炉格納容器内の除熱を行う。 

 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（ 設計基準拡張） による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

原子炉補機冷却系が健全な場合は，自動起動信号による

作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機冷

却系を起動し， 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保を

行う。 

 

a. 手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格

納容器内の除熱が必要な場合。 

 

b. 操作手順 

原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順の概要は以

下のとおり。概要図を第1.5.36 図に示す。 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に原子炉補機冷却系による補機冷却水確

保開始を指示する。 

 

②中央制御室運転員A 及びB は，中央制御室からの手

動起動操作， 又は自動起動信号（ 原子炉水位低（ レ

ベル1）又はドライウェル圧力高）により待機中の原

子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポン

プの起動，並びに原子炉補機冷却系熱交換器冷却水

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.5－26図に示す。 

残留熱除去系海水系が機能喪失した場合は，緊急用海水系

により海へ熱を輸送する手段を確保し，残留熱除去系を使用

して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 

 

緊急用海水系が故障等により熱を輸送できない場合は，代

替残留熱除去系海水系により海へ熱を輸送する手段を確保

し，残留熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格

納容器内の除熱を行う。 

 

 

1.5.2.3 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 

(1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保 

残留熱除去系海水系が健全な場合は，自動起動信号による

作動，又は中央制御室からの手動操作により残留熱除去系海

水系を起動し，残留熱除去系海水系による冷却水確保を行う。 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格

納容器内の除熱が必要な場合。 

 

ｂ．操作手順 

残留熱除去系海水系Ａ系による冷却水確保手順の概要は

以下のとおり（残留熱除去系海水系Ｂ系による冷却水確保

手順も同様。）。概要図を第1.5－24図に，タイムチャート

を第1.5－25図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に残留

熱除去系海水系による冷却水確保開始を指示する。 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，中央制御室からの手動起動操

作，又は自動起動信号（残留熱除去系ポンプ等の起動）に

より残留熱除去系海水系ポンプ（Ａ）及び（Ｃ）が起動し，

残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水流量調整弁が全開したこ

とを確認する。 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手順の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第 1.5－41図に示す。 

原子炉補機冷却系が機能喪失した場合は，原子炉補機代替

冷却系により海へ熱を輸送する手段を確保し，残留熱除去系

を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を

行う。 

原子炉補機代替冷却系が故障等により熱を輸送できない場

合は，大型送水ポンプ車により原子炉補機冷却系へ直接海水

を送水し，残留熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原

子炉格納容器内の除熱を行う。 

 

 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

原子炉補機冷却系が健全な場合は，自動起動信号による

作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機冷

却系を起動し，原子炉補機冷却系による除熱を行う。 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉

格納容器内の除熱が必要な場合。 

 

ｂ．操作手順 

原子炉補機冷却系Ｂ系による除熱手順の概要は以下のと

おり（原子炉補機冷却系Ａ系による除熱手順も同様。）。概

要図を第1.5－39図に，タイムチャートを第1.5－40図に示

す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に原子炉補機冷却系による除熱開始を指

示する。 

 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動

操作，又は自動起動信号（原子炉水位低）（レベル１）

又はドライウェル圧力高）により待機中の原子炉補

機海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプの起動及

び残留熱除去系熱交換器冷却水出口弁が開したこと

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②，③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・設備の相違 
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出口弁及び残留熱除去系熱交換器冷却水出口弁の全

開を確認する。 

 

 

③中央制御室運転員A 及びB は，原子炉補機冷却系に

よる補機冷却水確保が開始されたことを原子炉補機

冷却系系統流量指示値の上昇及び残留熱除去系熱交

換器入口冷却水流量指示値の上昇により確認し当直

副長に報告する。 

 

 

 

 

 

c. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員2 名

（ 操作者及び確認者） にて操作を実施する。操作スイッ

チによる中央制御室からの遠隔操作であるため， 速やかに

対応できる。 

 

 

1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）手順については，

「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための手順等」にて整備する。 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却

モード及び格納容器スプレイ冷却モード）手順については，

「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備

する。 

格納容器圧力逃がし装置を用いた原子炉格納容器内の除熱

手順は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手

順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系海水系Ａ系によ

る冷却水確保が開始されたことを残留熱除去系海水系系統

流量指示値の上昇により確認し，発電長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系海水系

による冷却水供給開始まで4分以内で可能である。 

 

 

 

1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）手順については，「1.4 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手順等」にて整備する。 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却系）手順については，「1.6 原

子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

 

格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系を用いた原子炉

格納容器内の除熱手順は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための手順等」にて整備する。 

可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素及び酸

素濃度制御手順については，「1.9 水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。 

 

 

 

を確認する。 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉補機冷却系による除

熱が開始されたことを残留熱除去系熱交換器冷却水

流量指示値の上昇により確認し当直副長に報告す

る。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから，原子炉補機冷却系によ

る除熱開始まで３分以内で可能である。 

(添付資料 1.5.4－7) 

 

 

1.5.2.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)手順については，

「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための手順等」にて整備する。 

残留熱除去系(サプレッション・プール水冷却モード)及び残

留熱除去系（格納容器冷却モード）手順については，「1.6 原

子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

 

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を用いた原

子炉格納容器除熱手順は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための手順等」にて整備する。 

可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度抑

制手順については，「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するための手順等」にて整備する。 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の RCW 熱

交換器出口弁は手動弁 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，非常用

系の系統に流量計なし

（常用系のみ） 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑭の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，可燃性

ガス濃度制御系につい

てリンク先を記載 
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残留熱除去系ポンプ，電動弁，中央制御室監視計器類への

電源供給手順及び電源車への燃料補給手順については，「1.14 

電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに

水源から接続口までの可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプによる送水手順については，「1.13 重大事

故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用する

常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用

する可搬型代替低圧電源車による残留熱除去系海水系ポンプ，

緊急用海水ポンプ，移送ポンプ，電動弁及び監視計器への電源

供給手順並びに可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装

置用電源車，常設代替交流電源設備として使用する常設代替高

圧電源装置，可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代

替低圧電源車，非常用交流電源設備，可搬型代替注水中型ポン

プ及び可搬型代替注水大型ポンプへの燃料給油手順について

は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

水源から接続口までの大量送水車による送水手順について

は，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」に

て整備する。 

 

 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用する

ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用す

る高圧発電機車による残留熱除去ポンプ，電動弁，中央制御室

監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備とし

て使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備とし

て使用する高圧発電機車，非常用交流電源設備，可搬式窒素供

給装置，大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順に

ついては，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順は「1.15事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，送水手

順についてリンク先を

記載 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の電源は

常設代替交流電源設備

を使用 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，操作の

判断，確認に係る計装設

備につてリンク先を記

載 
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第 1.5.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1/5） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

 

 

 

第1.5－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／4） 

（設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等対処設備とし

て使用する原子炉除熱及び原子炉格納容器内の除熱） 

 

 

第 1.5－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／６） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

処設備の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2/5） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／4）  

（設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等対処設備とし

て使用する原子炉除熱及び原子炉格納容器内の除熱） 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／６） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

処設備の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（３／６） 

（フロントライン系故障時） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対処

設備の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3/5） 

（フロントライン系故障時） 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／4）  

（フロントライン系故障時） 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／６） 

（フロントライン系故障時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

処設備の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のスクラ

ビング水の補給及び排

水設備は，スクラビング

水の水位挙動評価によ

り，事故発生後７日間は

使用しない設備として

おり，自主対策設備とし

て整理 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（4/5） 

（フロントライン系故障時） 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（５／６） 

（フロントライン系故障時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

処設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，遠隔人力

操作機構について，対応

手段，対応設備，手順一

覧（3／4）にて記載 

 

 

1.5-126



 
 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5/5） 

（サポート系故障時） 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／4）  

（サポート系故障時） 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（６／６） 

（サポート系故障時） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

処設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑩の相違 
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  第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧（１／１１） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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第1.5.2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧（1/8） 

 

第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器  

 

監視計器一覧（1／10） 

 

 

 

 

監視計器一覧（２／１１） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧（2/8） 

 

 

 

 

監視計器一覧（2／10） 

 

 

 

 

監視計器一覧（３／１１） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤，⑥，⑦，⑧の相違 
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監視計器一覧（3／10） 

 

 

 

監視計器一覧（４／１１） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，可搬式

窒素供給装置による原

子炉格納容器への窒素

ガス供給の成立性を記

載 
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監視計器一覧（3/8） 

 

 

 

監視計器一覧（4／10） 

 

 

監視計器一覧（５／１１） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧（4/8） 

 

 

監視計器一覧（5／10） 

 

 

監視計器一覧（６／１１） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧（5/8） 

 
 

 

 

 

監視計器一覧（6／10） 

 

 

 

監視計器一覧（７／１１） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤，⑥，⑦，⑧の相違 
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監視計器一覧（7／10） 

 

 

 

監視計器一覧（８／１１） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，可搬式

窒素供給装置による原

子炉格納容器への窒素

ガス供給の成立性を記

載 
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監視計器一覧（6/8） 

 

 

 

 

監視計器一覧（8／10） 

 

 

監視計器一覧（９／１１） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧（7/8） 

 

 

監視計器一覧（9／10） 

 

 

監視計器一覧（１０／１１） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

1.5-137



 
 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

監視計器一覧（8/8） 

 

 

監視計器一覧（10／10） 

 

 

監視計器一覧（１１／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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